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((li 診
療
契
約
強
制

(
応
招
義
務
)

I 

は
じ
め
に
l
l
-
本
稿
の
問
題
関
心
1
1
1

医
師
法
(
歯
科
医
佐
)
第
一
九
条
第
一
項
に
は
「
診
療
に
従
事
す
る

(
2
)
 

医
師
(
歯
科
医
師
)
は
、
診
察
治
療
の
求
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
正
当
な

事
由
が
な
け
れ
ば
、
こ
れ
を
拒
ん
で
は
な
ら
な
い
」
と
医
師
の
診
療
義
務

(3) 

(
応
招
義
務
)
が
定
め
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
は
従
来
か

の
系
譜
的
・
機
能
的
再
検
討

上

)¥ 

自日

(4) 

ら
既
に
種
々
の
検
討
が
な
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
概
略
は
、
①
診
療
義
務
の

法
沿
革
的
由
来
は
、
「
医
制
」
(
明
治
七
(
一
八
七
四
)
年
)
に
あ
る
、
②

義
務
は
医
師
の
国
家
に
対
し
て
の
そ
れ
で
あ
っ
て
、
医
師
は
患
者
に
対
し

(5) 

て
直
接
義
務
を
負
う
も
の
で
は
な
い
、
③
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
応
招
義

務
は
患
者
の
保
護
の
側
面
も
有
す
る
」
の
で
医
師
の
診
療
拒
否
に
よ
り
患

者
が
被
害
を
被
っ
た
と
き
は
医
師
に
過
失
が
あ
る
と
い
う
「
一
応
の
推
定
」
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が
な
さ
れ
る
と
し
て
、
医
師
の
不
法
行
為
責
任
を
認
め
る
、
④
医
師
の
過

失
の
有
無
は
、
診
療
拒
否
に
正
当
事
由
が
あ
る
か
否
か
に
よ
り
決
定
さ
れ

(

6

)

(

7

)

(

8

)

 

る
、
⑤
医
療
機
関
の
診
療
義
務
、
⑥
刑
事
責
任
と
の
関
係
な
ど
が
挙
げ
ら

れ
よ
う
。

と
こ
ろ
で
近
年
の
契
約
法
学
の
状
況
は
、
契
約
当
事
者
が
共
通
に
相
互

了
承
す
る
規
範
を
前
提
と
す
る
の
み
な
ら
ず
、
「
関
係
取
引
(
継
続
的
契

約
)
に
お
け
る
権
力
関
係
(
経
済
的
優
位
・
従
属
の
関
係
)
な
い
し
当
事

者
間
の
情
報
の
格
差
な
ど
に
留
意
し
て
状
況
適
合
的
に
契
約
規
制
を
考
え

(9) 

る
必
要
」
性
つ
ま
り
「
契
約
義
務
の
拡
大
」
の
潮
流
の
中
に
あ
る
。
し
か

し
、
最
近
「
契
約
自
由
の
原
則
へ
の
介
入
を
控
え
、
市
場
メ
カ
ニ
ズ
ム
を

機
能
さ
せ
る
た
め
の
規
制
に
限
定
す
る
」
い
わ
ゆ
る
「
規
制
緩
和
の
思
想
」

と
い
う
反
対
の
潮
流
も
受
け
て
お
り
、
現
状
は
い
わ
ば
「
渦
巻
き
状
態
」

(
山
山
)

と
し
て
理
解
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
こ
れ
と
の
関
連
で
診
療
契
約
関
係
に
お
け

る
い
わ
ゆ
る
「
応
招
義
務
」
論
は
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
た
ら
よ
い
の
か

を
本
稿
で
は
扱
う
わ
け
で
あ
る
。
応
招
義
務
を
契
約
強
制
と
い
う
側
面
か

ら
「
契
約
義
務
の
拡
大
」
現
象
の
一
環
と
捉
え
る
の
が
、
従
来
の
大
方
の

見
方
で
あ
っ
た
と
も
い
え
よ
う
。
し
か
し
他
方
で
医
療
契
約
に
お
け
る
私

的
自
治
や
対
価
的
バ
ラ
ン
ス
と
い
う
契
約
法
上
本
来
の
原
理
的
検
討
も
抜

き
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
さ
に
そ
の
こ
と
は
、
「
一
つ

の
場
面
に
お
い
て
も
異
な
る
原
理
的
要
請
が
『
差
延
』
的
に
相
魁
状
況
に

(
日
)

あ
る
こ
と
」
に
も
示
唆
を
与
え
る
で
あ
ろ
う
。

本
稿
で
は
診
療
義
務
を
め
ぐ
る
前
述
し
た
よ
う
な
諸
々
の
問
題
点
を
も

含
め
て
、
そ
の
今
目
的
意
義
に
つ
い
て
臨
床
家
と
し
て
の
実
務
上
の
私
見

も
交
え
て
再
検
討
し
て
み
た
い
。
診
療
義
務
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
問
題
は
、

行
政
法
・
刑
法
・
私
法
と
い
っ
た
法
制
度
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
分
別
し

た
法
的
効
果
が
期
待
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
義
務
が
課
さ
れ
て
い
る
医
師

に
と
っ
て
は
そ
れ
ぞ
れ
の
法
制
度
が
そ
の
枠
を
越
え
て
横
断
的
に
影
響
し

て
い
る
。
ま
た
、
諸
論
文
も
こ
の
影
響
を
受
け
て
か
必
ず
し
も
個
々
の
法

制
度
に
限
局
せ
ず
、
拡
張
的
傾
向
を
も
つ
も
の
が
特
に
医
事
法
学
の
分
野

(
は
)

で
は
多
く
み
ら
れ
る
。

し
た
が
っ
て
対
象
と
す
る
法
制
度
を
限
定
的
に
考
え
れ
ば
そ
れ
だ
け
精

綴
な
法
解
釈
論
が
可
能
で
あ
る
が
、
そ
の
一
方
で
、
副
作
用
と
し
て
理
論

が
実
務
と
希
離
し
机
上
の
空
論
と
化
す
る
虞
を
生
ず
る
こ
と
に
な
る
。
こ

れ
ら
の
弊
害
を
避
け
る
た
め
に
は
法
を
可
及
的
に
統
合
さ
せ
て
考
慮
す
る

こ
と
が
要
請
さ
れ
、
そ
の
た
め
の
方
法
論
は
従
来
の
議
論
の
ス
タ
イ
ル
と

(
日
)

は
や
や
異
な
る
も
の
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
ま
し
て
や
医
事
法
学
は
そ

の
特
色
と
し
て
法
学
の
中
で
も
応
用
法
学
に
位
置
づ
け
ら
れ
、
学
際
的
色

彩
の
強
い
領
域
で
あ
り
か
っ
そ
こ
で
は
複
雑
多
岐
に
法
領
域
が
交
錯
し
て

い
る
。
し
か
も
、
法
学
と
は
ま
っ
た
く
異
質
の
か
つ
独
立
性
の
強
い
医
学

側
の
事
情
を
も
考
慮
す
る
と
い
う
バ
ラ
ン
ス
感
覚
が
要
求
さ
れ
る
の
で
あ

北法52(4・134)1152 



診療契約強制(1忘招義務)の系譜的・機能的再検討

る
。
医
師
と
い
う
職
業
集
団
へ
の
法
の
作
用
に
は
、
そ
の
取
締
法
と
し
て

機
能
す
る
医
師
法
と
医
師
患
者
聞
の
相
反
利
益
の
解
決
道
具
と
し
て
の
民

法
と
で
は
、
法
の
効
果
が
異
な
る
の
で
こ
れ
を
実
務
上
の
視
点
を
交
え
て

科
学
的
に
評
価
・
考
察
す
る
こ
と
は
非
常
に
困
難
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
点
に
向
同
意
し
て
本
稿
は
、
そ
の
分
析
を
主
に
次
の
三
つ
の
点
か

ら
行
う
こ
と
と
し
た
。
第
一
に
診
療
義
務
の
沿
革
を
探
る
こ
と
に
よ
り
、

そ
の
規
定
の
立
法
趣
旨
と
そ
の
性
質
を
烏
搬
し
、
現
行
規
定
の
位
置
づ

け
・
評
価
を
行
う
。
第
二
に
診
療
義
務
違
反
の
判
例
か
ら
そ
の
法
理
を
検

討
す
る
。
最
後
に
学
説
の
検
討
と
し
て
①
現
在
の
診
療
義
務
規
定
の
法
解

釈
を
行
政
法
(
医
師
法
)
の
見
地
か
ら
行
い
、
行
政
罰
と
医
道
審
議
会
の

結
果
・
行
政
指
導
上
の
問
題
点
に
つ
い
て
触
れ
、
②
刑
法
上
の
問
題
に
も

わ
ず
か
で
は
あ
る
が
言
及
し
、
以
上
を
踏
ま
え
た
上
で
、
③
私
法
上
の
問

題
点
と
し
て
診
療
契
約
の
有
無
、
事
務
管
理
、
契
約
強
制
を
検
討
し
、
比

較
法
の
紹
介
も
お
こ
な
う
こ
と
と
す
る
。

以
下
で
は
診
療
義
務
に
関
す
る
問
題
点
を
で
き
る
だ
け
網
羅
的
に
取
り

上
げ
、
行
政
法
・
刑
法
・
私
法
の
横
断
的
見
地
か
ら
の
試
み
に
努
め
る
も

の
の
、
あ
く
ま
で
も
本
稿
は
試
行
錯
誤
の
段
階
を
超
越
す
る
も
の
で
な
い

こ
と
を
あ
ら
か
じ
め
に
断
っ
て
お
き
た
い
。

(
l
)
本
稿
で
は
特
に
断
り
の
な
い
場
合
に
は
、
医
師
法
と
歯
科
医
師

法
の
両
者
を
合
わ
せ
て
医
師
法
と
称
す
る
。

(2)
本
稿
で
は
特
に
断
り
の
な
い
場
合
に
は
、
医
師
と
歯
科
医
師
の

両
者
を
合
わ
せ
て
医
師
と
称
す
る
。
た
だ
し
、
医
師
の
診
療
義
務

内
容
と
歯
科
医
師
の
そ
れ
と
は
業
務
態
様
が
異
な
る
。
こ
の
点
に

つ
い
て
は

W
章
に
特
に
項
を
設
け
て
述
べ
る
。

(
3
)
現
行
法
規
の
表
記
か
ら
す
れ
ば
診
療
義
務
の
方
が
適
切
で
あ
る
。

し
か
し
、

E
章
に
述
べ
る
よ
う
に
本
法
規
は
か
つ
て
「
招
き
に
応

ぜ
ざ
る
者
」
と
表
記
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
慣
習
的
に
応
招
義
務

と
呼
ば
れ
る
こ
と
が
多
い
の
で
本
稿
で
は
両
者
を
区
別
せ
ず
に
用

い
て
い
る
。

(
4
)
診
療
義
務
の
沿
革
に
関
し
て
は
、
土
井
十
二
『
医
事
法
制
学
の

理
論
と
其
実
際
』
(
凡
進
社
、
一
九
三
四
年
)
一
八
二
頁
以
下
、

野
田
寛
「
医
事
法
(
上
)
』
(
青
林
書
院
、
一
九
七
四
年
)
一

O
九

頁
以
下
。

(
5
)
美
濃
部
達
士
口
「
行
政
上
よ
り
見
た
る
医
師
不
応
招
問
題
」
『
法
律

新
聞
』
一

O
四
七
号
(
一
九
一
五
年
)
六
i
七
頁
。

(
6
)
神
戸
地
判
平
成
四
年
六
月
三
O
日
/
判
タ
八
O
二
号
(
一
九

九
二
年
)
一
九
六
頁
、
判
時
一
四
五
八
号
(
一
九
九
三
年
)
一
一
一

七
百
円
、
判
例
地
方
自
治
一

O
一
号
(
一
九
九
二
年
)
五
九
頁
。

(7)
千
葉
地
判
昭
和
六
一
年
七
月
二
五
日
/
判
タ
六
一
一
一
四
号
(
一

九
八
七
年
)
一
九
六
頁
、
判
時
一
二
二
O
号
(
一
九
八
七
年
)
二

二
八
頁
。

北法52(4・135)1153 
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(8)
例
え
ば
、
中
森
喜
彦
「
医
師
の
診
療
引
受
義
務
違
反
と
刑
事
責

任
」
『
法
学
論
議
』
九
一
巻
一
号
(
一
九
七
二
年
)
一
頁
。

(
9
)
吉
田
邦
彦
『
民
法
解
釈
と
揺
れ
動
く
所
有
論
』
(
有
斐
閣
、
二
O

O
O
年
)
一

O
六
頁
。

(
凶
)
内
田
貴
『
契
約
の
時
代
』
(
岩
波
書
居
、
二
0
0
0
年
)

(
日
)
吉
田
・
前
掲
書
一
二
三
頁
。

(
ロ
)
野
田
・
前
掲
量
百
一

O
九
頁
以
下
。

(
日
)
植
木
哲
『
医
療
の
法
律
学
』
(
有
斐
閣
、

=一

ot貝。

頁

一
九
九
八
年
)
二
O
|

H 

診
療
義
務
の
法
制
度
沿
革

診
療
義
務
は
、
そ
の
根
拠
と
な
る
実
定
法
そ
の
も
の
が
変
化
し
て
い
く

と
い
う
特
徴
的
な
沿
革
を
も
っ
。
診
療
義
務
の
起
源
は
ま
ず
、
「
医
制
」

(
1
)
 

に
あ
る
と
さ
れ
、
つ
ぎ
に
は
、
旧
刑
法
の
違
刑
罪
の
中
に
定
め
ら
れ
、
そ

の
後
順
に
、
警
察
犯
処
罰
令
、
旧
医
師
法
施
行
規
則
、
国
民
医
療
法
へ
と

移
り
、
現
行
医
師
法
に
規
定
さ
れ
る
と
い
う
特
異
な
変
遷
を
経
て
い
る
。

以
下
で
は
こ
れ
ら
の
立
法
史
に
つ
い
て
成
立
順
に
そ
れ
ぞ
れ
の
実
定
法
上

の
根
拠
を
み
て
い
く
こ
と
と
し
よ
う
。

l
.
医
制

(2) 

診
療
義
務
が
、
わ
が
固
に
お
い
て
初
め
て
規
定
さ
れ
た
の
は
、
「
殴
国
制
」

(
明
治
七
(
一
八
七
四
)
年
八
月
一
八
日
丈
部
省
ヨ
リ
東
京
京
都
大
阪
三

(
3
)
 

府
へ
達
)
に
お
い
て
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
第
四
四
条
(
全
七

六
条
)
は
、

「
堅
師
行
状
正
シ
カ
ラ
ス
或
ハ
傾
惰
子
ン
テ
業
ヲ
怠
リ
危
急
ノ
用
ニ
達

セ
サ
ル
時
ハ
警
務
取
締
一
極
戸
長
ノ
詮
議
ヲ
以
テ
地
方
官
衛
生
局
ニ
届
ケ
欝

(
4
)
 

業
ヲ
禁
ジ
地
方
廃
ニ
テ
其
事
由
ヲ
報
告
ス
ヘ
シ
」

と
規
定
し
て
お
り
、
同
条
の
音
ω
味
は
医
師
が
業
務
を
お
ろ
そ
か
に
し
、

「
危
急
の
用
に
達
せ
な
い
時
に
制
裁
を
加
え
て
、
そ
の
応
招
の
義
務
を
認

(5) 

め
し
め
た
も
の
で
あ
る
」
と
解
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
そ
の
後
「
文
部
省
ヨ
リ
東
京
京
都
大
阪
三
府
へ
達
」
(
明
治

八
(
一
八
七
五
)
年
五
月
一
四
日
)
に
よ
り
改
正
が
な
さ
れ
た
が
、
そ
の

(6) 

全
五
五
条
に
は
同
旨
の
条
文
は
見
当
た
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
す
く
な
く

と
も
「
啓
制
」
に
お
い
て
は
、
本
条
文
の
規
定
は
約
八
か
月
間
だ
け
存
在

(7) 

し
た
も
の
と
い
う
し
か
な
い
。

2

旧
刑
法
{
違
警
罪
]

そ
の
後
、
明
治
一
五
(
一
八
八
二
)
年
に
旧
刑
法
(
明
治
一
=
一
(
一
八

(

8

)

(

9

)

 

八
O
)
年
太
政
官
布
告
第
三
六
号
)
が
施
行
さ
れ
、
そ
の
う
ち
違
警
罪
の

北法52(4・136)1154 



第
四
二
七
条
第
九
項
に

「
左
ノ
諸
件
ヲ
犯
シ
タ
ル
者
ハ
一
日
以
上
三
日
以
下
ノ
拘
留
ニ
処
シ
又

ハ
二
十
銭
以
上
一
円
二
十
銭
以
下
ノ
科
料
ニ
処
ス

九
墜
師
産
婆
事
故
ナ
ク
シ
テ
急
病
人
ノ
招
キ
ニ
懸
セ
サ
ル
者
」

と
い
う
処
罰
規
定
が
付
加
さ
れ
た
。
こ
こ
で
は
応
招
の
主
体
が
「
急
病

人
」
と
定
め
ら
れ
て
い
る
。

(ω) 

3
.
警
察
犯
処
罰
令

診療契約強制(応招義務)の系譜的-機能的再検討

旧
刑
法
が
改
正
さ
れ
る
に
あ
た
っ
て
違
警
罪
と
い
う
名
称
は
な
く
な
り
、

か
つ
現
行
刑
法
(
明
治
四
一
(
一
九
O
八
)
年
発
布
)
で
は
同
条
項
は
削

(
日
)

除
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
警
察
犯
処
罰
令
中
に
こ
の
趣
旨
を
追
加
す
る
こ
と

に
な
っ
た
。
つ
ま
り
、
警
察
犯
処
罰
令
第
三
条
第
七
号
に

「
開
業
ノ
医
師
産
婆
故
ナ
ク
病
者
又
ハ
妊
婦
産
婦
ノ
招
キ
ニ
応
セ
サ
ル

者
」
、
「
二
十
円
未
満
ノ
科
料
ニ
処
ス
」

と
規
定
さ
れ
た
。
こ
の
時
点
で
、
診
療
義
務
(
応
招
義
務
)
は
、
開
業

医
(
産
婆
)
に
限
局
さ
れ
「
応
招
」
の
主
体
は
「
病
者
又
ハ
妊
婦
産
婦
」

へ
と
拡
大
し
た
。
ま
た
「
病
者
」
に
関
し
て
は
、
病
者
以
外
で
あ
っ
て
も
、

診
療
を
必
要
と
す
る
と
判
断
し
た
者
か
ら
の
招
き
で
あ
る
限
り
、
「
病
者
」

(ロ)

の
意
思
に
関
わ
り
な
く
、
医
師
の
応
招
義
務
は
生
ず
る
と
美
濃
部
博
士
は

解
釈
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
本
条
文
の
「
開
業
ノ
医
師
」
の
中
に
「
歯
科
医
師
」
は
含

ま
れ
る
か
ど
う
か
と
い
う
疑
問
が
生
ず
る
。
と
い
う
の
も
明
治
=
一
九
(
一

九
O
六
)
年
に
歯
科
医
師
法
が
発
布
さ
れ
、
明
治
四
一
(
一
九
O
八
)
年

の
刑
法
施
行
時
に
は
医
師
と
歯
科
医
師
は
法
的
に
も
区
別
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
明
治
三
九
(
一
九
O
六
)
年
よ
り
以
前
は
、
制
度

的
に
「
医
師
」
の
中
に
「
歯
科
医
師
」
が
含
ま
れ
て
い
た
時
代
で
あ
る
か

ら
、
旧
刑
法
中
で
は
当
然
医
師
と
歯
科
医
師
の
区
別
を
せ
ず
両
者
を
含
め

て
単
に
「
医
師
」
と
表
記
し
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
区
別
が
な
さ

れ
る
よ
う
に
な
れ
ば
、
当
然
こ
れ
を
峻
別
す
べ
き
で
あ
ろ
う
が
刑
法
改
正

の
沿
革
上
そ
れ
が
な
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
ち
な
み
に
、
現
在
の

刑
法
第
一
三
四
条
に
お
い
て
も
そ
の
峻
別
は
な
さ
れ
て
い
な
い
と
思
わ
れ

(
日
)
る
。
さ
ら
に
後
述
す
る
旧
歯
科
医
師
法
施
行
規
則
に
、
旧
医
師
法
施
行
規

則
と
全
く
同
様
な
規
定
が
あ
る
こ
と
か
ら
も
、
こ
こ
で
は
罪
刑
法
定
主
義

の
問
題
は
あ
る
も
の
の
、
歯
科
医
師
を
も
含
ん
だ
意
味
で
の
医
師
と
解
す

(
U
)
 

べ
き
で
あ
ろ
う
。
な
お
現
行
刑
訴
法
第
一
四
九
条
(
業
務
上
秘
密
と
証
言

把
否
権
)
で
は
、
「
医
師
、
歯
科
医
師
、
助
産
婦
」
と
あ
り
、
医
師
と
歯

科
医
師
と
は
明
確
に
峻
別
さ
れ
て
い
る
。

北法52(4・137)1155 

4
.
医
師
法
(
歯
科
医
師
法
)
施
行
規
則
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警
察
犯
処
罰
令
に
診
療
義
務
の
規
定
を
設
け
る
こ
と
は
、
警
察
官
の
専

(
日
)

断
に
流
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
な
ど
の
理
由
に
よ
り
こ
の
義
務
は
大
正
八

(
一
九
一
九
)
年
の
旧
医
師
法
施
行
規
則
の
第
九
条
第
二
項
、
旧
歯
科
医

(
凶
)

締
法
施
行
規
則
第
八
条
第
二
項
に
挿
入
さ
れ
た
。

つ
ま
り
、

「
開
業
ノ
(
歯
科
)
医
師
ハ
診
察
治
療
ノ
需
ア
ル
場
合
ニ
於
テ
正
当
ノ

事
由
ナ
ク
シ
テ
之
ヲ
拒
ム
コ
ト
ヲ
得
ズ
」

と
し
、
か
っ
罰
則
は
旧
医
師
法
施
行
規
則
第
二
ハ
条
、
旧
歯
科
医
師
法

施
行
規
則
第
一
五
条
に
そ
れ
ぞ
れ
「
二
十
五
円
以
下
ノ
罰
金
ニ
処
ス
」
と

(
げ
)

定
め
ら
れ
た
。
本
規
則
で
は
応
招
義
務
の
客
体
は
、
そ
れ
ま
で
の
「
病
者

又
ハ
妊
婦
産
婦
ノ
招
キ
ニ
応
セ
サ
ル
者
」
か
ら
「
診
察
治
療
ノ
需
ア
ル
場

(
ゆ
)

合
」
に
拡
大
さ
れ
、
制
裁
も
罰
金
刑
に
引
き
上
げ
ら
れ
た
。

他
方
で
、
産
婆
に
関
し
て
は
、
警
察
犯
処
罰
令
は
大
正
八
(
一
九
一
九
)

年
内
務
省
令
第
一
七
号
を
以
っ
て
改
正
さ
れ
た
が
そ
の
ま
ま
の
形
で
応
招

義
務
が
残
さ
れ
た
、
す
な
わ
ち
「
開
業
ノ
産
婆
故
ナ
ク
妊
婦
産
婦
ノ
招
キ

(
的
)

ニ
応
セ
サ
ル
者
」
と
い
う
規
定
が
残
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

(
初
)

5
.
国
民
医
療
法

昭
和
一
三
(
一
九
三
八
)
年
に
は
「
国
家
総
動
員
法
」
も
制
定
さ
れ
戦

時
体
制
は
着
々
と
強
化
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
情
勢
下
に
あ
っ
て
国
民
の

保
健
衛
生
の
向
上
は
戦
争
遂
行
と
い
う
目
的
の
た
め
に
、
不
可
欠
な
も
の

と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
、
時
代
の
要
請
を
受
け
同
年
厚
生
省
が

新
設
さ
れ
、
衛
生
行
政
は
内
務
省
衛
生
局
か
ら
厚
生
省
に
移
管
さ
れ
た
。

社
会
保
険
に
よ
る
医
療
給
付
も
既
に
制
度
化
さ
れ
、
健
康
保
険
法
は
昭
和

二
(
一
九
二
七
)
年
か
ら
、
国
民
健
康
保
険
法
は
昭
和
一
一
一
一
(
一
九
三
人
)

年
か
ら
実
施
さ
れ
た
。
同
法
は
昭
和
五
(
一
九
三

O
)
年
以
降
の
農
村
恐

慌
に
よ
る
保
健
問
題
、
特
に
医
療
費
負
担
難
の
解
決
を
図
る
も
の
で
あ
り
、

同
時
に
兵
力
の
源
泉
で
あ
る
農
村
の
保
健
対
策
は
戦
力
増
強
と
い
う
点
か

ら
も
重
要
な
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。

こ
の
よ
う
な
時
代
を
背
景
に
医
療
の
普
及
は
進
み
、
医
学
の
発
展
も
ま

た
著
し
い
も
の
が
あ
っ
た
。
そ
の
一
方
で
、
医
療
制
度
は
、
明
治
初
期
に

創
生
さ
れ
て
以
来
、
幾
分
の
修
正
は
経
た
も
の
の
、
社
会
情
勢
の
変
化
・

時
勢
の
推
移
に
立
ち
遅
れ
た
感
は
否
め
ず
、
根
本
的
な
医
薬
制
度
の
改
革

の
必
要
性
が
生
じ
て
い
た
。
ま
た
、
戦
時
下
に
あ
る
健
民
健
兵
と
い
う
政

策
の
拡
充
を
も
企
図
し
、
国
民
医
療
法
(
昭
和
一
七
(
一
九
四
二
)
年
二

月
二
五
日
法
律
第
七
O
号
)
が
誕
生
し
た
。
そ
の
具
体
的
内
容
は
①
医
師
・

歯
科
医
師
が
国
民
体
力
の
向
上
に
寄
与
す
べ
き
国
家
的
使
命
を
負
う
て
い

る
こ
と
、
②
医
療
機
関
の
偏
在
を
是
正
す
る
た
め
に
こ
れ
を
許
可
制
と
す

る
こ
と
、
③
医
療
業
務
に
関
す
る
厚
生
大
臣
の
指
示
権
を
強
め
、
④
医
療

北法52(4・138)1156 
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費
の
是
正
を
図
り
、
⑤
医
師
会
、
歯
科
医
師
会
を
改
組
し
「
国
民
体
力
の

向
上
に
関
す
る
国
策
に
即
応
し
医
療
の
普
及
を
図
る
」
こ
と
を
目
的
と
し

た
日
本
医
療
団
の
新
設
な
ど
で
あ
っ
た
。

診
療
義
務
は
医
師
法
施
行
規
則
、
歯
科
医
師
法
施
行
規
則
に
定
め
ら
れ

て
い
た
も
の
が
、
法
律
で
規
定
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
そ

の
第
九
条
第
一
項
に

「
診
療
ニ
従
事
ス
ル
医
師
又
ハ
歯
科
医
師
ハ
診
療
治
療
ノ
需
ア
ル
場
合

ニ
於
テ
正
当
ノ
事
由
ナ
ク
シ
テ
之
ヲ
拒
ム
コ
ト
ヲ
得
ズ
」

と
以
前
ま
で
の
「
開
業
の
医
師
・
歯
科
医
師
」
か
ら
「
診
療
に
従
事
す

る
医
師
・
歯
科
医
師
」
へ
と
拡
大
的
に
修
正
さ
れ
た
。
ま
た
大
正
八
年
(
一

九
一
九
)
年
の
前
述
規
則
で
拡
充
さ
れ
た
「
診
療
治
療
ノ
需
ア
ル
場
合
」

と
い
う
字
句
は
、
踏
襲
さ
れ
て
い
る
。
な
お
同
項
違
反
の
サ
ン
ク
シ
ヨ
ン

は
、
同
法
第
七
六
条
「
五
百
円
以
下
ノ
罰
金
又
ハ
科
科
ニ
処
ス
」
と
さ
れ

て
い
る
。

6
.
現
行
医
師
法
・
歯
科
医
師
法

終
戦
を
機
に
国
民
医
療
法
の
見
直
し
が
始
ま
り
、
昭
和
二
三
(
一
九
四

七
)
年
医
師
法
(
同
年
七
月
二
一

O
日
法
律
第
二

O
一
三
万
)
、
歯
科
医
師
法

(
法
律
第
二

O
二
号
)
が
制
定
さ
れ
た
。
そ
の
結
果
、
医
師
法
、
歯
科
医

師
法
第
一
九
条
第
一
項
は
応
招
義
務
に
関
し
て
次
の
よ
う
に
定
め
た
。

「
診
療
に
従
事
す
る
医
師
は
、
診
察
治
療
の
求
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、

正
当
な
事
由
が
な
け
れ
ば
、
こ
れ
を
拒
ん
で
は
な
ら
な
い
」

医
師
法
・
歯
科
医
師
法
の
基
本
的
考
え
方
は
、
統
制
時
代
の
立
法
で

あ
っ
た
国
民
医
療
法
と
異
な
り
、
「
一
方
に
お
い
て
、
医
療
を
与
え
る
立

場
に
あ
る
医
師
、
歯
科
医
師
の
資
質
を
で
き
る
だ
け
高
い
水
準
に
置
く
と

と
も
に
、
他
面
、
一
度
資
格
を
与
え
た
以
上
は
、
そ
の
者
の
良
識
を
信
頼

し
、
で
き
る
だ
け
自
由
に
そ
の
技
能
を
発
揮
せ
し
め
、
両
々
相
ま
っ
て
国

民
に
適
正
な
医
療
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
し
よ
う
と
い
う
に
あ

(
幻
)

る」
o

し
た
が
っ
て
「
法
制
定
に
当
た
っ
て
は
本
条
の
ご
と
き
規
定
は
法

律
を
も
っ
て
強
制
す
べ
き
も
の
で
は
な
く
、
す
べ
か
ら
く
医
師
の
自
覚
に

(
辺
)

ま
つ
べ
き
も
の
で
あ
る
と
の
意
見
も
あ
っ
た
」
と
い
う
。

し
か
し
、
そ
の
一
方
で
、
「
医
業
、
歯
科
医
業
は
、
人
の
生
命
身
体
に

関
す
る
問
題
で
も
あ
る
の
で
、
国
家
と
し
て
も
無
関
心
で
は
あ
り
え
ず
、

(
幻
)

国
民
保
健
の
確
保
の
見
地
か
ら
、
最
小
限
度
の
規
制
を
行
う
」
必
要
も
否

め
な
い
。
つ
ま
り
、
医
師
の
職
務
の
公
共
性
よ
り
み
て
診
療
義
務
は
特
に

強
調
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
し
て
法
律
上
の
義
務
と
し
て
規
定
さ
れ
た
。

そ
の
上
で
、
前
述
し
た
よ
う
な
本
来
「
法
律
を
も
っ
て
強
制
す
べ
き
も

の
で
は
」
な
い
点
も
配
慮
し
、
こ
の
違
反
に
対
す
る
罰
則
は
削
除
さ
れ
、

そ
の
義
務
は
医
師
の
良
心
に
任
せ
ら
れ
た
。
但
し
、
以
上
の
よ
う
な
立
法

北法52(4・139)1157 
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の
経
緯
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
医
師
が
本
条
の
義
務
違
反
を
行
っ
た
場
合
は
、

(
初
)

医
師
法
第
七
条
(
免
許
の
取
消
し
等
)
第
二
項
に
い
う
「
医
師
と
し
て
の

品
位
を
損
す
る
よ
う
な
行
為
の
あ
っ
た
と
き
」
に
当
た
る
か
ら
、
当
該
医

師
が
義
務
違
反
を
反
復
す
る
よ
う
な
場
合
に
は
同
条
の
規
定
に
よ
り
医
師

免
許
の
取
、
消
し
又
は
停
止
を
命
ず
る
こ
と
も
あ
り
得
る
(
昭
三
0
・
八
・

一
一
一
医
収
第
七
五
五
号
、
医
務
課
長
回
答
)
と
厚
生
省
は
解
釈
し
て
い
る
。

(
お
)

7
.
若
干
の
検
討

(
1
)
診
療
義
務
の
起
源
が
明
治
七
(
一
八
七
四
)
年
の
「
墜
制
」
に

端
を
発
す
る
と
す
れ
ば
、
そ
こ
で
の
立
法
趣
旨
は
医
制
第
一
条
の
「
全
園

ノ
欝
制
ハ
之
ヲ
文
部
省
ニ
統
フ
」
お
よ
び
同
第
二
条
の
「
欝
制
ハ
即
人
民

ノ
健
康
ヲ
保
護
シ
疾
病
ヲ
療
治
シ
及
ピ
其
皐
ヲ
興
隆
ス
ル
所
以
ノ
事
務
ト

ス
ル
」
と
い
え
よ
う
。
そ
れ
は
、
法
令
と
い
う
よ
り
は
衛
生
行
政
の
方
針

を
示
し
た
訓
令
的
色
彩
を
帯
び
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
。
フ
ラ
ン
を
達
成
す

る
た
め
に
医
師
育
成
に
関
す
る
制
度
を
も
そ
の
対
象
と
し
て
い
た
。
と
こ

ろ
が
、
明
治
八
(
一
八
七
五
)
年
五
月
一
四
日
の
「
墜
制
」
の
改
正
に
お

い
て
、
第
二
条
の
後
半
部
分
「
其
皐
ヲ
興
隆
ス
ル
所
」
が
削
除
さ
れ
、
「
馨

制
」
は
衛
生
行
政
的
色
彩
を
強
め
て
き
て
い
る
。
ま
た
同
年
六
月
二
八
日

に
は
衛
生
行
政
事
務
は
、
文
部
省
か
ら
内
務
省
に
移
管
さ
れ
、
警
察
行
政

の
一
環
と
な
る
。
こ
の
よ
う
な
事
情
を
鑑
み
る
と
「
墜
制
」
第
四
四
条
は
、

診
療
義
務
を
定
め
て
い
る
と
い
う
よ
り
も
「
医
業
禁
止
」
に
そ
の
主
目
的

が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
医
師
に
対
す
る
国
家
的
統
制
(
行

政
処
分
)
を
明
記
す
る
と
い
う
意
義
を
も
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
条
文

中
の
「
傾
惰
ニ
シ
テ
業
ヲ
怠
リ
危
急
ノ
用
ニ
達
セ
サ
ル
時
」
に
は
、
診
療

の
求
め
に
応
じ
な
い
と
い
う
限
定
条
件
が
明
記
さ
れ
て
い
な
い
の
で
医
師

の
一
般
的
な
心
構
え
を
倫
理
綱
領
的
立
場
で
述
べ
た
も
の
と
解
釈
で
き
る
。

さ
ら
に
、
医
師
に
対
す
る
行
政
処
分
法
規
の
資
料
と
し
て
は
「
啓
師
犯

罪
若
シ
ク
ハ
不
正
ノ
行
為
ア
ル
ト
キ
慮
分
方
」
(
布
告
明
治
一
五
(
一
八

八
二
)
年
八
月
一
一
日
太
政
大
臣
三
条
賓
美
署
内
務
卿
山
田
額
義
署
第

(
お
)

三
九
号
)
が
存
在
す
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
医
業
に
関
す
る
不
正
の
行
為

と
は
、
法
律
に
準
拠
し
て
処
罰
す
べ
き
事
項
で
な
く
と
も
医
師
と
し
て
医

業
上
の
「
不
感
為
」
の
行
為
を
い
う
。
「
不
感
為
」
と
は
条
理
上
行
っ
て

(
幻
)

は
な
ら
な
い
不
文
律
の
禁
止
で
人
倫
道
義
に
反
す
る
行
為
を
い
う
。
そ
の

具
体
例
と
し
て
、
伝
染
病
、
急
病
の
患
者
に
不
当
に
高
額
な
診
察
料
を
要

求
し
て
診
療
を
拒
む
こ
と
、
病
気
で
も
な
い
の
に
薬
を
売
り
つ
け
た
り
、

治
療
費
目
的
の
た
め
に
不
当
な
治
療
を
行
う
こ
と
、
酒
色
に
惑
溺
し
素
行

が
修
ま
ら
ず
医
業
を
適
切
に
行
え
な
い
こ
と
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
具
体
例
は
ま
さ
に
「
警
師
行
状
正
シ
カ
ラ
ス
或
ハ
傾
惰
ニ
シ
テ
業
ヲ

怠
リ
」
に
相
当
す
る
。
こ
れ
ら
の
行
為
が
あ
っ
た
場
合
に
そ
れ
を
不
正
行

北法52(4・140)1158 
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為
と
し
、
医
業
の
禁
止
と
い
っ
た
行
政
処
分
を
行
う
と
い
う
意
味
で
は
、

本
布
告
は
「
墜
制
」
第
四
四
条
と
性
格
を
同
じ
く
す
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

ち
な
み
に
現
行
医
師
法
で
は
第
七
条
第
二
項
に
同
様
な
規
定
が
置
か
れ
て

い
る
。
そ
う
い
っ
た
観
点
か
ら
は
従
来
、
医
師
法
第
一
九
条
第
一
項
の
起

源
と
し
て
考
え
ら
れ
て
き
た
「
墜
制
」
第
四
四
条
は
、
現
行
医
師
法
第
七

条
第
二
項
の
起
源
で
あ
る
と
も
い
え
よ
う
。

以
上
か
ら
、
「
欝
制
」
が
診
療
義
務
の
起
源
と
な
る
か
否
か
の
即
断
は

で
き
な
い
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
同
法
制
の
か
か
る
性
格
に
は
注
意
を
要

す
る
で
あ
ろ
う
。

(
2
)
診
療
義
務
を
規
定
し
て
い
る
そ
の
後
の
法
規
は
調
べ
た
限
り
で

は
存
在
し
な
い
が
、
一
転
し
て
完
全
な
取
締
法
規
と
し
て
明
治
一
五
(
一

(
お
)

八
八
二
)
年
の
旧
刑
法
第
四
編
違
警
罪
の
中
に
突
然
新
た
な
規
定
が
定
め

ら
れ
る
。
私
見
で
は
①
条
文
の
表
記
内
容
の
類
似
性
②
そ
の
連
続
性
(
但

し
法
制
度
自
体
は
変
化
)
③
条
文
か
ら
帰
結
さ
れ
う
る
そ
の
趣
旨
の
同
一

性
か
ら
、
現
行
診
療
義
務
の
起
源
は
こ
の
旧
刑
法
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

(
m
m
)
 

旧
刑
法
に
は
当
時
、
頻
繁
に
流
行
し
た
コ
レ
ラ
を
主
と
し
た
伝
染
病
の
予

防
と
い
う
具
体
的
衛
生
警
察
上
の
政
策
的
目
的
遂
行
と
い
う
国
家
的
要
請

が
そ
の
制
度
設
定
の
背
景
に
あ
っ
た
も
の
と
推
測
で
き
る
。
も
ち
ろ
ん
そ

の
他
に
付
随
的
に
、
国
家
権
力
に
お
け
る
貧
困
者
の
医
療
へ
の
ア
ク
セ
ス

の
保
障
も
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
同
法
は
あ
く
ま
で
も
警
察
法
上
の
規

制
で
あ
っ
た
。

違
警
罪
は
そ
の
対
象
が
全
体
と
し
て
大
き
く

7
公
」
と
「
私
」
に
分
け

ら
れ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
こ
れ
を
成
文
化
す
る
と
き
に
刑
罰
の
重
さ
で
条

文
を
類
型
化
し
た
の
で
、
個
別
の
条
文
が
「
公
」
に
対
す
る
も
の
か
「
私
」

に
対
す
る
も
の
か
判
別
で
き
な
い
状
態
で
成
文
化
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で

あ
る
。
こ
れ
を
草
案
し
た
ボ
ワ
ソ
ナ
l
ド
は
公
と
私
を
ど
の
よ
う
に
分
類

し
て
い
た
か
を
調
べ
て
み
る
と
、
「
第
一
章
は
『
八
ム
益
ニ
対
ス
ル
」
違
警

罪
を
規
定
し
、
第
二
章
は
『
各
個
人
ニ
対
ス
ル
』
違
警
罪
を
規
定
し
た
」

(
ぬ
)

と
し
て
い
る
。
診
療
義
務
は
第
二
章
の
第
一
節
の
人
身
に
対
す
る
違
警
罪

の
中
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

第
四
百
八
十
八
条

左
ノ
所
見
ヲ
犯
シ
タ
ル
者
ハ
一
日
以
上
三
日
以
下

ノ
拘
留
ニ
処
シ
一
円
以
上
一
円
九
拾
五
銭
以
下
ノ
科
料
ヲ
付
加
ス
又
ハ
単

ニ
拘
留
若
シ
ク
ハ
科
料
ノ
ミ
ニ
処
ス

第
四
項
医
師
、
外
科
医
、
産
婆
、
正
当
ノ
事
故
無
ク
シ
テ
重
症
急
病

ノ
場
合
ニ
人
ノ
招
キ
ニ
応
セ
サ
ル
者
、

で
あ
る
。

北法52(4・141)1159 

つ
ま
り
、
ボ
ワ
ソ
ナ
l
ド
の
い
う
診
療
義
務
は
、
「
公
益
」
に
対
し
て

(
剖
)

で
は
な
く
「
各
個
人
の
人
身
」
に
対
す
る
義
務
だ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
同

条
の
説
明
と
し
て
ボ
ワ
ソ
ナ
!
ド
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
本
条

/
場
合
ハ
只
タ
一
個
人
ノ
利
益
ニ
関
セ
リ
而
テ
彼
ノ
第
二
百
十
二
係
ニ
於



研究ノート

テ
伝
染
病
或
ハ
獣
類
伝
染
病
流
行
ノ
際
ニ
蛍
リ
医
師
或
ハ
獣
医
ノ
其
術
ヲ

施
ス
ヲ
肯
セ
サ
ル
者
ヲ
罰
ス
ル
ハ
社
会
全
般
ノ
利
害
ニ
関
ス
ル
ヲ
以
テ
ナ

リ
然
リ
而
シ
テ
今
マ
一
個
人
ノ
利
害
ヲ
以
テ
社
会
全
般
ノ
利
害
ト
問
視
シ

(
日
記
)

殊
ニ
均
シ
ク
之
ヲ
罰
ス
ル
ハ
蓋
シ
伊
太
利
法
律
草
案
ニ
依
レ
ル
者
ナ
リ
。
」

し
た
が
っ
て
ボ
ワ
ソ
ナ
l
ド
は
診
療
義
務
を
個
人
の
利
益
の
み
な
ら
ず
同

時
に
社
会
の
利
益
に
も
関
係
す
る
義
務
と
み
な
し
て
い
る
。
で
は
こ
の
よ

う
な
個
人
の
利
益
が
、
社
会
の
そ
れ
と
同
価
値
に
な
る
場
合
と
は
い
か
な

る
と
き
で
あ
ろ
う
か
。
個
人
に
対
す
る
不
安
や
恐
怖
を
取
り
除
く
こ
と
は
、

安
全
な
生
活
を
営
む
上
で
そ
の
個
人
が
属
す
る
社
会
の
利
益
で
あ
る
と

い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
「
各
個
人
の
人
身
」
に
対
す
る
危
険
を
自
ら
防

御
し
、
除
去
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
し
、
ま
た
個
人
は
そ
う
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
重
病
急
病
の
場
合
は
自
ら
こ
れ
を
除
く
こ
と
が

(
お
)

通
常
は
困
難
で
あ
る
。
か
か
る
場
合
は
、
疾
病
や
外
傷
を
治
療
す
る
こ
と

が
業
務
で
あ
る
医
師
に
頼
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
医

師
に
診
療
義
務
を
課
す
こ
と
に
よ
り
、
生
命
の
安
全
を
法
的
に
担
保
す
る

こ
と
は
社
会
の
利
益
と
価
値
を
同
じ
く
す
る
と
評
価
し
て
よ
い
こ
と
に
な

る
。
つ
ま
り
診
療
義
務
は
、
重
病
急
病
時
の
個
人
に
対
す
る
救
急
救
命
処

置
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
法
規
の
基
礎
と
な
っ
て
い
る
価
値
観
に

は
道
徳
倫
理
的
な
色
彩
も
み
て
と
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
違
警
罪
に
は
社
会

生
活
上
の
道
徳
的
な
規
定
を
含
む
の
で
、
か
つ
て
儒
教
的
な
道
徳
観
を
内

包
す
る
「
東
洋
的
教
令
」
の
存
在
と
い
う
よ
う
な
解
釈
も
出
て
き
た
の
で

(
加
)

あ
ろ
う
。
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や
が
て
、
診
療
義
務
は
刑
法
改
正
に
伴
い
、
警
察
犯
処
罰
令
に
移
行
す

る
が
、
そ
の
前
身
で
あ
る
違
警
罪
が
訴
訟
法
制
度
と
し
て
、
「
違
警
罪
即

(

お

)

(

お

)

決
例
」
の
下
に
警
察
の
恋
意
的
運
用
が
な
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ

え
警
察
力
が
最
大
限
に
発
揮
さ
れ
、
医
師
受
難
の
時
代
と
な
っ
た
の
で
あ

ろ
う
し
、
診
療
義
務
は
医
師
に
と
っ
て
一
種
の
ト
ラ
ウ
マ
と
さ
え
な
っ
た

の
で
は
な
か
ろ
、
っ
か
。

(
3
)
そ
の
後
、
診
療
義
務
は
医
師
法
施
行
規
則
の
中
に
こ
れ
を
移
入

さ
れ
、
容
易
に
診
療
義
務
違
反
が
問
わ
れ
る
こ
と
は
な
く
な
っ
た
の
で
あ

ろ
う
が
、
国
家
が
軍
国
主
義
へ
と
進
む
に
連
れ
て
医
師
法
自
体
が
国
民
医

療
法
へ
と
総
体
化
し
、
そ
の
要
請
(
健
民
健
兵
、
結
核
の
予
防
)
を
も
受

け
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
戦
争
遂
行
と
い
う
目
的
達
成

の
た
め
に
診
療
義
務
の
目
的
自
体
が
変
化
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
、
す
く
な
く
と
も
こ
の
時
点
で
も
、
診
療
義
務
は
警
察
法
上
の
規

定
と
い
う
性
格
を
持
っ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
そ
の
中
心
的
な

目
的
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
生
命
に
対
す
る
危
機
か
ら
の
救
助
と
い
え
る
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
診
療
義
務
の
目
的
と
し
て
は
救
急
救
命
義
務
の
要

請
が
も
っ
と
も
高
か
っ
た
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
同
時
に
救

貧
的
行
為
や
衛
生
予
防
行
政
の
要
請
も
全
く
な
く
な
っ
た
わ
け
で
は
な
い



こ
と
は
一
言
を
倹
た
な
い
。

(
4
)
こ
の
よ
う
な
経
緯
を
た
ど
っ
た
後
、
新
憲
法
の
下
で
の
医
師
法

の
診
療
義
務
の
立
法
趣
旨
は
、
従
来
と
は
大
き
く
変
化
し
た
。
す
な
わ
ち

国
民
主
権
と
し
て
の
憲
法
第
一
一
二
条
、
第
二
五
条
の
具
現
化
を
図
る
目
的

と
し
て
の
役
割
が
、
そ
こ
で
は
期
待
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
医
師
法
第
一
九
条
第
一
項
の
趣
旨
は
、
従
来
の
沿
革
的
な
も
の
と
は
性

格
が
変
化
し
て
、
民
主
国
家
の
憲
法
上
の
要
請
か
ら
来
て
い
る
と
の
解
釈

も
ま
た
成
り
立
ち
え
よ
う
。

診療契約強制(応招義務)の系譜的・機能的再検討

(
幻
)

一
方
、
現
行
憲
法
上
の
要
請
を
受
け
て
い
る
と
す
れ
ば
、
従
来
は
公
法

・
私
法
二
元
論
か
ら
、
公
的
規
定
で
あ
る
医
師
法
第
一
九
条
第
一
項
に
よ

る
診
療
義
務
は
私
法
上
で
は
国
民
の
反
射
的
利
益
と
さ
れ
て
い
た
の
で
、
(
お
)

患
者
は
医
師
に
対
し
て
直
接
の
契
約
の
強
制
力
を
有
し
て
い
な
か
っ
た
の

で
あ
る
が
、
公
法
の
私
法
へ
の
積
極
的
援
用
へ
と
法
の
運
用
が
変
化
し
つ

(
ぬ
)

つ
あ
る
最
近
の
判
例
の
傾
向
に
よ
れ
ば
、
診
療
義
務
の
趣
旨
を
民
事
的
紛

争
に
も
間
接
的
に
生
か
し
う
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
か
し
公
法
の
性
質
上
、

そ
れ
は
限
定
的
に
運
用
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。
し
た
が
っ
て
、

現
段
階
で
は
限
定
さ
れ
た
要
件
の
枠
内
で
診
療
義
務
の
具
体
化
と
し
て
、

救
急
救
命
義
務
は
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
。

と
こ
ろ
で
現
行
医
師
法
に
組
み
込
ま
れ
た
診
療
義
務
に
は
、
そ
の
違
反

に
罰
則
は
定
め
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
点
は
従
来
の
応
招
義
務

規
定
が
特
別
刑
法
で
あ
っ
た
点
か
ら
す
れ
ば
、
特
筆
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。

な
ぜ
な
ら
ば
「
当
該
法
令
中
の
『
犯
罪
と
刑
罰
に
つ
き
規
定
し
た
』
部
分

(
品
開
)

だ
け
を
特
別
刑
法
と
呼
ぶ
」
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
以
外
は
特
別
刑
法
で
は

な
い
。
つ
ま
り
、
医
師
法
第
一
九
条
第
一
項
に
関
し
て
は
そ
の
沿
革
上
、

刑
法
(
一
八
八
二
年
i
一
九
一
九
年
)
、
特
別
刑
法
(
一
九
一
九
年
1

一

九
四
七
年
)
と
位
置
付
け
ら
れ
て
い
た
も
の
が
、
現
行
医
師
法
(
一
九
四

七
年
)
以
降
は
特
別
刑
法
で
は
な
く
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か

も
、
そ
の
沿
革
を
考
え
れ
ば
、
第
一
九
条
第
一
項
は
そ
の
運
用
に
当
た
っ

て
は
、
罪
刑
法
定
主
義
の
立
場
か
ら
こ
れ
を
拡
大
的
に
解
釈
し
た
り
、
こ

れ
か
ら
罰
則
を
強
化
す
る
よ
う
な
解
釈
を
導
い
た
り
す
べ
き
で
は
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
そ
の
字
句
を
素
直
に
解
釈
し
て
、
医
師
に
対
す
る
(
道
徳

的
・
法
的
)
訓
示
規
定
と
す
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。

加
え
て
さ
ら
に
詳
細
に
検
討
す
る
と
、
医
師
法
第
一
九
条
第
一
項
が
道

徳
的
規
定
な
の
か
、
法
的
そ
れ
な
の
か
あ
る
い
は
そ
の
両
方
か
と
い
う
疑

問
が
あ
る
。
診
療
義
務
が
医
師
本
来
の
職
業
倫
理
の
単
な
る
法
的
訓
示
規

(
H
U
)
 

定
と
い
う
見
解
に
よ
る
と
、
「
医
師
法
が
診
療
義
務
違
反
を
不
処
罰
と
す

る
の
は
、
診
療
義
務
が
医
倫
理
上
の
義
務
と
法
的
義
務
の
中
間
に
位
置
す

(
必
)

る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
」
つ
ま
り
、
職
業
倫
理
上
の
法
的
規
定

は
倫
理
と
法
の
中
間
に
位
置
す
る
こ
と
に
な
る
。
も
ち
ろ
ん
倫
理
と
道
徳

(
必
)

と
は
一
応
区
別
す
べ
き
で
あ
る
が
、
実
質
面
に
お
け
る
倫
理
の
問
題
と
こ
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れ
を
客
観
面
で
捉
え
る
道
徳
の
問
題
を
臨
床
実
務
を
行
う
上
で
の
医
倫
理

を
考
え
る
上
で
峻
別
す
る
意
味
が
あ
る
と
は
思
え
な
い
。
「
法
と
道
徳
」

の
テ

l
マ
で
も
道
徳
と
倫
理
を
明
確
な
区
別
を
し
て
い
な
い
場
合
も
あ
る

(ω) 
の
で
こ
こ
で
は
こ
れ
以
上
こ
の
問
題
に
は
深
く
立
ち
入
ら
ず
、
ほ
ぼ
同
様

な
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
と
考
え
る
と
し
よ
う
。
ま
た
法
は
道
徳
に
含
ま

(
必
)

れ
る
と
す
る
と
、
第
一
九
条
第
一
項
の
射
程
は
法
と
道
徳
の
共
通
範
囲
部

分

(A)
と
な
る
。
そ
の
他
の
法
を
含
ま
な
い
道
徳
の
部
分

(B)
と
し

て
は
、
た
と
え
ば
、
求
め
が
な
い
場
合
で
も
自
発
的
に
診
察
治
療
を
お
こ

な
う
、
保
健
指
導
の
求
め
に
応
ず
る
、
免
許
停
止
中
の
医
師
が
診
察
治
療

の
求
め
に
応
ず
る
等
の
例
が
考
え
ら
れ
る
。
次
に
診
療
義
務
違
反
が
肯
定

さ
れ
る
の
は
、
診
療
拒
否
に
正
当
事
由
が
存
在
し
な
い
と
き
で
あ
り
、
正

当
事
由
の
判
断
は
「
社
会
通
念
上
健
全
と
認
め
ら
れ
る
道
徳
的
判
断
」
に

(
必
)

よ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。

(
A
)
に
対
す
る
道
徳
的
判
断
と

(B)
に
対

す
る
道
徳
的
判
断
の
区
別
は
、
事
実
上
困
難
で
あ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
広
義

の
道
徳

(
A
+
B
)
と
狭
義
の
道
徳

(B)
の
い
ず
れ
も
同
じ
基
準
で
こ

れ
を
判
断
す
る
こ
と
に
な
り
、
結
果
的
に
違
法
性
を
道
徳
で
判
断
す
る
こ

と
に
な
る
。
こ
れ
で
は
道
徳
の
強
制
と
な
っ
て
し
ま
う
。
も
っ
と
も
道
徳

を
間
接
的
に
強
制
す
る
こ
と
も
ま
た
法
の
任
務
で
あ
る
と
リ

l
ガ
ル
・
モ

(
灯
)

ラ
リ
ズ
ム
か
ら
の
反
論
が
予
想
さ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
結
論
が

導
き
出
さ
れ
る
の
は
、

(
A
)
の
部
分
、
す
な
わ
ち
法
と
道
徳
の
共
通
部

分
に
の
み
に
関
し
て
で
あ
り
、
も
し
、
こ
の
部
分
か
ら
法
の
要
素
を
抜
き

去
る
と
す
れ
ば
つ
ま
り
す
べ
て
道
徳
規
定
と
す
れ
ば
、
す
く
な
く
と
も
正

当
事
由
の
判
断
に
関
し
て
は
「
社
会
通
念
上
健
全
と
認
め
ら
れ
る
道
徳
的

判
断
L

と
し
て
整
合
す
る
こ
と
と
な
る
。
し
か
し
、
そ
う
す
る
と
法
的
判

断
の
根
拠
が
道
徳
と
な
り
、
結
果
的
に
医
師
に
過
大
な
義
務
を
課
す
こ
と

に
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
法
と
道
徳
が
分
離
し
て
い
な
い
好
例
で
あ

(
必
)

ろ
う
。
以
上
を
考
慮
す
る
と
、
本
条
文
が
道
徳
的
訓
示
規
定
か
、
そ
れ
に

並
立
し
て
法
的
規
定
も
本
質
的
に
あ
る
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
さ
ら

に
検
討
の
余
地
が
あ
ろ
う
。

(
5
)
最
後
に
、
医
師
法
第
一
九
条
第
一
項
の
意
義
と
し
て
は
、
以
下

の
よ
う
な
指
摘
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
わ
が
国
に
お
け
る
医
療
サ
ー
ビ

ス
へ
の
ア
ク
セ
ス
は
他
国
に
類
を
見
な
い
ほ
ど
の
平
等
性
が
維
持
さ
れ
て

い
る
。
医
師
法
第
一
九
条
第
一
項
は
、
こ
れ
を
可
能
に
し
た
医
療
制
度
の

運
営
に
お
け
る
医
師
側
へ
の
事
前
規
制
と
い
う
法
的
根
拠
(
サ
ン
ク
シ
ヨ

ン
)
と
し
て
機
能
し
て
き
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

以
下
に
こ
れ
ま
で
検
討
し
た
診
療
義
務
の
沿
革
的
経
緯
を
表
ー
と
し
て

ま
と
め
て
お
い
た
。
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表1.診療義務の沿革

件 日リ

行政罰:医業ヲ禁ジ
拘留日以上
3日以下

罰条

危急の用

診療義務の主体

医師

制定年

明治7年
(1874) 

止、
す3

H
リ
恥
市
叩

法

医

科料:20銭以上
1円20銭以下

科料:20円未満

急病人医師-産婆明治15年
(1882) 

明治41年
(1908) 

土内刑口u

罰金:25円以下

病者または妊婦
産婦

診察治療の需

開業の医師産婆

開業の(歯科)医
師

開業の産婆

大正8年
(1919) 

警察犯処罰令

旧(歯科)医師
法施行規則

警察犯処罰令 科料:20円未満

罰金または科料:
500円以下

なし

妊婦産婦

診察治療の需診療に従事する
(歯科)医師

診療に従事する
(歯科)医師

大正8年
(1919) 

昭和17年
(1942) 

昭和23年
(1948) 

国民医療法

診察治療の求(歯科)医師法

なし助産又は妊婦、
じよく婦若しく
は新生児の保健
指導の求

業務に従事する
助産婦

昭和23年
(1948) 

保健婦助産婦
看護婦法

(
1
)
野
田
寛
『
医
事
法
(
上
)
』
(
青
林
書
院
、
一
九
七
四
年
)
一

O

九
一
一
O
頁
、
中
森
喜
彦
「
医
師
の
診
療
引
受
義
務
違
反
と
刑

事
責
任
」
司
法
学
論
叢
』
九
一
巻
一
号
(
一
九
七
二
年
)
二
頁
、

山
崎
佐
『
続
開
業
医
の
法
律
問
題
』
(
克
誠
堂
、
一
九
二
四
年
)

一
四
六
頁
、
土
井
十
二
「
医
事
法
制
学
の
理
論
と
実
際
』
(
凡
進

社
、
一
九
三
四
年
)
一
八
二
頁
、
弱
立
明
H

中
井
美
雄
『
医
療
過

誤
法
』
(
青
林
書
院
、
一
九
九
四
年
)
二
三
三
頁
、
黒
瀬
善
治
「
医

事
法
制
に
就
い
て
」
司
法
省
調
査
課
『
司
法
研
究
』
第
二
号
報
告

集
五
(
一
九
二
六
年
)
九
三
頁
、
金
沢
文
雄
「
医
師
の
応
招
義
務

と
刑
事
責
任
」
『
法
律
時
報
」
四
七
巻
一
O
号
(
一
九
七
五
年
)

=

一

六

頁

。

-

(
2
)
厚
生
省
医
務
局
『
医
制
百
年
史
』
(
ぎ
ょ
う
せ
い
、
一
九
七
六
年
)

一
一
!
二
二
頁
。
「
墜
制
」
の
成
立
過
程
に
お
け
る
経
緯
は
、
笠
原

英
彦
「
日
本
の
医
療
行
政
』
(
慶
応
義
塾
大
学
出
版
会
一
九
九
九
年
)

一
-
|
二
六
頁
に
詳
し
い
。
こ
れ
に
よ
る
と
医
制
の
目
的
が
「
西
洋

医
の
養
成
」
に
あ
り
「
第
一
二
条
か
ら
二
六
条
に
わ
た
っ
て
医
学

教
育
の
あ
り
方
を
示
し
、
第
三
七
条
に
は
じ
め
て
医
師
の
資
格
を

規
定
」
し
て
い
た
。
「
墜
制
」
は
当
時
漢
方
医
が
多
数
で
あ
っ
た
の

で
「
漢
方
医
に
も
医
業
の
継
続
を
認
め
て
い
た
が
、
政
府
の
西
洋

医
学
採
用
の
方
針
は
漢
方
医
学
そ
の
も
の
の
存
在
意
義
を
失
わ
し

め
る
に
十
分
で
あ
っ
た
」
。

医
制
の
も
う
ひ
と
つ
の
目
的
は
「
医
薬
分
業
」
で
あ
っ
た
。
江

戸
時
代
ま
で
は
「
医
師
は
薬
師
と
呼
ば
れ
」
「
医
術
は
無
償
の
行
為
」
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と
さ
れ
医
療
の
「
対
価
は
あ
く
ま
で
薬
代
と
い
う
患
家
の
志
と
し

て
支
払
わ
れ
」
、
「
診
察
料
」
の
概
念
は
な
か
っ
た
。
こ
の
た
め
医

薬
分
業
に
あ
た
っ
て
は
「
診
察
料
」
を
設
定
し
、
診
療
報
酬
を
認

め
る
こ
と
が
必
要
だ
っ
た
。

(
3
)
野
田
・
前
掲
書
一

O
九
頁
Q

(4)
内
務
省
衛
生
局
『
医
制
五
十
年
史
』
(
倭
文
社
、
一
九
二
五
年
)

六
七
頁
。

(
5
)
土
井
・
前
掲
書
一
八
二
頁
。

(
6
)
同
書
八
九
l
九
九
頁
。

(
7
)
「
医
制
は
今
日
の
法
令
と
い
わ
ん
よ
り
は
寧
ろ
衛
生
行
政
の
方
針

を
示
し
た
訓
令
の
性
格
を
有
す
る
も
の
」
で
あ
り
「
明
治
二
三
年

一
O
月
二
八
日
内
閣
記
録
局
よ
り
医
制
廃
止
の
時
期
に
つ
い
て
照

会
が
あ
っ
た
の
に
対
し
」
内
務
省
衛
生
局
は
、
「
自
然
消
滅
」
し
た

と
回
答
し
て
い
る
(
厚
生
省
医
務
局
『
医
制
八
十
年
史
』
(
大
蔵
省

印
刷
局
、
一
九
五
五
年
)
九
頁
)
。
ま
た
、
医
制
そ
の
も
の
が
‘
東

京
・
京
都
・
大
阪
の
み
を
対
象
に
限
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
も
注

目
し
た
い
。

(
8
)
野
田
・
前
掲
書
一
一

O
頁
に
は
「
そ
の
後
旧
刑
法
(
明
一
五
)

に
移
さ
れ
て
」
と
あ
る
が
、
医
制
か
ら
旧
刑
法
に
応
招
義
務
が
移

さ
れ
た
経
緯
に
関
し
て
は
、
調
べ
た
範
囲
で
は
不
明
で
あ
っ
た
。

医
制
が
明
治
八
年
に
改
正
さ
れ
た
と
き
「
四
四
条
」
に
相
当
す
る

条
文
が
削
除
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
む
し
ろ
現
行
法
規
上
の
診

療
義
務
は
系
譜
的
に
は
こ
の
旧
刑
法
の
違
警
罪
に
起
源
を
な
す
も

の
と
い
っ
て
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

ま
た
、
ボ
ワ
ソ
ナ
l
ド
刑
法
草
按
注
解
第
六
(
*
)
に
は
、
「
第

八
節
公
務
を
行
う
を
拒
む
罪
」
と
し
て
第
一
一
一
一
条
出
兵
拒
否

罪
、
第
一
一
一
一
一
条
医
師
な
ど
の
職
務
拒
否
罪
、
つ
ま
り
鑑
定
拒
否

に
関
す
る
罪
、
第
一
二
三
条
医
師
な
ど
の
伝
染
病
検
査
拒
否
罪
、

同
二
項
そ
の
他
の
職
務
拒
否
罪
(
一
般
の
人
民
が
災
害
時
に
官
に

助
力
す
べ
き
義
務
)
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
診
療
義
務
に
関
し

て
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
(
*
吉
井
蒼
生
夫
H

藤
田
正
H

新
倉

修
『
日
本
立
法
資
料
全
集
九
旧
刑
法
別
冊
合
二
刑
法
草
按
注

解
下
』
(
信
山
社
、
一
九
九
二
年
)
六
回
O
l
六
四
四
頁
参
照
)
。

(9)
内
閣
記
録
局
『
ほ
規
分
類
大
全
第
一
一
編
』
(
一
八
九
O
年
)
六
九

頁。

(
凶
)
泉
二
新
熊
監
関
『
警
察
犯
処
罰
令
要
論
』
(
法
曹
関
書
院
、
一
九

O
八
年
)
に
詳
細
に
記
述
さ
れ
て
い
る
。

(
日
)
松
尾
浩
也
増
補
解
題
『
増
補
刑
法
沿
革
綜
覧
日
本
立
法

資
料
全
集
別
巻
2
』
(
信
山
社
出
版
、
一
九
九
O
年
)
二
六
二
頁
。

同
書
ご
三
七
頁
)
に
よ
れ
ば
、
明
治
二
三
年
改
正
刑
法
草
案
で

は
、
第
四
O
六
条
に
「
医
師
、
産
婆
故
ナ
ク
シ
テ
急
病
人
又
ハ
分

娩
セ
ン
ト
ス
ル
婦
女
ノ
招
キ
ニ
応
セ
ラ
ル
者
ハ
一
日
以
上
五
日
以

下
ノ
拘
留
又
ハ
二
円
以
上
二
十
円
以
下
ノ
科
料
ニ
処
ス
」
と
招
く

側
の
主
体
を
「
急
病
人
又
ハ
分
娩
セ
ン
ト
ス
ル
婦
女
」
と
よ
り
具

体
化
し
、
旧
法
に
お
け
る
産
婆
に
対
す
る
応
招
主
体
も
改
正
さ
れ

て
い
る
。
ま
た
刑
罰
の
範
囲
も
加
重
さ
れ
て
い
る
。
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本
条
に
関
し
て
第
一
回
衆
議
院
会
議
録
に
は
「
故
ナ
ク
」
の
解

釈
の
質
疑
に
対
し
て
政
府
委
員
か
ら
「
自
分
カ
病
気
テ
ア
ツ
テ
往

カ
レ
ナ
イ
ト
云
ウ
様
ナ
コ
ト
テ
ナ
ク
シ
テ
、
達
者
テ
居
ナ
カ
ラ
宮
本

イ
カ
ラ
往
カ
ナ
イ
(
満
場
失
笑
)
ト
云
フ
様
ナ
コ
ト
カ
「
故
ナ
ク
』

テ
ア
ロ
ウ
」
と
回
答
し
て
い
る
(
同
書
一
四
三
一
四
四
頁
)

0

し
か
し
、
同
書
に
よ
れ
ば
、
そ
の
後
の
改
正
草
案
に
は
一
度
も
医

師
・
産
婆
の
診
療
義
務
は
で
て
こ
な
い
。

(
ロ
)
美
濃
部
達
士
口
「
行
政
上
ヨ
リ
見
タ
ル
医
師
不
応
招
問
題
」
『
法
律

新
聞
』
一

O
四
七
号
(
一
九
一
五
年
)
五
頁
。

(
日
)
土
井
・
前
掲
書
三
O
七
頁
に
は
「
医
師
で
あ
る
以
上
は
、
普
通

の
医
師
、
所
謂
医
師
の
外
に
、
歯
科
医
師
を
も
含
む
も
の
と
す
る
o
」

と
あ
る
が
、
赤
石
英
(
編
)
『
臨
床
医
の
た
め
の
法
医
学
(
改
訂

第
ロ
版
)
』
(
南
江
堂
、
一
九
八
三
年
)
二
六
八
頁
に
は
、
「
当

時
の
立
法
者
が
歯
科
医
に
は
漏
洩
す
べ
き
秘
密
は
な
い
と
考
え
て

い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
」
と
あ
る
。
ま
た
大
塚
仁
H

河
上
和
雄
H

佐
藤
文
哉
H
古
田
佑
記
(
編
)
「
大
コ
ン
メ
ン
タ
l
ル
刑
法
(
第

二
版
)
』
(
青
林
書
院
、
二
O
O
O
年
)
三
四
O
|
三
四
一
頁
に
は

「
歯
科
医
師
が
本
条
に
い
う
『
医
師
』
に
含
ま
れ
る
か
否
か
に
つ

い
て
、
見
解
が
分
か
れ
て
い
る
」
と
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
消
極
説

の
理
由
と
し
て
、
刑
法
典
制
定
当
時
す
で
に
存
在
し
た
民
訴
法
二

八
一
条
(
現
行
一
九
七
条
)
に
証
言
拒
絶
権
の
主
体
と
し
て
、
医

師
・
歯
科
医
師
を
峻
別
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
本
条
が
歯
科
医
師

を
掲
げ
て
い
な
い
の
は
単
な
る
立
法
の
不
備
と
も
断
定
で
き
な
い

点
を
挙
げ
て
あ
る
一
方
、
積
極
説
の
理
由
と
し
て
、
歯
科
医
師
も

そ
の
職
務
上
人
の
秘
密
を
知
る
こ
と
も
多
い
点
が
挙
げ
ら
れ
て
い

る。

(
は
)
前
田
雅
英
『
刑
法
各
論
議
義
』
(
東
京
大
学
出
版
会
、
二
0
0
0

年
)
五
七
頁
。

(
日
)
厚
生
省
医
務
局
・
前
掲
書
「
医
制
八
十
年
史
』
一
五
五
頁
、
野

回
・
前
掲
書
一
一

O
頁
、
土
井
・
前
掲
書
一
八
三
頁
、
山
崎
・
前

掲
書
一
四
八
頁
。

(
同
)
厚
生
省
・
同
書
一
五
五
頁
。

(
げ
)
野
田
・
前
掲
書
一
一

O
頁
、
厚
生
省
衛
生
局
『
医
事
、
薬
事
に

関
す
る
法
規
』
(
一
九
四
二
年
)
九
頁
、
二
一
頁
、
六
二
頁
、
六

五
頁
。
厚
生
省
医
務
局
『
医
制
八
十
年
史
』
五
一
一
一
一
l
五
一
九
頁
。

(
日
)
罰
金
の
額
に
関
し
て
は
大
正
八
年
の
時
点
で
は
二
五
円
で
あ
っ

た
も
の
が
、
昭
和
八
年
の
改
正
で
医
師
法
施
行
規
則
で
は
五
O
円

に
引
き
上
げ
ら
れ
て
い
る
。

(
凶
)
菅
野
喜
三
郎
『
内
務
省
令
警
察
犯
処
罰
令
釈
義
』
(
田
中
久
栄

堂
、
一
九
二
四
年
)
八
頁
。

(
却
)
厚
生
省
医
務
局
・
前
掲
書
『
医
制
八
十
年
史
』
一
五
九
l

一
六

六
頁
、
厚
生
省
医
務
局
・
前
掲
書
『
医
制
百
年
史
』
二
六
七
三

二
六
百
九

(
幻
)
厚
生
省
医
務
局
・
前
掲
書
『
医
制
八
十
年
史
』
一
七
一
頁
。

(
幻
)
厚
生
省
健
康
政
策
局
総
務
課
編
『
医
療
法
・
医
師
法
(
歯
科
医

師
法
)
解
』
(
医
学
通
信
社
、
一
九
九
四
年
)
四
三
O
頁。
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(
お
)
厚
生
省
医
務
局
・
前
掲
書
一
七
一
一
員
。

(
担
)
医
師
法
第
七
条
第
二
H
医
師
が
第
四
条
各
号
の
一
に
該
当
し
、

又
は
医
師
と
し
て
の
品
位
を
損
す
る
よ
う
な
行
為
の
あ
っ
た
と
き

は
、
厚
生
大
臣
は
、
そ
の
免
許
を
取
り
消
し
、
又
は
期
間
を
定
め

て
医
業
の
停
止
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

(
お
)
法
の
沿
革
を
調
査
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
法
の
立
法
趣
旨
を

論
ず
る
こ
と
は
法
学
研
究
に
お
け
る
一
般
的
な
方
法
と
し
て
認
め

ら
れ
て
い
る
。
そ
の
延
長
線
上
に
比
較
法
的
考
察
も
あ
ろ
う
。
し

か
し
、
医
師
法
第
一
九
条
第
一
項
の
よ
う
に
条
文
そ
の
も
の
が
刑

法
と
医
師
法
と
い
っ
た
異
な
る
法
制
度
聞
を
移
動
し
て
い
る
よ
う

な
場
合
、
法
律
毎
に
比
較
法
を
行
、
っ
か
、
両
者
を
一
括
し
ま
と
め

て
共
通
土
俵
の
法
と
し
て
比
較
法
を
行
う
と
い
う
問
題
が
あ
る
が
、

こ
こ
で
は
そ
の
問
題
提
起
だ
け
に
し
て
お
き
、
本
稿
で
は
後
者
の

方
法
を
用
い
て
考
察
し
て
い
く
。

(
部
)
内
閣
記
録
局
『
法
規
分
類
大
全
・
第
二
八
巻
』
(
原
書
房
、
一
九

七
九
年
)
二
七
回
|
二
七
八
頁
。

(
幻
)
小
関
恒
雄
「
『
変
死
二
係
ル
屍
』
解
剖
許
可
の
布
告
ま
で
の
経
緯
」

『
犯
罪
学
雑
誌
』
四
九
巻
五
号
(
一
九
八
三
年
)
一
一
一
五
(
一
一
一
九
)

頁。

(
泊
)
内
田
誠
「
明
治
十
五
年
刑
法
第
四
編
違
一
警
罪
の
編
纂
と
ボ
ワ
ソ

ナ
l
ド
」
『
法
研
論
集
』
一
一
一
一
一
一
巻
(
一
九
八
四
年
)
一
二
五
頁
。

(
却
)
笠
原
・
前
掲
書
二
七
五
二
頁
。

(
初
)
ボ
ワ
ソ
ナ
l
ド
(
森
順
正
、
中
村
純
九
郎
訳
)
『
刑
法
草
案
註
釈
』

(
司
法
省
、
一
八
八
六
年
)
八
四
一
t

貝。

(
訂
)
同
書
八
七
八
頁
。
同
条
の
他
の
項
を
参
考
ま
で
に
挙
げ
て
お
く
。

第
一
故
意
ヲ
以
テ
人
ニ
暴
行
ヲ
加
へ
テ
創
傷
疾
病
ニ
至
ラ
サ
ル

者

第
二
人
ニ
傷
害
ヲ
加
フ
ル
コ
ト
ナ
シ
ト
難
モ
故
意
ニ
犬
又
ハ
猛

獣
ヲ
人
ニ
験
シ
タ
ル
者
又
ハ
自
己
ノ
犬
ノ
人
ニ
薄
ル
ヲ
留

メ
サ
ル
者

第
三
人
ヲ
殴
チ
及
ヒ
人
ヲ
傷
ク
ル
ノ
意
ナ
ラ
ン
ト
難
モ
故
意
ニ

石
又
ハ
其
他
堅
牢
物
ヲ
人
ニ
投
シ
タ
ル
者
。

(
詑
)
同
書
八
八
O
頁
。

(
お
)
美
濃
部
・
前
掲
論
文
八
頁
。

(
斜
)
内
田
誠
「
明
治
前
期
に
お
け
る
行
政
警
察
的
取
締
法
令
の
形
成
」

『
早
稲
田
法
学
会
誌
』
一
一
一
一
一
一
巻
(
一
九
八
三
年
)
五
一
頁
。

(
お
)
内
田
・
同
書
三
二
貝
、
五
六
l
五
七
頁
、
内
閣
記
録
局
『
法
規

分
類
大
全
第
一
一
編
』
(
一
八
九
O
年
)
八
一
一
一
|
八
五
頁
。

(
お
)
土
井
・
前
掲
書
一
八
三
頁
、
山
崎
・
前
掲
書
一
回
八
頁
。

(
幻
)
菅
野
耕
毅
『
医
療
契
約
法
の
理
論
|
医
事
法
の
研
究
E
|
』
(
信

山
社
、
一
九
九
七
年
)
九
七
頁
。

(
お
)
美
濃
部
・
前
掲
論
文
六
頁
。

(
却
)
た
だ
し
、
こ
の
よ
う
な
考
え
方
に
は
異
論
が
な
い
わ
け
で
は
な

ぃ
。
す
な
わ
ち
民
法
上
の
診
療
義
務
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
が
、

そ
の
概
念
自
体
は
本
稿
で
い
う
公
法
上
の
限
定
的
運
用
と
結
果
的

に
意
味
を
同
じ
く
す
る
も
の
で
あ
る
。
詳
細
は
皿
章
で
触
れ
る
。
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(
刊
)
伊
藤
栄
樹
H

小
野
慶
二
日
荘
子
邦
雄
『
注
釈
特
別
刑
法
』
(
立
花

書
房
、
一
九
九
O
年
)
三
頁
。

(
引
)
唄
孝
一
『
医
事
法
学
へ
の
歩
み
』
(
岩
波
書
応
、
一
九
七
O
年
)

=一
O
七
頁
、
三
七
五
頁
。

(
必
)
大
谷
賓
『
医
療
行
為
と
法
(
新
版
補
正
第
2
版
)
』
(
弘
文
堂
、

一
九
九
九
年
)
三
九
l
四
O
頁。

(
日
)
ホ
セ
・
ヨ
ン
バ
ル
ト
H
金
津
文
雄
『
法
と
道
徳
ー
そ
の
理
論
と

実
践
l
』
(
成
文
堂
、
一
九
七
八
年
)
四
|
五
頁
。

(
叫
)
た
と
え
ば
、
星
野
英
一
『
法
学
入
門
』
(
放
送
大
学
教
育
振
興
会
、

一
九
九
六
年
)
七
一

l
七
七
頁
。

(
必
)
ホ
セ
リ
金
津
・
前
掲
書
八
一
ー
l

八
九
頁
。
ま
た
、
星
野
・
前
掲

書
七
九
頁
で
は
悪
法
や
中
立
的
(
技
術
的
)
法
律
が
道
徳
の
範
囲

外
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
法
(
律
)
が
本
文
脈
で

い
う
法
に
含
ま
れ
な
い
の
は
自
明
の
こ
と
で
あ
る
。

(
日
刊
)
厚
生
省
健
康
政
策
局
総
務
課
編
・
前
掲
書
九
四
九
頁
。

(
打
)
町
野
朔
「
プ
レ
ッ
プ
刑
法
(
第
二
版
)
』
(
弘
文
堂
、

年
)
六
六
l
六
七
頁
。

(
刊
)
渡
辺
洋
=
一
『
法
と
は
何
か
』
(
岩
波
新
書
、

四
二
頁
。

診療契約強制(応招義務)の系譜的・機能的再検討

九
九
九

一
九
九
八
年
)
一
二
六

皿

判
例
の
紹
介
と
検
討

診
療
義
務
が
直
接
問
わ
れ
た
判
例
は
多
く
は
な
い
。
以
下
の
検
討
に
先

立
っ
て
、
ま
ず
こ
れ
ら
の
事
件
の
概
要
・
判
旨
を
概
観
し
て
お
こ
う
。

-h
・
I
J
H日
町
ノ
刀
ロ
ヘ
ト
』

l

単
伊
旬
。
中
ヂ

[
1
]
入
院
中
の
妊
婦
の
胎
児
死
亡
事
件
(
東
京
地
判
昭
和
五
六
年
一

O
月
二
七
日
判
タ
四
六
O
号
一
四
二
頁
)

(
l
)
事
案
の
概
要

原
告
X
は
破
水
の
疑
い
で
深
夜
二
時
一
ニ
O
分
ご
ろ
、
被
告
Y
(
国
)
の

維
持
管
理
す
る
本
件
国
立
病
院
に
入
院
し
た
が
、
常
位
胎
盤
早
期
剥
離
を

お
こ
し
帝
王
切
開
を
し
た
の
も
か
か
わ
ら
ず
死
産
で
あ
っ
た
。

X
の
入
院

後
、
助
産
婦
の
み
が
こ
れ
を
経
過
観
察
し
、
同
日
午
前
九
時
二

O
分
ま
で

一
医
師
は
直
接
診
察
治
療
を
し
な
か
っ
た
。

X
は
Y
の
過
失
を
主
張
し
慰
籍

料
を
請
求
し
た
。

(
2
)
判
旨
の
要
約

《
判
旨
》

棄
却
(
控
訴
)
。

①
X
の
破
水
に
よ
る
死
産
に
つ
き
、
入
院
後
六
時
間
程
の
問
、
医
師
が

X
の
診
察
を
行
わ
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
助
産
婦
か
ら
の
異
常
所
見
の
報
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告
に
よ
り
医
師
の
診
察
が
行
わ
れ
る
と
い
う
診
療
体
制
が
と
ら
れ
て
い
る

病
院
で
は
、
こ
の
診
療
体
制
そ
の
も
の
に
問
題
が
な
く
、
ま
た
助
産
婦
か

ら
の
前
期
破
水
の
報
告
は
異
常
所
見
の
報
告
で
も
な
い
か
ら
、
右
医
師
に

過
失
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

②
医
師
法
第
一
九
条
第
一
項
の
応
招
義
務
は
、
医
師
の
固
に
対
す
る
義

務
で
あ
っ
て
、
医
師
が
患
者
に
対
し
て
直
接
負
担
す
る
義
務
で
は
な
い
。

③
妊
婦
X
か
ら
の
出
血
の
訴
が
あ
っ
て
も
、
児
心
音
等
に
特
段
の
異
常

兆
候
を
認
め
な
い
各
所
見
か
ら
、
分
娩
異
常
が
な
い
も
の
と
判
断
し
た
助

産
婦
に
は
過
失
が
あ
る
と
は
い
え
な
い
。

④
常
位
胎
盤
早
期
剥
離
に
よ
り
死
産
と
な
っ
て
も
、
経
過
を
観
察
し
た

医
師
に
過
失
は
な
い
。

控
訴
審
(
東
京
高
判
昭
和
五
八
年
一

O
月
二
七
日
判
タ
五
一
ム
ハ
号
一

四
三
頁
)
で
は
、
応
招
義
務
違
反
に
関
し
て
は
原
審
の
判
決
を
支
持
し
こ

れ
を
認
め
な
か
っ
た
が
、
原
審
判
旨
③
の
部
分
、
す
な
わ
ち
助
産
婦
に
過

失
が
あ
る
と
判
断
し
、
八

O
O
万
円
の
慰
藷
科
を
認
め
た
。

[
2
]
救
急
病
院
の
診
療
拒
否
等
に
つ
き
債
務
不
履
行
・
不
法
行
為
責

任
が
否
定
さ
れ
た
事
例
(
名
古
屋
地
判
昭
和
五
八
年
八
月
一
九
日
判
時

一一

O
四
号
一

O
七
頁
、
判
タ
五
一
九
号
二
三

O
頁
)

(
1
)
事
案
の
概
要

vu
市
民
病
院
で
治
療
を
受
け
て
い
た
高
齢
の
心
臓
病
の
患
者

(A)
が、

そ
の
後
vu
個
人
医
院
の
医
師
の
往
診
を
受
け
て
い
た
。
約
一
ヶ
月
後
、

A

の
状
態
が
悪
化
し
vu
に
お
い
て
内
科
医
の
不
在
を
理
由
に
夜
間
入
院
診
療

の
拒
否
、

V
M

に
お
い
て
診
療
・
入
院
を
拒
否
さ
れ
た
。

A
は
訴
外
病
院
に

入
院
し
た
が
急
性
心
不
全
に
よ
り
死
亡
し
た
。
そ
こ
で

A
の
子
で
あ
る

X

は、

vu
お
よ
び
V

れ
を
一
次
的
に
は
債
務
不
履
行
、
予
備
的
に
は
不
法
行
為

に
基
づ
き
被
告
に
対
し
て
各
自
一

0
0
0
万
円
の
損
害
賠
償
を
請
求
し
た
。

(2)
判
旨
の
要
約

~tiよ52(4 ・ 150)1168 

《
判
己
日
》
棄
却
。

①
救
急
病
院
等
を
定
め
る
厚
生
省
令
第
一
条
第
一
項
に
い
う
「
相
当
の

知
識
及
、
び
経
験
を
有
す
る
医
師
」
と
は
外
科
医
師
を
指
し
、
内
科
専
門
医

の
常
駐
ま
で
要
求
す
る
趣
旨
の
も
の
で
は
な
い
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ

る
か
ら
、
救
急
告
示
病
院
も
に
お
け
る
内
科
医
の
不
在
が
本
法
上
の
不
法

行
為
に
該
当
す
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。

②
心
臓
発
作
の
救
急
患
者
A
に
対
し
て
強
心
剤
な
ど
を
注
射
し
、
そ
の

後

A
の
入
院
先
を
探
し
て
相
応
の
努
力
を
し
た
内
科
医
巴
は
、
入
院
設
備

を
持
た
な
い
開
業
医
と
し
て
は
適
切
な
注
意
義
務
を
尽
く
し
た
も
の
と
認

め
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
、
右
医
師
に
過
失
が
あ
る
と
は
い
え
な
い
。

③
医
師
法
第
一
九
条
第
一
項
の
医
師
の
診
療
義
務
は
、
公
法
上
の
義
務

と
解
す
べ
き
で
あ
り
、
右
義
務
違
反
が
直
ち
に
民
法
上
の
不
法
行
為
を
構
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成
す
る
も
の
と
断
ず
る
こ
と
に
は
疑
問
が
あ
る
。

④
仮
に
診
療
拒
否
が
民
法
上
の
不
法
行
為
を
構
成
す
る
と
し
て
も
、
救

急
病
院
の
当
直
医
が
脳
外
科
の
専
門
医
一
人
で
あ
り
、
交
通
事
故
の
重
傷

患
者
を
含
む
入
院
患
者
四
名
の
治
療
に
追
わ
れ
て
い
た
こ
と
、
右
医
師
が

内
科
医
V
幻
か
ら

A
の
病
状
説
明
を
受
け
て
他
の
内
科
専
門
医
の
診
療
が
必

要
と
診
断
し
た
も
の
と
推
認
さ
れ
る
こ
と
等
の
事
情
を
考
慮
す
る
と
、

v
u

に
お
け
る
入
院
診
療
拒
否
は
や
む
を
え
な
い
も
の
で
あ
り
、
医
師
法
上
の

義
務
違
反
に
は
該
当
し
な
い
も
の
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。

⑤
救
急
告
示
病
院
vu
が
救
急
患
者
A
に
対
し
、
内
科
医
の
不
在
と
重
症

患
者
が
入
院
中
で
手
不
足
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
診
療
を
拒
否
し
、

A
が

死
亡
し
た
場
合
に
つ
き
、
「
か
か
り
つ
け
の
医
師
の
診
療
を
受
け
、
そ
の

結
果
を
報
告
す
る
よ
う
に
」
と
の
右
病
院
の
事
務
員
の
指
示
だ
け
で
は
、

条
件
附
入
院
診
療
契
約
が
成
立
し
た
と
は
い
え
な
い
と
し
て
診
療
契
約
の

存
在
を
否
定
し
た
。

[
3
]
術
後
、
血
小
板
減
少
性
紫
斑
病
に
よ
る
頭
蓋
内
出
血
で
死
亡
し

た
こ
と
に
つ
き
、
医
師
の
診
療
、
応
諾
・
入
院
、
転
送
上
の
義
務
違
反
が

な
い
と
さ
れ
た
事
例
(
名
古
屋
地
判
昭
和
五
八
年
九
月
一
一
一
O
日

判
タ
五

一
九
号
二
二
一
真
)

(
1
)
事
案
の
概
要

患
者
A
は
年
末
に
尿
道
膜
様
部
周
囲
膿
蕩
の
切
開
術
を
受
け
た
。
翌
一

月
一
日
に
悪
寒
発
熱
が
発
現
し
、
経
時
的
に
症
状
が
悪
化
し
つ
つ
あ
っ
た

の
で
一
月
二
日
に

A
の
両
親
で
あ
る

X
ら
が
診
察
を
求
め
た
が
拒
絶
さ
れ

た
。
翌
三
日
に
受
診
し
た
が
、
特
発
性
血
小
板
減
少
性
紫
斑
病
で
同
月
七

日
に
死
亡
し
た
。

X
ら
は

Y
の
過
失
に
対
し
て
損
害
賠
償
を
請
求
し
た
。

(2)
判
旨
の
要
約

《
判
旨
V

棄
却
。

①
切
開
排
膿
手
術
の
一
週
間
後
に
患
者
A
が
死
亡
し
た
件
に
つ
き
、
そ

の
死
亡
原
因
は
特
発
性
血
小
板
減
少
性
紫
斑
病
に
起
因
す
る
頭
蓋
内
出
血

で
あ
る
蓋
然
性
が
高
い
が
、

A
に
血
液
疾
患
を
疑
わ
せ
る
症
状
が
な
か
っ

た
の
で
、
医
師
に
は
診
療
応
諾
義
務
、
検
査
義
務
、
入
院
措
置
義
務
、
転

医
義
務
に
も
過
失
は
な
い
と
判
断
し
た
。

②
一
般
に
医
師
は
患
者
の
疾
患
に
つ
い
て
、
常
に
可
能
な
限
り
の
検
査

を
尽
く
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
と
り
わ
け
一
般
の
開
業

医
に
お
い
て
は
、
患
者
の
症
状
の
程
度
、
可
能
な
検
査
技
術
の
種
類
お
よ

び
程
度
等
諸
般
の
事
情
を
齢
酌
し
て
、
二
疋
の
臨
床
診
断
を
得
る
べ
き
必

要
性
ま
た
は
緊
急
性
に
応
じ
、
こ
れ
に
必
要
か
つ
有
効
な
範
囲
内
の
検
査

を
尽
く
せ
ば
足
り
る
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。

③
医
師
は
、
固
か
ら
そ
の
資
格
を
認
定
さ
れ
て
人
の
生
命
・
健
康
を
管

理
す
る
業
務
で
あ
る
医
業
を
独
占
的
に
担
当
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、

iヒi去52(4・151)ll69
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そ
の
業
務
に
つ
い
て
は
最
善
の
努
力
を
尽
く
す
べ
き
義
務
を
負
担
す
る
も

の
で
あ
っ
て
、
正
当
な
理
由
の
な
い
限
り
、
患
者
の
診
察
応
諾
の
要
請
を

拒
む
こ
と
が
で
き
ず
、
速
や
か
に
こ
れ
に
対
処
し
て
診
察
な
い
し
治
療
を

す
べ
き
義
務
が
あ
る
。

し
か
し
、
高
度
の
責
任
を
負
う
医
師
と
い
え
ど
も
、
一
般
の
祝
祭
日
、

休
日
等
の
休
診
日
ま
た
は
診
療
時
間
終
了
後
に
お
い
て
ま
で
常
に
通
常
の

時
間
帯
と
全
く
同
程
度
の
診
療
業
務
に
就
く
べ
き
義
務
を
負
う
わ
け
で
は

な
い
か
ら
、
継
続
的
に
外
来
治
療
を
し
て
い
る
患
者
で
も
、
医
師
が
そ
の

身
体
的
状
況
を
把
握
し
て
お
り
、
診
察
申
込
の
内
容
が
医
学
的
見
地
か
ら

し
て
直
ち
に
診
療
治
療
す
る
ま
で
も
な
い
と
判
断
で
き
る
と
き
は
、
こ
れ

に
応
じ
な
か
っ
た
と
し
て
も
直
ち
に
診
察
応
諾
義
務
を
慨
怠
し
た
と
す
る

こ
と
は
相
当
で
な
い
。

④
休
診
中
の
一
月
二
日
に
診
療
要
請
を
拒
絶
し
た
こ
と
に
正
当
理
由
が

あ
る
と
し
た
。

日

[
4
]
救
急
病
院
診
療
拒
否
事
件
(
千
葉
地
判
昭
和
六
一
年
七
月
二
五

判
時
一
一
一
一
一

O
号
一
一
八
頁
、
判
タ
六
三
四
号
一
九
六
頁
)

(
1
)
事
案
の
概
要

一
歳
一
ヶ
月
の
患
児
A
が
風
邪
気
味
で
vu
内
科
を
受
診
し
た
。

vu
は
こ

れ
を
気
管
支
端
息
の
疑
い
で
高
次
の
医
療
機
関
で
あ
る
vu
へ
の
転
送
を
す

べ
く
救
急
車
を
出
動
さ
せ
た
が
、
連
絡
が
不
十
分
で
巴
の
玄
関
前
で
ベ
ッ

ド
が
満
尿
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に

A
の
診
療
を
拒
否
さ
れ
た
。

vu
及
び
消

防
司
令
部
は
病
院
前
に
救
急
車
を
待
機
さ
せ
た
ま
ま
複
数
回
に
わ
た
っ
て

も
に
診
察
の
求
め
を
行
っ
た
が
い
ず
れ
も
拒
否
さ
れ
た
。
一
時
間
後
新
た

な
受
け
入
れ
先
が
見
つ
か
り
、
そ
の
搬
送
に
患
児
が
絶
え
得
る
か
ど
う
か

の
判
断
を
も
の
医
師

B
に
依
頼
し
、
救
急
車
の
中
で
こ
れ
が
可
能
で
あ
る

と

B
は
判
断
し
た
。
結
局
、
患
児
は
転
送
先
で
死
亡
し
た
。

A
の
両
親
で

あ
る

X
ら
は
も
お
よ
び
も
に
対
し
て
、
損
害
賠
償
を
請
求
し
た
。

北法52(4・152)1170 

(2)
判
旨
の
要
約

《
判
旨
》
一
部
認
容
・
一
部
棄
却
。

vu
は
無
責
、

V
幻
に
は

X
ら
に
対
し
、

そ
れ
ぞ
れ
一
三
九
五
万
円
余
り
の
損
害
賠
償
を
認
め
た
(
控
訴
)

0

①
医
師
法
第
一
九
条
に
い
う
医
師
の
応
招
義
務
は
、
直
接
に
は
公
法
上

の
義
務
で
あ
っ
て
、
医
師
が
診
療
を
拒
否
す
れ
ば
そ
れ
が
す
べ
て
民
事
上

医
師
の
過
失
に
な
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
が
、
同
条
第
一
項
が
患
者
の
保

護
の
た
め
に
定
め
ら
れ
た
規
定
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
、
医
師
が
診
療
拒
否

に
よ
っ
て
患
者
に
損
害
を
与
え
た
場
合
に
は
、
医
師
に
過
失
が
あ
る
と
の

一
応
の
推
定
が
な
さ
れ
、
診
療
拒
否
に
正
当
事
由
が
あ
る
等
の
反
証
が
な

い
限
り
医
師
の
民
事
責
任
が
認
め
ら
れ
る
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。

②
病
院
は
、
医
師
が
医
業
を
な
す
場
所
で
あ
っ
て
傷
病
者
が
科
学
的
で

か
つ
適
正
な
診
療
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
便
宜
を
与
え
る
こ
と
を
主
た
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(1) 

る
目
的
と
し
て
運
営
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
、
医
師
に
つ
い
て
と

同
様
の
診
療
義
務
を
負
っ
て
い
る
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
医
療
法
第

一
条
の
二
の
趣
旨
か
ら
も
医
師
と
同
様
の
診
療
義
務
が
課
せ
ら
れ
て
い
る
。

③
小
児
科
専
門
医
の
い
る
総
合
病
院
巴
が
幼
児
の
救
急
患
者
A
の
入
院

診
療
を
拒
否
し
、
そ
の
後
A
が
死
亡
し
た
場
合
に
つ
い
て
、
診
療
拒
否
に

医
師
法
第
一
九
条
第
一
項
の
正
当
事
由
が
な
い
と
し
た
。

④
気
管
支
肺
炎
の
疑
い
を
診
断
し
た
医
師
も
が
、
患
者
A
を
転
送
す
る

に
あ
た
っ
て
、
転
送
先
V
幻
の
受
入
れ
の
承
諾
を
確
認
し
な
か
っ
た
と
し
て

も
、
過
失
は
な
い
。

⑤
小
児
科
専
門
医
の
い
る
総
合
病
院
も
が
気
管
支
肺
炎
の
小
児
患
者
A

の
入
院
診
療
を
拒
否
し
そ
の
後
A
が
死
亡
し
た
事
案
に
つ
き
、
病
院
到
着

時
点
で
治
療
を
開
始
し
て
い
れ
ば
救
命
の
可
能
性
が
あ
っ
た
と
し
て
、
右

診
療
拒
否
と
死
亡
と
の
間
に
相
当
因
果
関
係
を
認
め
た
。

⑥
診
療
拒
否
に
よ
っ
て
死
亡
し
た

A
の
雨
親
X
ら
に
対
し
て
固
有
の
慰

謝
料
に
つ
き
、
各
三
五
O
万
円
を
認
め
た
。

[
5
]
神
戸
市
立
病
院
救
急
患
者
受
入
れ
拒
否
訴
訟
(
神
戸
地
判
平
成

四
年
六
月
三
O
日

判

タ

入

O
二
号
一
九
六
頁
、
判
時
一
四
五
八
号
一
二

七
頁
、
判
例
地
方
自
治
一

O
一
号
五
九
頁
)

(
1
)
事
案
の
概
要

市
立
の
救
急
救
命
セ
ン
タ
ー

Y
が
、
交
通
事
故
に
よ
る
肺
挫
傷
・
気
管

支
破
裂
を
負
っ
た
患
者
A
の
受
入
れ
を
拒
否
し
た
。
そ
の
理
由
と
し
て
外

科
医
で
あ
る
当
直
医
は
在
院
し
て
い
た
が
、
脳
外
科
医
と
整
形
外
科
医
が

救
急
の
呼
び
出
し
に
応
ず
る
体
制
で
自
宅
待
機
し
て
い
た
も
の
の
、
在
院

し
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
近
隣
県
の
県
立
病
院
に
搬

送
し
手
術
を
受
け
た
が

A
は
死
亡
し
た
。

A
の
遺
族

X
ら
が
不
法
行
為
に

当
る
と
し
て
、

Y
に
対
し
て
慰
謝
料
計
二

O
O
万
円
を
請
求
し
た
。

(
2
)
判
旨
の
要
約

《
判
旨
》
一
部
認
容
(
控
訴
)
。

①
医
師
法
第
一
九
条
第
一
項
の
医
師
の
応
招
義
務
は
、
直
接
に
は
公
法

上
の
義
務
で
あ
り
、
医
師
が
こ
れ
に
違
反
し
た
場
合
に
も
、
そ
れ
が
直
ち

に
民
事
上
の
責
任
に
結
び
つ
く
も
の
で
は
な
い
が
、
右
応
招
義
務
は
、
患

者
保
護
の
側
面
を
も
有
す
る
と
解
さ
れ
る
か
ら
、
医
師
が
診
療
を
拒
否
し

て
患
者
に
損
害
を
与
え
た
場
合
に
は
、
当
該
医
師
に
過
失
が
あ
る
と
い
う

一
応
の
推
定
が
な
さ
れ
、
同
医
師
に
お
い
て
こ
れ
を
正
当
な
ら
し
め
る
事

自
の
存
在
を
主
張
立
証
し
な
い
か
ぎ
り
、
同
医
師
は
患
者
の
被
っ
た
損
害

を
賠
償
す
べ
き
責
任
を
負
う
。

②
病
院
は
、
医
師
が
公
衆
又
は
特
定
多
数
人
の
た
め
、
医
業
を
な
す
場

所
で
あ
り
、
傷
病
者
が
科
学
的
で
且
つ
適
切
な
診
療
を
受
け
る
こ
と
が
で

き
る
便
宜
を
与
え
る
こ
と
を
主
た
る
目
的
と
し
て
組
織
さ
れ
、
且
つ
、
運

北法52(4・153)1171 
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営
さ
れ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ゆ
え
に
、
病
院
も
、
医
師
と
同

様
の
診
療
義
務
を
負
う
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
病
院

の
所
属
医
師
が
診
療
を
拒
否
し
て
患
者
に
損
害
を
与
え
た
場
合
に
は
、
病

院
に
過
失
が
あ
る
と
の
一
応
の
推
定
が
な
さ
れ
、
病
院
側
で
診
療
拒
否
を

正
当
な
ら
し
め
る
具
体
的
事
由
を
主
張
立
証
し
な
い
限
り
、
右
病
院
は
損

害
賠
償
責
任
を
負
、
っ
。

③
被
告
病
院

Y
に
外
科
医
が
救
急
担
当
医
と
し
て
在
院
し
て
い
た
以
上
、

脳
外
科
医
師
及
び
整
形
外
科
医
師
が
同
病
院
に
在
院
し
て
い
な
か
っ
た
こ

と
は
、
診
療
拒
否
の
正
当
事
由
と
は
な
ら
な
い
。

④
第
三
次
救
急
医
療
機
関
で
あ
る
市
立
病
院

Y
が
、
交
通
事
故
に
よ
り

受
傷
し
た
重
篤
な
救
急
患
者
A
の
治
療
を
拒
否
し
、
そ
の
後
A
が
死
亡
し

た
場
合
に
お
い
て
、
診
療
拒
否
に
正
当
事
由
が
な
い
。

⑤
交
通
事
故
に
よ
り
瀕
死
の
重
症
を
負
い
救
急
車
で
搬
送
さ
れ
た

A
が、

Y
へ
の
受
入
れ
を
拒
否
さ
れ
、
県
立
病
院
へ
搬
送
さ
れ
た
後
に
死
亡
し
た

事
故
に
つ
き
、
当
時
A
に
は
意
識
が
あ
っ
た
の
で
、
診
療
拒
否
に
よ
り

A

の
診
療
を
受
け
る
法
的
利
益
が
侵
害
さ
れ
た
こ
と
等
の
事
実
を
総
合
す
れ

ば
、
本
件
診
療
拒
否
と

A
の
精
神
的
苦
痛
の
間
に
は
相
当
因
果
関
係
が
あ

る
と
さ
れ
、
一
五

O
万
円
の
慰
謝
料
が
認
め
ら
れ
た
事
例
。

2
.
判
例
の
検
討

2
1
.
診
療
義
務
の
性
質

北法52(4・154)1172 

医
師
法
第
一
九
条
第
一
項
の
規
定
は
国
と
医
師
と
の
関
係
を
規
定
し
た

公
法
上
の
義
務
で
あ
り
、
個
々
の
患
者
と
医
師
の
関
係
を
規
定
す
る
私
法

上
の
義
務
を
定
め
た
も
の
で
は
な
い
と
以
上
の
判
例
も
判
示
し
て
お
り
、

学
説
上
も
同
様
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
同
規
定
に
基
づ
き
個
々
の
患
者

が
医
師
に
対
し
て
直
接
、
具
体
的
な
診
療
契
約
締
結
の
請
求
権
を
有
す
る

(
2
)
 

も
の
で
は
な
い
と
学
説
で
も
解
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
医
師
法
上
の
定

め
る
診
療
義
務
の
内
容
の
考
え
方
と
し
て
は
、
宇
説
は
大
き
く
二
つ
に
分

け
ら
れ
る
。
ひ
と
つ
は
医
師
の
職
業
倫
理
を
法
的
に
訓
示
し
た
も
の
に
す

(
3
)
 

ぎ
な
い
と
い
う
見
解
で
あ
る
。
他
の
ひ
と
つ
は
、
医
師
の
職
務
が
憲
法
第

一
三
条
、
第
二
五
条
を
受
け
た
国
民
の
健
康
な
生
活
の
確
保
(
医
師
法
第

一
条
)
と
医
師
に
業
務
が
独
占
(
医
師
法
第
十
七
条
)
さ
れ
て
い
る
こ
と

(4) 

を
根
拠
と
し
て
診
療
義
務
を
論
じ
る
見
解
で
あ
る
。

診
療
義
務
違
反
の
う
ち
医
師
・
患
者
が
す
で
に
契
約
関
係
に
あ
る
場
合

は
、
患
者
の
権
利
侵
害
あ
る
い
は
契
約
不
履
行
に
よ
り
私
法
上
の
責
任
は

損
害
賠
償
と
い
う
効
果
で
医
師
に
対
し
て
負
わ
せ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

し
か
し
、
医
師
患
者
間
が
具
体
的
な
契
約
関
係
の
前
段
階
に
あ
る
場
合
に
、

医
師
が
診
療
拒
否
を
し
、
こ
れ
に
よ
り
患
者
に
生
じ
た
損
害
を
賠
償
す
る

私
法
に
お
け
る
医
師
の
責
任
の
有
無
に
関
し
て
は
、
必
ず
し
も
明
ら
か
で

は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
医
師
法
第
一
九
条
第
一



項
の
定
め
る
診
療
義
務
が
私
法
上
の
損
害
賠
償
義
務
の
根
拠
と
な
り
う
る

か
、
診
療
契
約
の
成
立
が
強
制
さ
れ
う
る
か
と
い
っ
た
問
題
が
検
討
さ
れ

(5) 

る
べ
き
で
あ
る
。

診療契約強制J(応招義務)の系譜的・機能的再検討

2
ー

2
.
診
療
義
務
違
反
に
よ
る
損
害
賠
償
義
務
の
根
拠

と
こ
ろ
で
私
法
上
の
損
害
賠
償
義
務
の
根
拠
に
つ
い
て
の
最
近
の
学
説

は
、
以
下
の
よ
う
に
大
き
く
一
一
一
つ
に
分
け
ら
れ
る
。

(
1
)
医
師
法
第
一
九
条
第
一
項
は
医
師
に
対
す
る
公
法
上
の
義
務
で

あ
る
と
し
て
、

①
患
者
を
保
護
す
る
目
的
の
公
法
上
の
規
定
へ
の
義
務
違
反
が
あ
れ
ば
、

患
者
の
保
護
の
義
務
に
も
違
反
す
る
も
の
で
あ
り
、
医
師
に
過
失
ま
た
は

債
務
不
履
行
が
あ
る
も
の
と
一
応
の
推
定
を
し
、
反
証
の
な
い
か
ぎ
り
、

(6) 

医
師
の
民
事
責
任
を
認
め
る
。

②
診
療
義
務
違
反
が
過
失
と
な
る
か
否
か
は
、
患
者
の
生
命
・
健
康
に

対
す
る
具
体
的
危
険
発
生
が
予
見
可
能
で
あ
り
、
応
招
に
よ
る
結
果
の
回

(7) 

避
可
能
性
に
依
拠
し
て
、
個
別
具
体
的
に
判
断
す
る
。

③
正
当
事
由
に
よ
り
診
療
義
務
の
範
囲
を
画
し
、
こ
れ
が
な
く
診
療
を

拒
否
し
、
そ
の
結
果
患
者
に
損
害
が
生
じ
た
場
合
は
医
師
へ
の
損
害
賠
償

(8) 

請
求
権
を
認
め
る
。

④
診
療
拒
絶
に
関
す
る
正
当
事
由
の
判
断
は
、
医
療
機
関
側
の
事
情
、

患
者
の
事
情
、
医
療
環
境
(
医
療
制
度
の
現
状
・
地
域
の
医
療
施
設
格
差

(9) 

な
ど
)
を
総
合
的
に
判
断
し
て
決
定
す
る
。

①
救
急
告
示
病
院
に
対
す
る
社
会
の
期
待
な
ど
か
ら
し
て
、
救
急
患
者

へ
の
診
療
義
務
違
反
へ
の
サ
ン
ク
シ
ヨ
ン
は
加
重
さ
れ
、
診
療
拒
否
は
直

(
叩
)

ち
に
過
失
も
し
く
は
債
務
不
履
行
を
構
成
す
る
と
す
る
見
解
も
あ
る

(
2
)
医
師
法
第
一
九
条
第
一
項
の
診
療
義
務
は
患
者
の
健
康
権
の
存

在
(
憲
法
第
一
三
条
、
第
二
五
条
を
根
拠
と
す
る
)
を
前
提
と
し
て
、
同

権
利
の
保
護
の
た
め
に
設
定
さ
れ
た
医
師
の
義
務
で
あ
り
、
刑
法
犯
(
不

真
正
不
作
為
犯
)
の
理
論
か
ら
救
急
患
者
で
あ
る
こ
と
、
そ
の
と
き
診
療

を
な
し
う
る
の
は
そ
の
医
師
の
み
で
あ
る
こ
と
、
そ
の
医
師
が
診
療
す
れ

ば
救
助
が
容
易
に
可
能
で
あ
る
こ
と
、
患
者
が
現
に
医
師
の
前
に
き
て
い

る
こ
と
な
ど
の
諸
事
情
が
競
合
し
た
場
合
、
ご
く
例
外
的
に
診
療
拒
否
に

(
日
)

よ
る
医
師
の
不
法
行
為
責
任
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

(3)
公
法
上
の
み
な
ら
ず
、
私
法
上
も
生
命
・
身
体
、
健
康
な
ど
を

保
護
法
益
と
し
て
、
医
師
や
医
療
機
関
に
一
定
の
範
囲
で
不
法
行
為
が
成

立
す
る
前
提
と
し
て
の
応
招
義
務
が
、
条
理
上
発
生
す
る
と
考
え
ら
れ
て

(ロ)
い
る
。
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前
述
の
判
決

[
1
7
[
3
]
は
既
に
契
約
関
係
が
存
在
す
る
場
合
で
あ

り
、
す
く
な
く
と
も
医
師
が
診
療
を
行
っ
て
い
る
点
で
は
医
師
法
第
一
九

条
第
一
項
に
関
し
て
は
違
反
が
な
い
と
判
断
し
て
い
る
。
ま
た
判
決

[
2
]



石i1f'l'Eノート

に
関
し
て
は
診
療
拒
否
へ
の
正
当
事
由
を
認
め
診
療
義
務
違
反
が
な
か
っ

た
と
判
断
し
て
い
る
。
判
決

[
4
]
・
[
5
]
で
は
、
診
療
義
務
は
直
接
に

は
公
法
上
の
義
務
で
あ
り
、
そ
の
違
反
が
直
ち
に
民
事
上
の
責
任
に
結
び

つ
く
も
の
で
は
な
い
と
し
た
点
は
従
来
の
判
決
に
追
随
し
て
い
る
。
し
か

し
、
両
判
決
は
、
さ
ら
に
こ
れ
を
拡
大
的
に
解
釈
し
、
公
法
上
の
義
務
に

は
患
者
保
護
の
側
面
を
も
有
し
、
医
師
の
診
療
拒
否
に
よ
る
患
者
へ
の
損

害
が
あ
れ
ば
、
医
師
に
過
失
が
あ
る
と
い
う
一
応
の
推
定
が
な
さ
れ
、
医

師
の
側
で
診
療
矩
否
の
正
当
事
由
の
存
在
、
つ
ま
り
正
当
事
由
に
該
当
す

る
具
体
的
事
実
を
主
張
・
立
証
し
な
い
か
ぎ
り
‘
患
者
の
被
っ
た
損
害
を

医
師
は
賠
償
す
べ
き
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

2
1
3
.
診
療
契
約
の
強
制

判
例
を
見
る
限
り
で
は
、
診
療
契
約
の
強
制
に
関
し
て
判
断
し
た
も
の

は
な
い
。
こ
れ
は
現
実
の
訴
訟
で
は
診
療
義
務
が
争
点
と
な
る
の
が
既
に

医
師
患
者
間
の
診
療
契
約
上
に
お
け
る
事
案
と
救
急
患
者
の
場
合
に
限
ら

れ
て
い
る
た
め
で
あ
ろ
う
。
救
急
医
療
で
は
医
師
が
即
座
に
判
断
し
た
内

容
の
当
百
に
争
点
が
集
中
す
る
の
で
、
現
実
に
契
約
の
締
結
義
務
自
体
が

問
題
と
な
る
こ
と
は
あ
ま
り
な
い
の
で
あ
ろ
う
。

(
日
)

し
か
し
、
例
え
ば
、
エ
イ
ズ
患
者
に
対
す
る
診
療
拒
否
の
問
題
や
、
長

期
的
医
療
を
必
要
と
す
る
慢
性
疾
患
の
患
者
が
代
替
医
療
機
関
を
確
保
す

る
こ
と
が
困
難
な
場
合
、
損
害
賠
償
請
求
権
の
み
な
ら
ず
、
条
理
上
、
診

(
日
)

療
契
約
締
結
義
務
ま
で
肯
定
す
べ
き
場
合
も
考
え
ら
れ
る
。

以
上
の
問
題
を
一
般
化
す
れ
ば
、
私
的
自
治
の
制
限
と
し
て
の
契
約
強

制
の
一
環
と
い
う
こ
と
に
も
な
ろ
う
が
、
仮
に
医
師
に
診
療
契
約
の
締
結

義
務
を
認
め
た
と
し
て
、
医
師
が
こ
れ
を
履
行
し
な
い
場
合
、
医
療
契
約

(
日
)

が
強
制
執
行
に
な
じ
む
性
質
の
も
の
か
ど
う
か
は
疑
問
で
あ
る
。
現
実
に

医
師
に
対
し
て
直
接
医
療
を
強
制
す
る
こ
と
は
難
し
い
よ
う
に
思
え
る
。

(
凶
)

し
か
し
間
接
強
制
に
つ
い
て
は
理
論
的
に
は
可
能
で
あ
ろ
う
し
、
損
害
賠

償
が
可
能
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

北法52(4・156)1174 

2
4
.
病
院
の
診
療
義
務

判
決

[
4
]
・
[
5
]
に
お
い
て
は
、
医
療
法
を
根
拠
に
、
病
院
は
、
医

師
を
中
心
と
し
て
医
業
を
な
す
場
所
で
あ
り
、
傷
病
者
が
科
学
的
で
適
切

な
診
療
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
組
織
体
で
あ
り
、
そ
れ
が
医
療
提
供
の

主
体
的
場
所
と
な
っ
て
い
る
以
上
、
患
者
保
護
の
た
め
に
定
め
ら
れ
た
医

師
法
第
一
九
条
第
一
項
の
趣
旨
か
ら
す
れ
ば
、
病
院
も
医
師
と
同
様
に
診

療
義
務
を
負
う
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
と
判
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の

判
例
の
解
釈
に
反
対
す
る
学
説
は
な
く
、
ほ
ぼ
異
論
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。

し
か
し
、
私
見
で
は
以
下
の
点
で
こ
う
い
っ
た
見
解
に
対
し
て
疑
問
を

も
っ
。
第
一
に
、
病
院
の
診
療
義
務
の
根
拠
条
文
は
現
行
医
療
法
第
一
条
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の
五
で
あ
り
、
同
条
第
二
項
に
規
定
さ
れ
る
診
療
所
の
定
義
に
は
、
「
科

学
的
で
か
つ
適
正
な
診
療
を
受
け
る
」
な
ど
の
文
一
一
言
は
な
く
、
「
患
者
の

収
容
施
設
を
有
し
な
い
も
の
又
は
患
者
一
九
人
以
下
の
収
容
施
設
を
有
す

る
も
の
」
と
し
か
定
め
ら
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
(
脚
注

(
1
)
参
照
)

0

こ
の
こ
と
か
ら
、
病
院
の
診
療
義
務
を
根
拠
と
し
た
医
療
法
は
診
療
所
を

そ
の
射
程
に
含
ん
で
い
な
い
よ
う
に
も
解
釈
で
き
る
。
判
決
に
対
す
る
評

(
げ
)

釈
の
中
に
は
「
病
院
」
を
「
医
療
機
関
」
と
し
て
い
る
も
の
が
あ
り
、
そ

こ
で
は
診
療
義
務
の
内
容
が
個
人
開
業
医
と
総
合
病
院
で
は
異
な
る
と
さ

れ
て
い
る
。
し
か
し
、
診
療
に
関
す
る
内
容
の
程
度
に
お
け
る
義
務
に
つ

い
て
ま
で
医
師
法
第
一
九
条
第
一
項
が
踏
み
込
ん
で
い
る
と
は
思
え
ず
、

こ
の
点
に
つ
い
て
、
実
務
上
は
契
約
の
解
釈
や
不
法
行
為
に
お
け
る
注
意

義
務
の
認
定
で
解
決
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

(
同
)

第
二
に
、
医
療
機
関
の
管
理
者
に
つ
い
て
で
あ
る
。
医
療
法
第
一

O
条

は
医
療
機
関
の
管
理
者
を
医
師
ま
た
は
歯
科
医
師
に
限
定
し
て
い
る
。
し

た
が
っ
て
管
理
者
は
必
然
的
に
診
療
義
務
を
負
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
ゆ

え
、
管
理
者
に
診
療
義
務
を
負
わ
せ
る
こ
と
に
よ
り
結
果
的
に
医
療
機
関

に
診
療
義
務
を
拡
大
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。
と
こ
ろ
が
、
管
理
者
が

不
在
の
場
合
、
診
療
義
務
を
問
う
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
と
い
っ
た
不
都

合
が
で
て
く
る
。
こ
れ
は
医
師
法
第
一
九
条
第
一
項
の
解
釈
上
、
診
療
拒

否
の
正
当
事
由
と
な
り
得
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
病
院
の

場
合
は
ど
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
病
院
に
診
療
義
務

が
あ
り
な
が
ら
、
こ
れ
を
遂
行
す
る
主
体
(
医
師
)
が
い
な
い
場
合
の
義

務
違
反
の
法
的
主
体
は
病
院
に
あ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
い
な
か
っ
た
医
師

に
あ
る
の
か
。
少
な
く
と
も
医
師
法
第
一
九
条
第
一
項
に
は
こ
れ
に
関
す

る
規
定
は
な
い
。
不
在
の
医
師
は
「
診
察
治
療
の
求
」
を
受
け
て
い
な
い

か
ら
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
少
な
く
と
も
そ
の
医
師
の
違
反
を
一
九
条
で
問

う
こ
と
は
で
き
ま
い
。
も
ち
ろ
ん
契
約
関
係
が
存
在
す
れ
ば
こ
の
限
り
で

は
な
い
が
、
そ
の
場
合
に
は
あ
え
て
一
九
条
違
反
を
問
わ
な
く
と
も
解
決

の
方
法
は
あ
る
。
そ
こ
で
医
師
が
い
な
い
よ
う
な
場
合
、
病
院
の
診
療
義

務
違
反
を
問
い
、
つ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
判
決

[
5
]
の
よ
う
に
必

ず
し
も
医
師
が
診
察
の
求
め
を
拒
否
し
た
と
は
い
え
な
い
よ
う
な
場
合
、

医
師
に
そ
の
義
務
違
反
を
認
め
ず
、
病
院
に
そ
れ
を
認
め
る
と
す
れ
ば
、

法
律
構
成
は
か
な
り
複
雑
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。
以
上
の
点
を
解
決
す

る
方
法
と
し
て
は
医
師
法
第
一
九
条
第
一
項
を
診
療
義
務
の
根
拠
と
し
て

捉
え
る
の
で
は
な
く
、
「
民
法
上
の
診
療
義
務
」
と
し
て
の
法
理
を
確
立

し
た
方
が
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
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2
5
.
正
当
事
由

[
1
]
・
[
3
]
で
は
診
療
契
約
関
係
に
あ
り
そ
の
具
体
的
な
内
容
・
時

間
的
要
請
は
そ
の
医
師
の
判
断
に
委
ね
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
に
対
す
る
十
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分
な
証
拠
が
な
い
限
り
少
な
く
と
も
医
師
法
第
一
九
条
第
一
項
違
反
を
問

う
の
は
難
し
い
の
で
あ
ろ
う
。

[
2
]
で
は
、
医
療
機
関
の
性
質
(
高
次
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
)
よ

り
も
現
実
に
そ
の
時
点
で
治
療
を
行
っ
て
い
る
医
師
の
専
門
性
を
依
頼
し

た
医
師
の
そ
れ
と
を
比
較
検
討
し
、
こ
れ
が
依
頼
側
よ
り
も
専
門
性
に
乏

(
川
口
)

し
い
と
い
う
点
で
正
当
事
由
を
認
め
て
い
る
。
ま
た
そ
の
他
に
当
該
医
師

が
一
人
し
か
お
ら
ず
、
手
を
離
せ
な
い
他
の
患
者
の
診
療
に
従
事
し
て
い

た
こ
と
、
他
の
医
療
機
関
へ
の
搬
送
も
可
能
で
あ
っ
た
こ
と
も
挙
げ
ら
れ

(
初
)

ょ
う
。
し
か
し
、
急
患
で
あ
る
こ
と
や
夜
間
で
あ
る
点
に
つ
い
て
判
決
は

正
当
事
由
と
し
て
認
め
て
い
な
い
。

[
4
]
の
裁
判
例
で
正
当
事
由
が
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
理
由
と
し
て
、

診
療
時
間
中
で
専
門
医
で
あ
る
小
児
科
医
が
三
人
い
た
点
、
さ
ら
に
外
来

受
付
中
で
あ
っ
た
点
、
ベ
ッ
ド
が
満
床
と
い
え
ど
も
総
ベ
ッ
ド
数
か
ら
当

面
の
間
何
ら
か
の
収
容
方
法
が
可
能
で
あ
る
こ
と
、
地
域
に
お
い
て
も
が

救
急
告
示
病
院
で
小
児
科
の
診
療
が
可
能
な
唯
一
の
機
関
で
あ
る
こ
と
、

(
幻
)

患
者
の
病
状
の
緊
急
性
な
ど
の
事
情
が
挙
げ
ら
れ
る
。

正
当
事
由
の
存
否
を
判
断
す
る
場
合
、
診
療
行
為
の
内
容
・
程
度
に
関

し
て
ま
で
判
断
の
対
象
と
す
る
な
ら
そ
の
判
断
は
診
察
し
て
「
初
め
て
」

で
き
る
の
で
あ
り
、
こ
の
時
点
で
ま
ず
診
療
義
務
は
果
た
さ
れ
て
い
る
。

と
す
れ
ば
契
約
関
係
あ
る
い
は
不
法
行
為
の
問
題
と
し
て
解
決
で
き
る
問

題
と
な
る
。
こ
れ
は
医
師
B
の
救
急
車
内
で
の
医
行
為
に
対
し
て
診
療
契

約
が
成
立
し
た
の
か
ど
、
つ
か
の
間
題
に
つ
な
が
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は

B
の
行
為
に
よ
っ
て
既
に
診
療
契
約
が
成
立
し
た
と
判
断
す
る
の
は
無
理

(

n

)

(

幻
)

で
あ
る
と
す
る
考
え
方
と
契
約
な
い
し
は
類
似
の
関
係
が
成
立
し
た
と
す

る
考
え
方
に
、
学
説
は
意
見
が
分
か
れ
て
い
る
が
、
裁
判
所
の
判
断
は
契

約
成
立
を
認
め
て
い
な
い
と
し
て
い
る
点
で
は
一
致
し
て
い
る
。

私
見
は
、

B
医
師
が
た
と
え
数
分
と
い
え
ど
も
診
察
を
行
い
、
医
学
的

診
断
を
下
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
契
約
の
成
立
を
認
め
る
べ
き
で
あ
ろ
う

と
考
え
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
医
師
法
上
は
、
診
療
録
記
載
義
務
(
同
法

二
四
条
)
を
要
求
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
本
判
決
の
場
合
、
事
案
の
特

殊
性
が
反
映
さ
れ
て
い
る
と
推
測
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、

B
の
意
思
が
診
療

拒
否
に
あ
る
も
の
の

A
の
度
重
な
る
要
請
に
対
し
て
好
意
的
に
診
察
し
た

も
の
で
通
常
の
医
療
契
約
と
は
異
な
る
と
い
う
の
が
本
件
に
則
し
た
裁
判

所
の
判
断
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
判
断
は
民
事
訴
訟
上
、
事
件

の
特
殊
性
を
考
え
る
な
ら
首
肯
で
き
る
可
能
性
は
あ
る
が
、
医
療
契
約
に

関
す
る
民
事
上
の
成
立
と
医
師
法
上
の
義
務
が
整
合
し
な
く
な
る
可
能
性

が
出
て
く
る
こ
と
と
、
医
療
契
約
の
成
立
条
件
に
白
地
部
分
を
設
け
る
こ

と
に
な
る
の
で
望
ま
し
い
と
は
い
え
な
い
。

[
5
]
の
裁
判
例
が
正
当
事
由
を
否
定
し
た
要
因
と
し
て
、
第
二
次
救

急
医
療
機
関
で
第
三
次
救
急
患
者
と
い
う
重
篤
な
状
態
に
あ
っ
た
と
判
断

北法52(4・158)1176 
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(
別
)

さ
れ
た
こ
と
、
救
急
告
示
病
院
で
あ
り
そ
の
地
域
に
二
件
し
か
な
い
第
三

次
救
急
医
療
機
関
で
あ
っ
た
こ
と
、
事
故
当
時
、
外
科
医
師
が
在
院
し
て

い
た
こ
と
、
救
急
担
当
医
の
診
療
中
に
つ
い
て
も
医
師
が
一
一
名
い
る
こ

と
、
専
門
医
に
関
し
て
は
、
外
科
医
で
あ
れ
ば
よ
く
、
整
形
外
科
医
、
脳

外
科
医
の
専
門
性
ま
で
を
要
求
し
な
か
っ
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
逆
に

正
当
事
由
を
肯
定
す
べ
き
要
因
と
し
て
は
、
近
隣
自
治
体
に
お
け
る
第
一
一
一

(
お
)

次
救
急
医
療
機
関
の
存
在
が
一
応
考
え
う
る
。

し
か
し
、
本
件
で
は
被
告
が
外
科
医
師
の
勤
務
状
況
を
明
ら
か
に
し
な

い
こ
と
な
ど
を
含
め
十
分
な
抗
弁
を
行
っ
て
い
な
い
の
で
訴
訟
上
は
正
当

事
由
な
し
と
の
結
論
に
落
ち
着
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
裁
判
所
は
「
客

観
的
に
み
て
、
被
告
病
院
の
本
件
夜
間
救
急
担
当
医
師
は
、
本
件
管
制
室

の
本
件
連
絡
に
対
し
、
同
病
院
の
本
件
受
付
担
当
者
を
介
し
て
、
亡

A
の

受
入
れ
(
診
療
)
を
拒
否
し
た
(
以
下
、
本
件
診
療
拒
否
と
い
う
。
)
と

い
わ
ざ
る
を
得
な
い
」
と
し
て
い
る
が
、
担
当
医
師
の
意
思
で
診
療
を
拒

ん
だ
と
医
師
法
第
一
九
条
第
一
項
の
趣
旨
か
ら
判
断
し
て
い
る
の
で
あ
ろ

う
か
。
む
し
ろ
民
事
上
の
責
任
か
ら
判
断
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ

の
よ
う
に
診
療
義
務
と
は
直
接
関
係
の
な
い
病
院
事
務
職
の
連
絡
体
制
上

の
不
備
を
し
て
医
師
法
違
反
と
す
る
の
は
疑
問
で
あ
ろ
う
。
正
当
事
由
の

判
断
は
そ
れ
が
問
わ
れ
て
い
る
医
師
個
人
の
責
任
と
し
て
判
断
す
べ
き
で

あ
ろ
う
。

次
に
、
正
当
事
由
の
有
無
を
判
断
す
る
に
あ
た
っ
て
、
二
次
医
療
機
関

の
医
学
的
判
断
を
ど
の
よ
う
に
裁
判
所
が
扱
っ
て
い
る
の
か
も
疑
問
で
あ

(
お
)

る
。
コ
一
次
医
療
機
関
の
正
当
事
由
を
判
断
す
る
前
提
と
し
て
、
こ
れ
に
転

送
し
た
医
療
機
関
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
そ
の
転
送
し
た
医
学
的
理
由
の

正
当
性
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
少
な
く
と
も
こ
の
転
送
が
法
的
に
相

当
で
あ
る
こ
と
を
判
断
し
た
上
で
、
三
次
医
療
機
関
の
法
的
責
任
を
判
断

す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
な
い
と
構
造
的
に
転
送
先
の
医
療
機
関
の
み

が
責
任
を
負
い
、
転
送
し
た
医
療
機
関
の
責
任
は
問
わ
れ
な
い
こ
と
に
な

る
。
こ
れ
で
は
、
損
害
の
公
平
な
分
担
の
見
地
か
ら
妥
当
な
結
果
は
得
ら

れ
な
い
と
考
え
る
。

3
.
若
干
の
検
討

判
例
法
理
上
は
公
法
・
私
法
二
元
論
的
な
判
断
か
ら
、
公
法
上
の
目
的

つ
ま
り
患
者
の
保
護
を
理
由
に
、
こ
れ
に
私
法
上
の
責
任
を
公
法
上
の
違

法
行
為
か
ら
間
接
的
に
援
用
す
る
判
断
に
変
わ
っ
て
き
つ
つ
あ
る
と
い
え

よ
う
。
し
か
し
、
そ
の
射
程
に
関
し
て
は
、
私
見
は
一
般
的
に
応
招
義
務

を
認
容
し
よ
う
と
す
る
学
説
と
意
見
を
異
に
す
る
。
ま
ず
、
診
療
義
務
が

肯
定
さ
れ
た
具
体
的
事
例
は
、
契
約
関
係
の
な
い
救
急
患
者
の
治
療
の
求

め
に
関
し
て
の
判
断
で
あ
る
。
し
か
も
当
該
患
者
に
つ
い
て
は
、
既
に
第

jヒ法52(4 .159) 1177 
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一
医
師
の
診
察
・
治
療
を
受
け
、
さ
ら
に
高
次
の
医
療
で
な
け
れ
ば
救
急

救
命
の
目
的
を
達
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
医
学
的
判
断
が
な
さ
れ
て

い
る
。
(
た
だ
し
、
第
一
医
師
の
医
学
的
判
断
の
成
否
に
対
す
る
法
的
検

討
は
本
事
案
で
は
な
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
第
一
医
師
で
は
十
分

な
医
療
を
施
す
v

」
と
が
で
き
ず
被
告
医
療
機
関
に
お
け
る
診
療
が
本
当
に

必
要
不
可
欠
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
、
被
告
の
診
療
義
務
の
発
生
要
件
と

し
て
重
要
な
争
点
と
す
る
べ
き
問
題
で
あ
る
。
こ
れ
を
な
お
ざ
り
に
し
て

い
る
点
は
疑
問
で
あ
る
と
し
た
上
で
、
第
一
医
師
の
判
断
が
正
し
い
と
い

う
前
提
の
も
と
に
以
下
は
論
を
進
め
て
い
く
。
)
こ
の
た
め
、
第
一
医
師

が
自
ら
被
告
医
療
機
関
に
直
接
依
頼
し
、
さ
ら
に
は
救
急
救
命
体
制
を
通

じ
て
依
頼
す
る
こ
と
に
よ
り
、
患
者
の
生
命
の
保
全
を
図
ろ
う
と
し
て
い

た
に
も
か
か
わ
ら
ず
こ
れ
を
被
告
が
拒
絶
し
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
医

学
的
判
断
に
基
づ
い
た
救
急
救
命
体
制
か
ら
の
い
わ
ば
公
的
要
請
に
対
し

て
、
こ
れ
を
被
告
医
療
機
関
が
拒
ん
だ
こ
と
に
対
す
る
裁
判
所
の
判
断
な

の
で
あ
る
。
こ
こ
で
い
う
公
的
要
請
と
は
「
診
療
の
求
」
を
よ
り
客
観
化

し
た
訴
訟
実
務
上
の
証
拠
と
し
て
採
用
さ
れ
る
基
準
と
考
え
て
も
よ
い
。

昭
和
五
八
年
名
古
屋
地
裁
の
事
案
は
、
救
急
救
命
体
制
か
ら
の
公
的
要

請
で
は
あ
っ
た
が
、
心
臓
病
の
患
者
に
対
す
る
診
察
・
治
療
を
求
め
た
側

(
内
科
医
)
よ
り
も
診
療
拒
否
し
た
側
が
当
該
疾
患
に
対
す
る
専
門
性
が

低
い
(
外
科
医
)
場
合
で
あ
り
、
こ
れ
を
認
め
る
と
す
る
と
救
急
救
命
の

合
理
的
目
的
そ
の
も
の
に
反
す
る
こ
と
に
も
な
る
。

判
例
法
理
か
ら
は
医
師
法
第
一
九
条
第
一
項
の
目
的
は
現
在
の
と
こ
ろ

救
急
救
命
に
の
み
限
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
が
公
法
的
規
律
に
と
ど
ま
ら
ず
、

救
急
救
命
で
は
私
法
上
の
法
益
を
保
護
す
る
形
で
具
体
化
さ
れ
る
と
い
っ

て
差
し
支
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

jじit52(4・160)1178

(
1
)
医
療
法
第
一
条
の
五
H

こ
の
法
律
に
お
い
て
、
「
病
院
」
と
は
、

医
師
又
は
歯
科
医
師
が
、
公
衆
又
は
特
定
多
数
人
の
た
め
医
業
又

は
歯
科
医
業
を
行
う
場
所
で
あ
っ
て
、
患
者
二

O
人
以
上
の
収
容

施
設
を
有
す
る
も
の
を
い
う
。
病
院
は
、
傷
病
者
が
、
科
学
的
で

か
つ
適
正
な
診
療
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
使
宜
を
与
え
る
こ
と

を
主
た
る
目
的
と
し
て
組
織
さ
れ
、
か
っ
、
運
営
さ
れ
る
も
の
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

同
条
第
二
項
H
こ
の
法
律
に
お
い
て
、
「
診
療
所
」
と
は
、
医
師

又
は
歯
科
医
師
が
、
公
衆
又
は
特
定
多
数
人
の
た
め
医
業
又
は
歯

科
医
業
を
行
う
場
所
で
あ
っ
て
、
患
者
の
収
容
施
設
を
有
し
な
い

も
の
又
は
患
者
一
九
人
以
下
の
収
容
施
設
を
有
す
る
も
の
を
い
う
。

(
2
)
美
濃
部
達
士
口
「
行
政
上
よ
り
見
た
る
医
師
不
応
招
問
題
」
『
法
律

新
聞
』
一

O
四
七
号
(
一
九
一
五
年
)
六
l
七
頁
、
野
田
寛
『
医

事
法
(
上
)
』
(
青
林
書
院
、
一
九
七
四
年
)
一
一
一
頁
、
手
島
豊

「
第
三
次
救
急
医
療
機
関
で
あ
る
私
立
病
院
が
交
通
事
故
に
よ
り



診療契約強制(応招義務)の系譜的・機能的再検討

受
傷
し
た
救
急
患
者
の
治
療
を
拒
否
し
そ
の
後
患
者
が
死
亡
し
た

場
合
に
お
い
て
、
診
療
拒
否
に
正
当
事
由
が
な
い
と
し
て
市
に
不

法
行
為
責
任
が
認
め
ら
れ
た
事
例
」
「
判
時
』
一
四
七
九
号
(
一
九

九
四
年
)
二
O
二
呉
、
磯
崎
辰
五
郎
H
高
島
学
司
『
医
事
・
衛
生

法
(
新
版
)
』
(
有
斐
閣
、
一
九
七
九
年
)
二
O
O
頁
。
(
た
だ
し
、

「
患
者
」
の
請
求
権
と
し
て
で
は
な
く
「
依
頼
者
」
の
そ
れ
と
し

て
記
し
て
あ
る
)
、
金
川
琢
雄
『
現
代
医
事
法
学
』
改
訂
第
二
版
(
金

原
出
版
、
一
九
九
五
年
)
三
人
頁
。

(3)
唄
孝
一
『
医
事
法
学
へ
の
歩
み
』
(
岩
波
書
居
、
一
九
七
O
年
)

三
O
七
頁
、
=
一
七
五
頁
。

(4)
野
田
・
前
掲
書
、
金
沢
文
雄
「
医
師
の
応
招
義
務
と
刑
事
責
任
」

『
法
律
時
報
』
四
七
巻
一
O
号
(
一
九
七
五
年
)
二
一
六
頁
、
大
谷

賓
『
医
療
行
為
と
法
(
新
版
補
正
第
2
版
)
」
(
弘
文
堂
、
一
九
九

九
年
)
コ
一
九
頁
以
下
な
ど
)
。

(
5
)
手
島
・
前
掲
論
文
二
O
一
頁
。

(
6
)
加
藤
一
郎
『
注
釈
民
法
(
一
九
)
』
一
五
三
頁
。

(
7
)
加
藤
一
郎
日
森
島
昭
夫
編
「
医
療
と
人
権
医
師
と
患
者
の
よ

り
よ
い
関
係
を
求
め
て
』
(
有
斐
閣
、
一
九
八
四
年
)
(
平
林
勝
政

執
筆
部
分
)
六
五
頁
。

(8)
山
田
卓
生
「
救
急
病
院
の
診
療
拒
否
と
不
法
行
為
責
任
」
『
ジ
ユ

リ
ス
ト
』
八
七
三
号
(
一
九
八
六
年
)
九
O
頁
。

(
9
)
野
田
・
前
掲
書
一
一
一
頁
。

(
叩
)
新
美
育
文
「
救
急
医
療
」
『
判
タ
」
六
八
八
号
(
一
九
八
九
年
)

一一一一

l

一
二
三
頁
。
同
趣
旨
の
も
の
と
し
て
山
口
忍
「
医
療
契

約
上
の
問
題
」
山
口
和
男
H

林
豊
一
編
『
医
療
過
誤
現
代
民
事
裁
判

の
課
題
⑨
』
(
新
日
本
法
規
出
版
、
一
九
九
一
年
)
一
O
三
頁
、
一

O
八
頁
。

(
日
)
金
沢
・
前
掲
論
文
三
九
頁
、
野
田
寛
「
救
急
病
院
の
診
療
拒
否

等
に
つ
き
債
務
不
履
行
・
不
法
行
為
責
任
が
否
定
さ
れ
た
事
例
」

『
法
律
時
報
』
五
六
巻
九
号
(
一
九
八
四
年
)
一
二
三
ー
!
一
一
一
四

頁。

(
ロ
)
中
村
哲
「
救
急
医
療
を
巡
る
法
律
問
題
に
つ
い
て
」
『
判
タ
』
九

四
O
号
(
一
九
九
七
年
)
二
六
頁
。

(
日
)
丸
山
英
二
「
医
療
現
場
で
の
エ
イ
ズ
を
め
ぐ
る
法
律
問
題
」
『
ジ
エ

リ
ス
ト
』
一
O
三
五
号
(
一
九
九
三
年
)
一
八
頁
。

(
日
)
中
村
・
前
掲
論
文
三
五
頁
。

(
日
)
手
島
・
前
掲
論
文
二
O
二
頁
。

(
凶
)
前
田
達
明
「
医
療
契
約
に
つ
い
て
」
京
都
大
学
法
学
部
百
周
年

記
念
論
文
集
刊
行
委
員
会
編
『
京
都
大
学
法
学
部
百
周
年
記
念
論

文
集
第
三
巻
』
(
有
斐
閣
、
一
九
九
九
年
)
一
一
八
頁
。

(
げ
)
加
藤
智
章
「
救
急
患
者
診
療
拒
否
損
害
賠
償
請
求
事
件
」
『
賃
金

と
社
会
保
障
』
一
O
一
一
号
(
一
九
八
九
年
)
一
一
一
O
l
一
一
一
一
頁
。

(
凶
)
医
療
法
第
一
O
条
H

病
院
又
は
診
療
所
の
開
設
者
は
、
そ
の
病

院
又
は
診
療
所
が
医
業
を
な
す
も
の
で
あ
る
場
合
は
医
師
に
、
歯

科
医
業
を
な
す
も
の
で
あ
る
場
合
は
歯
科
医
師
に
、
こ
れ
を
管
理

さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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(
日
)
田
畑
豊
「
甲
救
急
告
示
病
院
の
高
齢
心
臓
病
の
救
急
患
者
に
対

す
る
夜
間
入
院
診
療
の
拒
否
及
び
こ
の
間
の
乙
医
院
医
師
診
療
・

入
院
拒
否
に
つ
き
、
い
ず
れ
も
債
務
不
履
行
及
び
不
法
行
為
責
任

が
否
定
さ
れ
た
事
例
」
『
季
刊
実
務
民
事
法
』

7
号
(
一
九
八
四

年
)
一
九
九
頁
。

(
却
)
野
田
寛
「
救
急
病
院
の
診
療
拒
否
等
に
つ
き
債
務
不
履
行
・
不

法
行
為
が
否
認
さ
れ
た
事
例
」
『
法
律
時
報
』
五
六
巻
九
号
(
一

九
八
四
年
)
一
二
四
頁
。

(
幻
)
田
上
富
信
「
救
急
患
者
の
受
入
れ
拒
否
と
医
療
機
関
の
民
事
責

任
」
『
判
時
』
一
二
三
九
号
(
判
例
評
論
三
四
三
)
(
一
九
八
七
年
)

一
八
七
頁
、
菅
野
耕
毅
「
救
急
患
者
の
入
院
治
療
の
拒
否
と
病
院

の
民
事
責
任
」
『
年
報
医
事
法
学
』

3
号
、
一
九
八
八
年
)
一
一
一

八
i
一
一
一
一
一
一
頁
、
加
藤
知
日
明
・
前
掲
論
文
一
一
一
O
l
三
四
頁
。

(
辺
)
田
上
・
同
書
一
八
八
頁
。

(
お
)
加
藤
智
章
・
前
掲
論
文
三
一
頁
。

(M)
第
二
次
救
急
医
療
体
制
H
救
急
医
療
体
制
の
問
題
点
の
一
つ
は
、

休
日
、
夜
間
に
お
い
て
重
症
患
者
を
処
置
す
る
第
二
次
救
急
医
療

施
設
に
お
け
る
診
療
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
あ
る
。

医
療
施
設
が
休
日
夜
間
に
お
い
て
機
能
す
る
た
め
に
は
、
主
要
な

診
療
科
の
医
師
を
は
じ
め
看
護
婦
そ
の
他
医
療
従
事
者
が
当
直
体

制
を
と
る
必
要
が
あ
る
が
、
個
々
の
病
院
ご
と
に
そ
の
よ
う
な
体

制
を
つ
く
る
こ
と
は
お
の
ず
か
ら
限
界
が
あ
る
た
め
、
一
定
の

地
域
内
に
お
い
て
救
急
告
示
医
療
施
設
を
含
め
た
病
院
群
が
共
同

連
帯
し
て
休
日
e

夜
間
に
お
け
る
診
療
体
制
を
整
え
る
方
策
を
と

る
こ
と
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
二
疋
の
地
域
と
し
て
は
、
原
則
と

し
て
広
域
市
町
村
圏
等
を
単
位
と
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
り
、
当

該
圏
域
内
に
所
在
す
る
園
、
公
、
私
立
の
医
療
施
設
の
協
力
に
よ
っ

て
輪
番
制
を
と
る
と
か
、
あ
る
い
は
、
医
師
会
立
病
院
の
共
同
利

用
方
式
を
と
る
等
の
地
域
の
実
態
に
則
し
た
体
制
を
実
施
す
る
場

合
に
所
要
の
助
成
を
行
う
こ
と
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

第
三
次
救
急
医
療
体
制
H
救
命
救
急
セ
ン
タ
ー
は
、
脳
卒
中
、

心
筋
梗
塞
、
頭
部
外
傷
等
で
重
篤
な
救
急
患
者
を
確
実
に
受
け
入

れ
る
こ
と
の
で
き
る
高
度
な
診
療
機
能
を
有
す
る
二
四
時
間
体
制

の
医
療
施
設
で
あ
る
。
救
命
救
急
セ
ン
タ
ー
に
つ
い
て
は
、
昭
和

五
一
二
九
七
六
)
年
度
か
ら
整
備
を
行
っ
て
い
る
が
、
昭
和
五

二
(
一
九
七
七
)
年
度
に
お
い
て
は
、
内
容
改
善
を
図
る
と
と
も

に
計
画
的
な
整
備
の
促
進
を
図
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
(
昭
和

五
二
(
一
九
七
七
)
年
七
月
六
日
医
発
第
六
九
一
号
各
都
道

府
県
知
事
あ
て
厚
生
省
医
務
局
長
通
知
)
吉
司
込
者
5
2
-
B
F垣・明。.

」
ミ
ボ
斗
岡
山
F
O
ロ『
2
P包
玄
ミ
円
|
色
。

n玲
E
5
-
n開
口
玄
。
口
開
H
円切
znEhw

U
F
-
0
0間
H門リ。
Z
吋
間

Z
叶
出
品
昨
印

Y
由
。
。
開
H
Z
O岡
山
富
〉
「
待
国
内
開
J

べ者
c
m
U
H

E凶
E
Z
O
H
ニ
当
、
菊
池
馨
実
「
救
急
患
者
の
診
療
拒
否
と
病
院

側
の
損
害
賠
償
責
任
」
『
賃
金
と
社
会
保
障
』
一
一
一
一
九
号
(
一
九

九
四
年
)
コ
一
六
頁
参
照
。

(
お
)
菊
池
・
前
掲
論
文
一
一
一
八
四
O
頁
、
斎
藤
隆
「
重
篤
救
急
患
者

に
た
め
の
第
三
次
医
療
機
関
で
あ
る
市
立
病
院
が
交
通
事
故
の
被

北法52(4・162)1180 
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害
者
の
受
入
れ
を
拒
否
し
た
こ
と
に
つ
い
て
正
当
事
由
の
存
在
を

肯
認
し
得
な
い
と
し
て
不
法
行
為
に
基
づ
く
損
害
賠
償
責
任
が
認

め
ら
れ
た
事
例
」
『
判
タ
』
八
五
二
(
一
九
九
四
年
)
九
五
頁
、

岡
林
伸
幸
「
救
急
医
療
機
関
の
診
療
拒
否
と
不
法
行
為
責
任
」
『
名

城
法
学
』
四
回
巻
一
号
(
一
九
九
四
年
)
二
七
O
頁
、
手
島
・
前

掲
論
文
一
九
九
l
二
O
O
頁。

(
お
)
東
海
林
邦
彦
「
医
療
過
誤
民
事
判
例
を
め
ぐ
る
問
題
点
の
多
角

的
検
討
』
(
課
題
番
号
O
八
四
五
二

O
O
五
)
科
学
研
究
費
補
助

金
(
基
盤
研
究

(
B
)
(
2
)
)
研
究
成
果
報
告
書
(
一
九
九
八
年
)

二
三
八
|
二
三
九
頁
{
中
村
哲
発
言
部
分
]
。

百

多
面
的
検
討

以
下
で
は
、
学
説
の
み
な
ら
ず
こ
の
問
題
を
多
面
的
に
検
討
し
て
い
き

た
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
応
招
義
務
に
関
す
る
従
来
の
検
討
が
法
学
に
特
化
し

医
療
実
務
の
現
状
を
十
分
に
把
握
し
て
な
さ
れ
て
き
て
い
な
い
と
考
え
る

か
ら
で
あ
る
。

診
療
義
務
に
関
す
る
学
説
は
、
従
来
、
私
法
上
の
問
題
点
と
刑
法
上
の

問
題
の
大
き
く
二
つ
に
分
け
ら
れ
て
検
討
さ
れ
て
い
る
。
本
章
で
は
そ
の

視
点
を
保
ち
つ
つ
、
ま
ず
、
診
療
義
務
が
定
め
ら
れ
て
い
る
医
師
法
に
視

点
を
向
け
、
そ
の
条
文
解
釈
を
行
い
、
こ
れ
が
行
政
罰
と
し
て
適
用
さ
れ

う
る
医
師
法
第
七
条
(
免
許
の
取
消
等
)
に
該
当
す
る
か
実
質
的
判
断
を

行
う
医
道
審
議
会
(
同
条
第
四
項
お
よ
び
同
法
第
二
五
条
)
に
も
目
を
向

け
そ
の
処
分
の
実
態
に
つ
い
て
も
若
干
の
検
討
を
行
う
。
そ
れ
と
と
も
に

医
師
側
の
診
療
義
務
に
関
す
る
認
識
や
意
'
見
お
よ
び
行
政
指
導
に
対
す
る

実
態
を
紹
介
す
る
。
次
に
刑
法
上
の
問
題
に
つ
い
て
触
れ
、
最
後
に
私
法

上
の
問
題
を
取
り
上
げ
る
。
私
法
上
の
問
題
と
し
て
は
、
ま
ず
、
診
療
契

約
関
係
の
有
無
に
お
け
る
診
療
義
務
の
相
違
に
つ
い
て
考
察
し
、
契
約
強

制
の
問
題
へ
と
論
を
進
め
た
い
。
契
約
強
制
で
は
、
電
気
・
ガ
ス
事
業
な

ど
の
契
約
強
制
と
の
相
違
点
を
あ
げ
、
医
療
に
お
け
る
実
際
の
患
者
の
支

払
義
務
に
つ
い
て
述
べ
、
比
較
法
的
紹
介
を
行
い
、
救
急
救
命
義
務
と
診

療
義
務
の
関
係
に
言
及
し
た
上
で
、
強
制
さ
れ
る
診
療
内
容
の
範
囲
に
つ

い
て
考
え
、
現
在
ま
で
論
じ
ら
れ
た
問
題
点
を
再
検
討
し
て
み
た
い
。

1
・
医
療
界
に
お
け
る
医
師
法
第
一
九
条
第
一
項
に
関
す
る

認
識

診
療
義
務
は
医
師
に
と
っ
て
現
実
に
何
ら
か
の
意
味
で
負
担
な
い
し
行

為
規
範
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
医
師
が
ど
の
よ
う
な

場
合
に
こ
れ
を
意
識
し
て
い
る
か
に
つ
い
て
具
体
的
に
紹
介
す
る
。

ま
ず
、
診
療
義
務
に
対
す
る
意
識
と
し
て
「
医
師
法
一
九
条
(
応
招
義

~U去52(4 ・ 163)1181 
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務
)
の
賛
否
」
に
つ
い
て
医
師
二
五
八
名
、
歯
科
医
師
一
七
七
名
(
合
計

(
l
)
 

四
三
五
名
)
に
ア
ン
ケ
ー
ト
し
た
デ
ー
タ
が
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
「
再

検
討
す
べ
き
」
で
あ
る
と
す
る
も
の
が
四
九
パ
ー
セ
ン
ト
、
「
遵
守
す
べ

き
」
で
あ
る
と
す
る
も
の
が
四
O
パ
ー
セ
ン
ト
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
注

目
し
た
い
。
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
患
者
を
診
療
拒
否
し
た
い
か
と
い
う

聞
い
に
は
「
非
常
識
、
マ
ナ
l
の
悪
い
患
者
、
泥
酔
者
や
専
門
外
の
複
雑

な
処
置
の
患
者
、
理
解
力
が
欠
如
し
て
い
る
、
過
去
に
指
示
を
守
ら
な
か
っ

た
、
過
去
に
診
療
方
法
に
疑
義
を
表
し
た
、
飲
酒
者
や
他
人
に
迷
惑
を
か

け
る
患
者
、
専
門
外
の
患
者
、
指
示
や
説
明
・
予
約
を
守
ら
な
い
患
者
」

を
挙
げ
て
い
る
。

次
に
診
療
義
務
を
意
識
し
て
患
者
の
求
め
を
不
承
不
承
応
じ
て
い
る

ケ
l
ス
や
逆
に
こ
れ
を
断
っ
て
い
る
ケ
l
ス
を
挙
げ
て
み
よ
う
。

[
事
例
1
]
地
方
都
市
の
開
業
医
の
ケ

i
ス
。
午
前
O
時
過
ぎ
に
以
下

の
よ
う
な
電
話
を
受
け
た
。
「

O
O市
か
ら
彼
女
が
来
て
い
る
の
だ
が
、

扇
桃
腺
が
腫
れ
て
苦
し
い
と
言
っ
て
い
る
の
で
診
て
も
ら
え
な
い
た
ろ
う

か
つ
」
症
状
は
七
日
前
か
ら
と
い
う
。
一
応
診
な
い
と
い
と
わ
か
ら
な
い

の
で
こ
れ
を
応
需
す
る
。
実
際
に
来
院
し
た
患
者
の
全
身
状
態
に
は
異
常

は
な
く
、
治
療
に
緊
急
性
は
な
い
。
ま
た
保
険
証
を
持
参
し
て
お
ら
ず
、

「
お
金
が
全
然
あ
り
ま
せ
ん
。
と
に
か
く
の
ど
が
痛
い
の
で
診
て
く
だ
さ

い
」
と
訴
え
、
「
保
険
は
使
わ
ず
自
費
払
い
で
い
い
で
す
。

0
0円
で
す

ね
。
来
月
必
ず
持
っ
て
き
ま
す
」
と
支
払
の
意
思
を
明
示
す
る
。
医
師
は

診
察
し
て
一
日
分
の
処
方
を
し
た
。
「
ぼ
っ
た
く
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い

と
思
い
、
処
方
を
最
小
限
に
し
た
。
そ
の
後
、
音
沙
汰
な
し
。
大
き
な
金

額
で
は
な
い
の
で
、
大
袈
裟
に
す
る
つ
も
り
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
こ
の
よ

う
な
場
合
に
は
、
応
招
義
務
と
の
兼
ね
合
い
は
ど
う
な
る
の
だ
ろ
う
か
」

と
い
う
疑
問
で
あ
る
。

[
事
例
2
]
地
方
市
立
病
院
外
科
医
長
の
宿
直
中
の
経
験
。
①
風
邪
で

体
温
摂
氏
三
八
度
の
三
O
歳
男
性
か
ら
の
電
話
。
「
苦
し
い
の
で
往
診
し

て
欲
し
い
、
腰
痛
も
あ
る
o
」
②
「
疲
れ
た
の
で
往
診
し
て
く
れ
、
ビ
タ

ミ
ン
剤
を
注
射
し
て
欲
し
い
。
」
③
妊
婦
か
ら
胎
動
が
な
い
こ
と
を
理
由

の
診
療
依
頼
。
④
乳
児
の
一
時
間
以
上
も
夜
鳴
き
し
て
い
る
の
で
往
診
し

て
欲
し
い
。
⑤
高
齢
者
が
生
唾
を
吐
い
て
い
る
の
で
往
診
し
て
欲
し
い
。

⑤
首
を
吊
っ
た
家
人
を
発
見
し
こ
れ
を
降
ろ
し
た
が
、
既
に
冷
た
く
な
っ

て
い
る
(
死
体
検
案
の
依
頼
)
。
こ
れ
ら
は
全
て
夜
間
の
依
頼
で
あ
り
、

そ
の
時
病
院
の
宿
直
は
そ
の
医
師
が
た
だ
ひ
と
り
の
場
合
で
あ
っ
た
の
で

拒
否
し
た
と
い
う
。

[
事
例
3
]
医
療
費
の
未
払
い
に
つ
い
て
。
産
婦
人
科
ク
リ
ニ
ッ
ク
を

開
業
す
る
医
師
が
医
療
費
の
未
払
い
に
関
し
て
、
次
の
よ
う
な
経
験
談
を

(2) 

披
露
し
て
い
る
。

切
迫
早
産
で
入
院
歴
も
あ
る
患
者
が
、
そ
の
と
き
の
入
院
費
約
五
万
円

北j去52(4・164)1182 



と
、
今
回
の
分
娩
費
約
三

O
万
円
、
こ
れ
ら
の
利
子
も
合
わ
せ
て
四
O
万

円
近
く
が
未
納
だ
と
い
う
。
本
人
は
虚
言
癖
の
あ
る
未
婚
の
母
で
あ
る
。

そ
の
実
母
を
保
証
人
に
し
た
が
、
こ
ち
ら
も
電
話
、
督
促
状
を
一
切
無
視

し
て
い
る
。
裁
判
所
で
手
続
き
を
し
て
差
押
を
行
い
に
自
宅
へ
行
っ
た
が
、

対
象
物
が
な
く
支
払
は
宙
に
浮
い
た
状
態
と
の
こ
と
で
あ
る
。

[
事
例

4
]
航
空
機
搭
乗
中
の
救
急
処
置
に
お
け
る
医
師
の
責
任
保
障

(3) 

に
つ
い
て
。

診療契約強制J(応招義務)の系譜的・機能的再検討

航
空
機
に
搭
乗
中
、
医
療
処
置
を
要
請
さ
れ
る
ケ
l
ス
は
珍
し
く
な
い

が
、
そ
の
場
合
の
医
師
の
医
療
責
任
を
航
空
会
社
は
保
障
し
て
い
る
と
は

限
ら
な
い
。
毎
年
、
航
空
機
内
で
約
二
五

O
O
人
も
の
乗
客
が
死
亡
し
て

お
り
、
こ
れ
は
墜
落
に
よ
る
死
亡
者
数
と
比
べ
て
二
五
倍
も
多
い
数
字
で

あ
る
。し
か
し
、
機
内
放
送
で
医
師
の
援
助
が
求
め
ら
れ
た
場
合
の
対
応
は
、

今
ひ
と
つ
の
面
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
医
療
過
誤
訴
訟
が
異
常
な
ま
で
に

多
い
米
国
で
は
、
こ
う
し
た
機
内
放
送
に
よ
る
援
助
要
請
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
座
席
に
深
く
身
を
沈
め
た
ま
ま
の
医
師
が
多
い
と
い
う
。
(
中
略
)

英
国
航
空
だ
け
で
も
一
九
九
七
年
に
救
急
医
療
を
必
要
と
す
る
事
態
が
三

0
0
0
件
以
上
報
告
さ
れ
、
実
際
に
医
師
が
機
内
で
応
急
処
置
を
施
行
し

た
の
は
、
九
四
一
件
に
及
ん
で
い
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
の
医
療
過
誤
責

任
に
つ
い
て
保
障
す
る
と
し
た
航
空
会
社
は
、
エ
ー
ル
フ
ラ
ン
ス
、
ル
フ

ト
ハ
ン
ザ
、
ブ
リ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
・
エ
ア
ウ
エ
イ
ズ
な
ど
、
保
障
し
な
い
と

し
た
会
社
は
ア
メ
リ
カ
・
ウ
エ
ス
ト
、
全
日
本
空
輸
、
中
華
航
空
、
そ
の

他
米
国
系
の
会
社
の
ほ
と
ん
ど
が
回
答
し
な
か
っ
た
と
い
う
。

以
上
の
よ
う
に
医
師
法
第
一
九
条
第
一
項
に
関
し
て
は
、
医
師
は
相
当

意
識
(
た
だ
し
、
[
事
例

4
]
に
関
し
て
は
除
く
)
し
て
お
り
、
そ
の
規

定
の
目
的
を
果
た
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
同
法
の
趣
旨
は
こ

の
よ
う
な
患
者
の
求
め
の
場
合
に
ま
で
本
来
適
用
す
べ
き
な
の
で
あ
ろ
う

か
。
正
当
事
由
の
基
準
が
な
い
た
め
不
確
定
要
素
が
常
に
つ
き
ま
と
い
、

実
際
に
は
多
く
の
医
師
に
と
っ
て
負
担
と
な
っ
て
い
る
可
能
性
も
否
定
で

き
な
い
。

2
.
診
療
義
務
の
医
師
法
上
の
問
題
点

2
1
1
.
診
療
義
務
の
解
釈

(
1
)
「
診
療
に
従
事
す
る
医
師
」

従
来
か
ら
学
説
上
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
よ
う
だ
が
、
ま
ず
、
診
療
に
従

事
す
る
医
師
の
範
囲
に
つ
い
て
述
べ
た
い
。
沿
革
的
に
は
診
療
義
務
は
全

て
の
医
師
が
そ
の
対
象
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
医
師
の
絶
対
数
が
少
な
い
こ

と
、
臨
床
を
行
わ
ず
研
究
の
み
の
医
師
が
い
な
か
っ
た
あ
る
い
は
極
め
て

少
な
か
っ
た
時
代
で
あ
れ
ば
、
当
然
で
あ
ろ
う
。
次
に
警
察
犯
処
罰
令
に
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お
い
て
「
開
業
の
医
師
」
と
限
定
し
た
理
由
は
、
勤
務
医
の
存
在
が
少
な

く
、
そ
の
多
く
が
開
業
医
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
法
の
性
質

上
よ
り
限
定
的
に
医
師
の
範
囲
を
制
限
し
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
し
か

し
、
勤
務
医
も
増
え
、
戦
争
と
い
う
も
っ
と
も
医
師
を
必
要
と
す
る
社
会

情
勢
に
お
い
て
は
、
少
し
で
も
臨
床
を
行
う
医
師
に
診
療
義
務
を
課
し
て

お
い
た
方
が
ヨ
リ
現
実
的
で
あ
っ
た
た
め
に
、
国
民
医
療
法
以
後
は
「
診

療
に
従
事
す
る
医
師
」
と
定
め
た
の
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
そ
れ
で
は
診
療
に
従
事
し
な
い
医
師
と
は
、
ど
の
よ
う
な
医
師

で
あ
ろ
う
か
。
た
と
え
ば
基
礎
医
学
者
は
そ
う
で
あ
ろ
う
し
、
社
会
医
学

系
の
法
医
学
者
も
こ
れ
に
相
当
し
よ
う
。
し
か
し
、
保
健
所
に
勤
務
し
て

い
る
医
師
は
、
「
診
療
」
を
健
康
診
断
も
含
む
と
広
義
に
解
釈
す
る
と
義

(
4
)
 

務
の
射
程
に
含
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。

(
2
)
医
療
機
関
の
診
療
義
務

学
説
上
、
医
療
機
関
自
体
が
負
う
と
い
う
見
解
で
は
な
く
、
む
し
ろ
判

例
法
理
に
追
随
賛
成
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は

H
章

で
既
に
述
べ
た
の
で
こ
こ
で
は
項
目
だ
け
に
と
ど
め
て
お
く
。

(3)
「
診
察
治
療
の
求
め
」
の
主
体

診
察
治
療
の
求
め
の
主
体
は
誰
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
か
。
患
者
と
そ
の

家
族
だ
け
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

旧
刑
法
で
は
こ
れ
を
「
急
病
人
」
と
し
て
あ
る
が
、
病
者
以
外
で
あ
っ

て
も
そ
の
診
療
を
必
要
と
す
る
限
り
、
診
療
義
務
は
生
ず
る
と
広
義
に
解

釈
し
て
あ
る
点
に
つ
い
て
は
右
に
述
べ
た
。

そ
の
後
、
警
察
犯
処
罰
令
で
は
、
「
病
者
ま
た
は
妊
婦
産
婦
」
と
な
っ

て
い
る
。
し
か
し
、
現
実
に
は
医
師
に
関
し
て
は
妊
婦
産
婦
の
求
め
に
は

応
ず
る
義
務
は
な
い
と
解
釈
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
の
理
由
は
①
同
令
か

ら
旧
医
師
法
施
行
令
に
医
師
の
診
療
義
務
が
移
さ
れ
た
時
、
「
診
察
治
療

の
需
」
と
あ
る
。
こ
の
場
合
の
妊
婦
産
婦
の
求
め
と
は
、
診
察
・
治
療
で

は
な
く
分
娩
の
介
助
の
求
め
で
あ
る
こ
と
、
②
前
述
し
た
よ
う
に
改
正
刑

法
草
案
(
明
治
二
三
年
)
で
は
「
分
娩
す
る
」
と
な
っ
て
い
る
こ
と
、
③

改
正
(
大
正
八
年
)
後
の
同
令
で
は
産
婆
の
み
の
義
務
に
な
っ
た
こ
と
。

④
「
医
師
」
の
中
に
「
歯
科
医
師
」
も
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
、
⑤
当
時
出

産
そ
の
も
の
に
医
師
が
付
き
添
う
こ
と
は
な
か
っ
た
か
あ
る
い
は
少
な

か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
、
な
ど
が
考
え
ら
れ
る
。

旧
医
師
法
施
行
規
則
に
は
、
「
診
療
治
療
の
求
め
」
の
主
体
は
明
記
さ

れ
て
い
な
い
。
文
言
ど
お
り
解
釈
す
れ
ば
、
患
者
若
し
く
は
そ
の
家
族
で

は
な
く
誰
で
あ
っ
て
も
よ
い
の
で
、
も
っ
と
も
広
義
に
解
釈
す
る
こ
と
に
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な
ろ
、
っ
。

(
4
)
「
診
察
治
療
」
の
解
釈

「
診
察
」
と
は
、
外
因
性
(
外
傷
)
及
び
内
因
性
の
傷
病
の
原
因
・
症

状
を
医
学
的
に
解
明
す
る
行
為
で
あ
り
、
問
診
、
視
診
、
聴
診
、
触
診
の
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検
査
そ
の
他
の
方
法
・
手
段
を
問
わ
ず
、
医
学
的
に
み
て
そ
の
傷
病
に
対

し
て
一
応
の
診
断
を
下
す
程
度
の
行
為
を
い
う
。
「
治
療
」
と
は
、
傷
病

の
症
状
軽
減
な
い
し
そ
の
原
因
の
除
去
、
そ
し
て
最
終
的
に
治
癒
を
目
的
(5) 

と
す
る
行
為
を
指
し
、
そ
の
方
法
は
対
症
療
法
、
原
因
療
法
を
問
わ
な
い
。

(
イ
)
ま
ず
、
本
条
の
「
診
察
治
療
」
は
、
①
「
診
察
か
っ
治
療
」
な

の
か
、
②
「
す
く
な
く
と
も
診
察
だ
け
で
も
」
同
条
に
あ
た
る
の
で
あ
ろ

う
か
。
ち
な
み
に
診
察
な
し
の
治
療
は
医
学
的
で
な
い
し
、
医
師
法
第
二

O
条
で
も
禁
じ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
医
療
実
務
上
で
は
特
に
救

急
救
命
の
場
合
は
、
①
が
求
め
ら
れ
る
。
す
く
な
く
と
も
診
断
の
み
し
て
、

そ
の
後
何
も
し
な
い
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
問
題
が
あ
ろ
う
。
②
の
ケ
l
ス

と
し
て
は
、
た
と
え
ば
健
康
診
断
の
よ
う
な
場
合
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
の

解
釈
は
、
診
療
義
務
の
範
囲
も
し
く
は
程
度
を
設
定
す
る
も
の
で
あ
る
が
、

現
在
ま
で
あ
ま
り
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
。
私
見
で
は
②
の
場
合
も
包
含
す

る
と
考
え
る
。
そ
の
理
由
は
、

a.
健
康
診
断
は
診
断
行
為
で
あ
る
の
で

診
療
そ
の
も
の
で
あ
る
こ
と
。

b
.
医
師
の
任
務
規
定
と
の
関
係
(
医
師

法
第
一
条
)
、

c.
保
健
婦
助
産
婦
看
護
婦
法
第
三
九
条
の
助
産
婦
に
対

す
る
「
保
健
指
導
の
求
」
が
応
招
義
務
と
し
て
規
定
さ
れ
て
い
る
の
で
、

(6) 

こ
れ
と
の
バ
ラ
ン
ス
の
問
題
を
ど
う
す
る
か
と
い
う
こ
と
、

d
.
さ
ら
に

(7) 

は
医
師
が
助
産
婦
に
対
し
て
指
示
す
る
立
場
に
あ
る
点
な
ど
を
考
慮
す
る

と
こ
の
よ
う
に
考
え
る
の
が
相
当
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
保
健
指
導
は
医

(8) 

療
で
あ
っ
て
も
医
業
に
は
含
ま
れ
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。

(
口
)
次
に
診
療
義
務
を
医
師
に
課
し
て
い
る
理
由
と
し
て
、
医
師
の

(9) 

医
業
独
占
を
挙
げ
る
説
は
多
い
。
と
こ
ろ
で
「
診
察
診
療
」
と
「
医
業
」

は
同
義
で
あ
ろ
う
か
。
「
医
業
」
と
は
、
医
行
為
(
医
師
が
す
べ
き
行
為
)

の
こ
と
で
あ
り
、
「
当
該
行
為
を
行
う
に
当
り
医
師
の
医
学
的
判
断
お
よ

び
技
術
を
も
っ
て
す
る
の
で
な
け
れ
ば
人
体
に
危
害
を
及
ぼ
し
、
ま
た
は

危
害
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
行
為
」
と
さ
れ
、
「
業
」
と
は
、
「
反
覆
継

続
す
る
意
思
を
も
っ
て
行
う
こ
と
」
と
理
解
さ
れ
て
い
る
(
通
説
)
。
し

た
が
っ
て
、
必
ず
し
も
疾
病
の
診
察
・
治
療
の
目
的
を
も
っ
て
行
わ
れ
る

(ω) 

行
為
の
み
に
限
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
点
、
一
九
条
一
項
の
「
診
察

治
療
」
よ
り
広
義
と
解
釈
で
き
る
。
た
と
え
ば
、
美
容
形
成
手
術
、
人
工

妊
娠
中
絶
手
術
、
安
楽
死
、
性
転
換
手
術
、
体
外
受
精
、
遺
伝
子
工
学
な

ど
の
最
先
端
技
術
な
ど
は
医
行
為
で
は
あ
る
が
、
診
察
治
療
と
は
必
ず
し

も
い
え
ず
微
妙
な
問
題
を
抱
え
て
い
る
。
特
に
、
安
楽
死
の
場
合
で
、
投

薬
は
医
行
為
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
苦
痛
軽
減
の
治
療
行
為
と
し
て
な
さ
れ

る
の
で
な
い
限
り
、
患
者
の
「
診
察
治
療
の
求
」
に
は
該
当
し
な
い
の
で

こ
れ
に
応
ず
る
義
務
は
な
い
。
ま
た
、
ヤ
ク
ザ
が
指
を
つ
め
る
目
的
で
、

外
科
医
に
麻
酔
下
の
小
指
の
切
断
を
求
め
て
も
、
そ
の
行
為
は
も
と
よ
り

医
行
為
で
は
あ
る
が
、
「
診
察
治
療
の
求
」
に
は
該
当
し
な
い
の
で
診
療

義
務
は
な
い
の
で
あ
る
。
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以
上
の
よ
う
に
「
診
察
治
療
」
に
関
し
て
は
、
患
者
な
ど
の
「
求
め
」

に
制
限
を
画
す
こ
と
に
な
る
が
、
た
と
え
そ
れ
が
制
限
さ
れ
た
と
し
て
も
、

そ
の
範
囲
は
非
常
に
複
雑
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
る
の
で
個
別
具
体
的
な
検

討
が
必
要
と
さ
れ
よ
う
。

(5)
「
診
察
治
療
」
の
場
所
H
宅
診
か
往
診
か

条
文
に
は
こ
の
具
体
的
規
定
は
定
め
ら
れ
て
い
な
い
の
で
、
個
別
に
検

討
す
る
こ
と
に
も
な
ろ
う
が
、
こ
こ
で
は
二
点
だ
け
指
摘
し
て
お
く
。
第

一
に
、
医
師
が
現
実
に
入
院
患
者
な
ど
の
た
め
に
宿
直
し
て
い
る
場
合
は
、

そ
の
地
位
に
お
け
る
管
理
義
務
と
の
関
係
で
持
ち
場
を
離
れ
る
わ
け
に
は

い
か
な
い
。
そ
れ
故
、
「
診
察
治
療
の
求
め
」
が
あ
っ
て
も
医
師
の
方
か

ら
出
向
く
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
患
者
を
医
療
機
関
に
搬
送
す
る
よ
う
要

請
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
患
者
の
移
動
搬
送
が

困
難
な
場
合
は
、
原
則
と
し
て
診
療
拒
絶
の
正
当
事
由
と
な
り
え
よ
う
。

第
二
に
診
療
所
と
別
の
場
所
、
た
と
え
ば
医
師
の
自
宅
に
お
い
て
の
診

療
を
求
め
ら
れ
た
場
合
に
は
、
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
場
合
は
常
時
こ

の
よ
う
な
申
し
出
が
あ
り
こ
れ
に
対
応
す
る
の
で
あ
れ
ば
自
宅
を
診
療
所

(
日
)

と
し
て
診
療
所
開
設
手
続
き
が
必
要
と
な
る
と
考
え
ら
れ
る
(
医
療
法
第

一
条
の
五
)
。

(6)
診
療
拒
否
の
正
当
事
由

正
当
事
由
は
診
療
義
務
違
反
を
判
断
す
る
テ
ス
ト
と
し
て
現
在
の
と
こ

ろ
も
っ
と
も
重
要
視
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
解
釈
は
法
の
趣
旨
に
照
ら
し

て
論
定
す
る
ほ
か
な
い
。
但
し
、
か
つ
て
緊
急
治
療
を
要
す
る
患
者
が
空

床
で
な
い
こ
と
を
理
由
と
し
て
収
容
拒
否
さ
れ
死
亡
し
た
事
件
を
契
機
と

し
て
発
せ
ら
れ
た
通
知
が
医
療
機
関
に
対
す
る
行
政
の
解
釈
の
基
準
(
病

院
診
療
所
の
診
療
に
関
す
る
件
H
昭
和
二
四
年
九
月
一

O
日

医

発

第

七

五
二
号
各
都
道
府
県
知
事
宛
厚
生
省
医
務
局
長
通
知
)
を
示
し
て
お
り
、

学
説
上
も
こ
れ
を
参
考
と
す
る
も
の
が
多
い
。
こ
れ
に
よ
る
と

①
患
者
に
与
え
る
べ
き
必
要
に
し
て
十
分
な
診
療
と
は
医
学
的
に
見
て

適
正
な
も
の
を
い
う
。

②
診
療
に
従
事
す
る
医
師
又
は
歯
科
医
師
は
(
中
略
)
何
が
正
当
事
由

で
あ
る
か
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
具
体
的
な
場
合
に
お
い
て
社
会
通
念
上
健
全

と
認
め
ら
れ
る
道
徳
的
な
判
断
に
よ
る
べ
き
で
あ
る
。

正
当
事
由
と
な
ら
な
い
例
と
し
て
、
医
業
報
酬
の
不
払
・
診
療
時
間

外
・
救
急
患
者
と
そ
の
地
域
性
・
天
候
の
不
良
時
の
往
診
・
専
門
外
な
ど

が
あ
る
。

③
大
病
院
に
お
け
る
事
務
職
の
対
応
に
も
留
意
す
る
こ
と
。

(
は
)

と
な
っ
て
い
る
。
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こ
れ
を
受
け
て
、
病
院
側
の
事
情
(
医
師
の
不
在
、
専
門
診
療
科
目
外
、

手
術
等
の
診
療
中
、
診
療
時
間
外
、
入
院
設
備
の
存
否
、
救
急
告
示
病
院

で
あ
る
か
否
か
等
)
、
患
者
側
の
事
情
(
病
状
・
容
態
、
緊
急
性
等
)
及



び
地
域
の
医
療
事
情
(
地
域
医
療
の
事
情
)
を
個
別
具
体
的
に
、
肯
定
的

要
因
と
否
定
的
要
因
を
比
較
衡
量
し
て
判
断
す
べ
き
こ
と
を
提
唱
す
る
説

(
日
)

が
多
数
で
あ
る
。

診療契約強制(1;1':.招義務)の系譜的・機能的再検討

こ
れ
は
「
正
当
事
由
」
は
抽
象
化
一
般
化
す
る
こ
と
が
困
難
で
、
個
別

具
体
的
事
情
に
即
し
て
判
断
す
べ
き
事
実
問
題
で
あ
り
、
一
律
に
論
ず
る

こ
と
は
妥
当
で
な
い
か
ら
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
こ
れ
に
罰
則
を
つ
け
る
こ

と
自
体
も
そ
の
要
件
を
確
定
さ
せ
、
罪
刑
法
定
主
義
の
要
請
を
満
足
さ
せ

る
よ
う
罰
則
の
適
用
に
は
厳
格
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。
そ
れ
は
、
医
師
の
職
責
と
患
者
の
病
気
の
種
類
・
容
態
・
診
療
の
求

め
が
あ
っ
た
時
間
、
交
通
事
情
そ
の
他
の
具
体
的
状
況
を
総
合
的
に
勘
案

し
、
社
会
通
念
な
い
し
医
師
の
良
識
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
る
べ
き
事
柄
で

(
M
)
 

あ
る
。
つ
ま
り
時
代
の
変
遷
や
地
域
性
と
と
も
に
変
化
し
う
る
の
で
法
的

明
確
な
基
準
は
定
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
吉
田
邦
彦

(
日
)

教
授
が
指
摘
し
て
い
る
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
的
基
準
の
最
た
る
例
と
し
て
挙
げ

ら
れ
よ
う
。

(
7
)
歯
科
医
師
の
救
急
救
命
義
務
と
そ
の
範
囲

医
師
法
第
一
九
条
第
一
項
を
救
急
救
命
義
務
に
限
定
す
る
と
な
る
と
、

歯
科
医
師
が
救
急
救
命
医
療
に
従
事
で
き
る
か
と
い
う
疑
問
を
生
ず
る
。

医
師
法
第
一
七
条
に
定
め
る
医
業
独
占
に
抵
触
す
る
の
で
は
な
い
か
と
い

う
問
題
で
あ
る
。
結
論
を
先
に
い
え
ば
、
歯
科
医
師
法
第
一
九
条
第
一
項

も
ま
た
救
急
救
命
義
務
に
限
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
ま
た
、
保

健
婦
助
産
婦
看
護
婦
法
第
三
九
条
の
「
保
健
指
導
」
も
救
急
救
命
義
務
に

限
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
救
急
救
命
義
務
と
救
急
救
命
の
医
療
業
務
は

必
ず
し
も
一
致
し
な
く
と
も
構
わ
な
い
の
で
あ
る
。
以
下
の
よ
う
な
事
例

を
挙
げ
て
考
察
し
て
み
よ
う
。

最
近
、
あ
る
公
立
病
院
の
救
命
救
急
セ
ン
タ
ー
で
、
同
病
院
の
歯
科
口

腔
外
科
所
属
の
若
手
歯
科
医
師
が
、
研
修
と
し
て
本
来
な
ら
行
う
こ
と
の

で
き
な
い
「
医
業
」
分
野
の
医
療
行
為
を
し
て
い
る
こ
と
が
問
題
と
な
っ

(
凶
)

た
。
歯
科
医
業
に
は
、
救
急
救
命
セ
ン
タ
ー
が
行
っ
て
い
る
よ
う
な
生
命

維
持
の
た
め
の
重
要
臓
器
で
あ
る
脳
・
心
肺
に
対
す
る
直
接
の
処
置
は
、

そ
の
業
態
に
鑑
み
る
に
行
う
こ
と
が
許
さ
れ
な
い
。
つ
ま
り
、
医
業
と
共

通
の
口
腔
外
科
の
範
囲
に
こ
れ
ら
の
処
置
は
含
ま
れ
な
い
の
で
あ
る
。
し

た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
の
医
行
為
を
歯
科
医
師
が
行
え
ば
医
業
独
占
の
見
地

か
ら
医
師
法
違
反
と
な
る
。
こ
の
よ
う
に
歯
科
医
師
に
は
医
師
法
と
の
関

係
で
、
救
急
救
命
の
直
接
の
業
務
は
な
く
な
る
。
し
か
し
、
だ
か
ら
と
い
っ

て
歯
科
医
師
法
第
一
九
条
の
定
め
る
歯
科
医
師
の
診
療
義
務
は
医
師
法
の

そ
れ
と
直
ち
に
目
的
を
異
に
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。

た
と
え
ば
、
歯
科
医
師
の
と
こ
ろ
に
牙
関
緊
急
(
上
の
歯
と
下
の
歯
が

き
っ
く
か
み
合
っ
て
口
が
関
か
な
く
な
る
状
態
)
を
主
訴
と
し
て
患
者
が

く
る
場
合
が
あ
る
。
こ
の
場
合
、
頻
度
と
し
て
は
顎
関
節
疾
患
の
こ
と
が
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も
っ
と
も
多
い
が
、
破
傷
風
の
疑
い
も
否
定
で
き
な
い
。
破
傷
風
で
あ
れ

ば
直
ち
に
抗
毒
素
血
清
(
テ
タ
ノ
プ
リ
ン
)
や
ペ
ニ
シ
リ
ン
系
抗
生
物
賀

を
注
射
す
る
な
ど
の
処
置
を
し
な
け
れ
ば
、
死
に
至
る
。
こ
の
よ
う
な
場

合
に
歯
科
医
師
は
、
医
師
へ
直
ち
に
転
送
す
る
こ
と
に
よ
り
救
急
救
命
義

務
を
果
た
す
の
で
あ
る
。
同
様
に
助
産
婦
の
場
合
も
、
た
と
え
ば
授
乳
が

う
ま
く
い
か
な
い
乳
児
の
保
健
指
導
を
通
じ
て
、
児
に
異
常
が
あ
る
と
認

(
げ
)

め
た
と
き
は
、
医
師
の
診
療
を
請
う
こ
と
に
よ
り
救
急
救
命
義
務
を
果
た

す
こ
と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
に
救
急
救
命
医
療
を
直
接
の
業
務
と
し
て
い
な
い
歯
科
医

師
・
助
産
婦
に
ま
で
範
囲
を
拡
大
し
て
救
急
救
命
を
義
務
化
す
る
の
は
、

こ
の
両
者
が
医
師
と
同
様
に
医
業
あ
る
い
は
業
務
を
独
立
し
て
行
う
こ
と

が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
医
師
を
含
め
た
こ
れ
ら
の
三
者
は
、
医

療
の
直
接
の
担
い
手
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

医
業
独
占
の
理
由
か
ら
救
急
救
命
医
療
が
医
師
の
み
の
業
務
と
な
り
、

に
も
か
か
わ
ら
ず
他
の
二
者
に
こ
の
義
務
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
範
囲

設
定
に
関
し
て
も
問
題
が
残
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
法
は
こ
れ
を
具
体
的

に
設
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
設
定
は
医
療
専
属
の
事
実
的
な
医

学
上
の
問
題
で
あ
り
法
は
こ
れ
に
介
入
し
得
な
い
の
で
あ
る
。
発
熱
に
対

し
て
で
さ
え
、
救
急
か
ど
う
か
の
具
体
的
条
件
を
法
に
よ
り
設
定
す
る
こ

と
は
不
可
能
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
体
温
が
摂
氏
三
七
・
二
度
の
場
合
を

考
え
て
み
よ
う
。
単
に
こ
の
程
度
の
発
熱
で
あ
れ
ば
救
急
を
要
す
こ
と
は

な
い
と
判
断
す
る
か
、
し
な
い
か
は
さ
ら
な
る
具
体
的
条
件
に
よ
っ
て
異

な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
七
八
歳
の
老
人
で
勝
脱
癌
の
た
め
三
か
月

入
院
中
と
な
れ
ば
、
直
ち
に
発
熱
の
原
因
を
調
べ
そ
の
原
因
と
し
て
も
っ

と
も
疑
わ
れ
る
肺
炎
へ
の
対
策
が
要
求
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
こ
に
は

医
師
の
診
断
と
い
う
行
為
が
介
在
す
る
。

し
た
が
っ
て
、
救
急
救
命
の
範
囲
と
し
て
は
一
般
に
考
え
ら
れ
て
い
る

も
の
よ
り
は
広
く
捉
え
る
と
し
て
も
、
こ
れ
を
具
体
的
に
設
定
す
る
こ
と

は
不
可
能
で
あ
る
。
診
療
義
務
の
妥
当
性
に
関
し
て
は
、
法
は
事
後
的
に

法
的
見
地
か
ら
独
自
に
そ
の
判
断
を
下
す
し
か
な
い
し
、
ま
た
そ
れ
で
十

分
機
能
す
る
の
で
あ
る
。

北i去52(4・170)1188

2
1
2
.
医
道
審
議
会

診
療
拒
否
を
繰
り
返
す
と
行
政
上
の
サ
ン
ク
シ
ヨ
ン
を
受
け
る
こ
と
も

あ
る
と
い
う
(
医
師
法
第
七
条
第
二
項
)
。
こ
の
処
分
を
行
う
と
き
は
、

医
師
法
第
七
条
第
四
項
に
し
た
が
っ
て
医
道
審
議
会
の
意
見
を
聴
か
ね
ば

な
ら
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
こ
の
医
道
審
議
会
に
お
け
る

医
師
法
第
一
九
条
第
一
項
違
反
の
処
分
の
実
態
は
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い

る
の
で
あ
ろ
う
か
。
他
の
処
分
に
つ
い
て
も
法
学
関
係
の
文
献
で
は
触
れ

ら
れ
て
い
な
い
よ
う
な
の
で
、
こ
こ
で
取
り
上
げ
て
お
く
。
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表2.行政処分を受けた医師・歯科医師の生年と処分時期
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巧
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分

76-80 

{
同
印
)

表
2
は
最

医師の生年 処

71-75 

-

よ

内

J
η
t
Q
U
7
・
q
L
円

j
7
0

1
i

一A生

1962-1966 

1957-1961 

1952-1956 

1947-1951 

1942-1946 

1937-1941 

1932-1936 

1927-1931 

1922-1926 

1917-1921 

1912-1916 

1907-1911 

百十

近
の
医
倫
理

摘の
さ荒
れ廃
るとが
こ指

と
を
背
景
と

し
て
、

が
行
政
処
分

件
数
と
し
て

ど
の
よ
、
つ
に

反
映
し
て
い

る
か
を
年
次

別
に
分
析
し

た
も
の
で
あ

る
。
そ
の
結

果
は
以
下
の

と
お
り
で
あ
る
。
①
処
分
件
数
が
一
九
八
一

l

一
九
八
五
年
か
ら
従
来
と

比
べ
て
約
三
倍
に
増
え
て
い
る
。
②
一
九
二
二
|
一
九
三
六
年
生
ま
れ
と

一
九
四
七
l
一
九
六
一
年
生
ま
れ
の
医
師
に
処
分
件
数
が
多
い
。
③
一
九

一
一
一
一
一
九
三
六
生
ま
れ
世
代
以
前
は
そ
の
経
年
的
変
化
は
見
ら
れ
な
い

が
、
そ
れ
以
降
の
世
代
は
一
九
八
一
ー
!
一
九
八
五
年
こ
ろ
か
ら
急
増
し
て

い
る
。

そ
れ

こ
の
結
果
の
分
析
か
ら
次
の
よ
う
な
結
論
を
下
す
こ
と
も
許
さ
れ
よ
う
。

①
す
く
な
く
と
も
こ
の
デ
l
タ
か
ら
判
断
す
る
と
外
見
上
は
明
ら
か
に
、

医
師
の
倫
理
観
が
低
下
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
②
さ
ら
に
そ
の
倫
理
観

の
低
下
は
、
世
代
に
関
係
し
て
い
る
の
か
、
そ
れ
と
も
長
年
医
業
を
や
っ

て
い
く
う
ち
に
不
正
行
為
を
行
う
よ
う
に
な
る
の
か
を
分
析
し
て
み
た
。

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
異
な
る
世
代
間
に
同
様
な
結
果
を
得
て
い
る
の
で
、
世

代
に
関
係
し
て
不
正
行
為
が
増
加
し
て
い
る
と
ま
で
は
い
え
な
い
こ
と
に

な
る
と
判
断
し
た
。
そ
の
原
因
は
む
し
ろ
世
代
間
の
医
師
・
歯
科
医
師
の

絶
対
数
の
差
に
よ
る
の
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
特
に
一
九
四
七
年
生

ま
れ
ぐ
ら
い
か
ら
医
学
部
・
歯
学
部
の
入
学
試
験
の
倍
率
は
高
く
な
り
、

か
っ
そ
れ
に
伴
っ
て
国
立
大
学
の
医
学
部
新
設
が
増
加
し
た
時
期
に
一
致

し
て
い
る
。
③
一
九
八
一
年
か
ら
処
分
件
数
が
急
増
し
た
の
は
こ
の
年
か

ら
「
経
済
犯
は
医
事
に
関
す
る
不
正
で
は
な
い
」
と
い
う
従
来
の
解
釈
を

(
初
)

改
め
、
脱
税
や
医
療
費
不
正
請
求
を
も
処
分
の
対
象
と
し
た
た
め
で
あ
ろ

う
。
と
す
れ
ば
こ
れ
以
前
に
ど
の
程
度
の
不
正
請
求
や
脱
税
が
あ
っ
た
か

が
判
ら
な
い
の
で
、
実
は
以
上
の
デ
l
タ
か
ら
は
必
ず
し
も
「
倫
理
の
低

下
」
が
実
証
さ
れ
た
と
も
い
え
な
い
こ
と
に
な
る
。
特
に
不
正
請
求
に
関

し
て
は
高
齢
者
人
口
の
増
加
に
よ
る
医
療
費
の
高
騰
化
現
象
と
こ
れ
に
と

も
な
っ
た
保
険
財
政
の
逼
迫
し
た
事
情
か
ら
要
請
さ
れ
る
厚
生
医
療
政
策

北法52(4・171)1189 
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表3.行政処分の理由とその程度
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R
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凸
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汐
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つ
白
日
U

つd

つム

p
h
u

盲

目

&

《

h
U
F
h
υー

処

免許取消 3年

7 3 

5 

5 

15 

-よ
1
ょ
っ
臼
ハ
Uー

自

医師法などの違反

医療廃棄物不法投棄

麻薬取締法違反

青少年健全条例違反

脱 税

刑法違反

その他

理'ir 処

上
の
転
換
す
な
わ
ち
そ
の
取
締
り

が
厳
格
化
し
た
こ
と
に
よ
り
増
加

し
て
き
で
い
る
と
も
い
え
る
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

(
幻
)

表

3
は
医
道
審
議
会
が
専
門
家

の
み
で
構
成
さ
れ
そ
の
処
分
が
適

(
辺
)

正
で
な
い
と
指
摘
さ
れ
る
こ
と
に

応
え
て
、
処
分
の
程
度
と
処
分
理

由
に
関
し
て
調
査
し
た
も
の
で
あ

る
。
こ
れ
に
よ
る
と
免
許
取
消
は

全
体
の
約
一
割
に
限
ら
れ
て
お
り
、

医
業
停
止
も
一
ヶ
月
か
ら
五
ヶ
月

が
最
も
多
い
。
問
題
は
こ
の
具
体

的
処
分
を
ど
の
よ
う
に
評
価
す
る

か
で
あ
る
。
医
師
が
医
業
を
で
き

な
い
こ
と
に
よ
る
社
会
的
信
用
の

失
墜
・
制
裁
さ
ら
に
は
そ
の
こ
と

自
体
か
ら
く
る
直
接
・
間
接
の
経

済
的
損
失
は
か
な
り
の
も
の
で
あ

る
こ
と
を
想
像
す
る
に
は
難
く
な

し、。

北法52(4・172)1190 

と
こ
ろ
で
戦
後
か
ら
現
在
ま
で
に
約
五
五
O
人
の
医
師
ま
た
は
歯
科
医

師
が
処
分
を
受
け
て
い
る
が
、
こ
の
う
ち
診
療
義
務
違
反
を
理
由
と
し
て

処
分
を
受
け
た
も
の
は
ご
く
僅
か
で
あ
り
一
件
に
過
ぎ
な
い
こ
と
も
、
こ

こ
で
得
ら
れ
た
帰
結
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
稀
有
な
ケ
l
ス
は
女
性
問

題
が
原
因
で
三
週
間
姿
を
く
ら
ま
し
、
経
営
し
て
い
た
病
院
の
入
院
患
者

(
幻
)

一
二
人
の
診
療
を
放
棄
し
た
も
の
で
あ
る
(
本
件
の
処
分
は
免
許
取
消
で

あ
っ
た
)
。

2
1
3
.
医
師
法
の
行
政
罰
と
行
政
指
導

医
師
法
第
一
九
条
第
一
項
に
は
罰
則
規
定
が
な
い
が
、
他
の
医
師
法
違

反
の
罰
則
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
①
二
年
以
下
の
懲
役
又
は
二
万
円

以
下
の
罰
金
(
医
師
法
第
一
一
一
一
条
)
と
し
て
は
、
第
一
七
条
(
医
業
独
占
)

の
規
定
に
違
反
し
た
者
、
虚
偽
又
は
不
正
の
事
実
に
基
い
て
医
師
免
許
を

受
け
た
者
、
②
一
年
以
下
の
懲
役
又
は
一
万
円
以
下
の
罰
金
(
第
三
二
条
)

で
は
、
第
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
停
止
命
令
に
違
反
し
た
者
、
第
一
一
一

O
条
の
規
定
(
医
師
国
家
試
験
事
務
担
当
者
の
不
正
行
為
)
に
違
反
し
た

場
合
、
③
五
千
円
以
下
の
罰
金
(
第
三
三
条
)
で
は
、
二
年
に
一
回
の
氏

名
・
住
所
届
け
義
務
(
第
六
条
第
三
項
)
、
名
称
の
制
限
(
第
一
八
条
)
、

無
診
察
診
療
の
禁
止
(
第
二

O
条
)
、
異
状
死
体
の
届
出
義
務
(
第
一
一
一
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条
)
、
処
方
筆
の
交
付
義
務
(
第
二
二
条
)
診
療
録
の
記
載
及
び
保
存
(
第

二
四
条
)
の
規
定
に
違
反
し
た
者
、
な
ど
で
あ
る
。

以
上
の
ほ
か
の
同
法
違
反
へ
の
罰
則
の
存
在
を
勘
案
す
る
と
そ
の
バ
ラ

ン
ス
か
ら
し
て
診
療
義
務
違
反
に
も
、
す
く
な
く
と
も
③
程
度
の
罰
則
が

あ
っ
て
も
よ
い
よ
う
に
思
え
る
。
し
か
し
、
こ
れ
を
あ
え
て
せ
ず
、
医
師

の
良
心
に
委
ね
た
の
で
あ
れ
ば
や
は
り
倫
理
規
定
と
解
す
る
し
か
な
く
、

民
法
の
講
学
上
の
タ
l
ム
で
換
言
す
れ
ば
、
診
療
義
務
(
応
招
義
務
)
は

い
わ
ば
「
自
然
債
権
」
的
で
あ
り
、
法
的
強
制
力
を
と
も
な
わ
ず
、
ま
た
、

不
履
行
で
あ
っ
て
も
損
害
賠
償
法
上
の
効
果
を
も
た
ら
さ
な
い
と
い
う
の

が
、
基
本
的
な
私
の
見
方
で
あ
る
。
も
っ
と
も
場
合
に
よ
っ
て
は
医
師
法

の
行
政
罰
と
し
て
は
最
も
厳
し
い
免
許
取
消
も
あ
る
と
い
う
行
政
解
釈
な

の
で
、
医
師
に
対
し
て
は
十
分
、
そ
の
事
前
規
制
的
機
能
を
有
し
て
お
り
、

慈
善
的
な
法
的
行
為
規
範
の
意
義
は
認
め
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
正
当
事
由

が
明
記
さ
れ
え
な
い
状
況
で
は
、
そ
の
判
断
を
現
場
の
医
師
が
行
う
の
で

あ
る
か
ら
、
法
の
趣
旨
を
理
解
し
て
お
れ
ば
こ
れ
を
破
る
こ
と
は
少
な
い

(μ) 

と
思
う
。
ま
た
、
行
政
指
導
な
ど
の
態
様
も
厳
し
く
、
実
際
に
は
診
療
義

務
違
反
が
処
分
の
対
象
と
な
る
こ
と
は
極
め
て
少
な
い
と
い
う
状
況
で
あ

る

(
2ー

2
参
照
)
の
で
あ
え
て
罰
則
強
化
の
必
要
は
な
い
の
で
は
な
か

ろ
、
っ
か
。

(
お
)

3
.
刑
法
上
の
問
題
点

現
行
医
師
法
第
一
九
条
第
一
項
で
は
、
こ
の
診
療
義
務
違
反
に
対
す
る

罰
則
を
削
除
し
た
の
で
、
診
療
拒
否
自
体
は
犯
罪
で
は
な
い
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
、
診
療
拒
否
に
よ
り
患
者
の
死
亡
ま
た
は
病
状
悪
化
と
い
っ
た
重

大
な
る
結
果
が
生
じ
た
場
合
に
、
刑
法
上
の
犯
罪
が
成
立
す
る
か
否
か
に

つ
き
議
論
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、
第
一
は
不
真
正
不
作
為
犯

の
成
否
、
具
体
的
に
は
殺
人
罪
(
刑
法
第
一
九
九
条
)
・
傷
害
罪
(
刑
法
第

二
O
四
条
)
・
傷
害
致
死
罪
(
刑
法
第
二

O
五
条
)
、
第
二
は
保
護
責
任
者

遺
棄
罪
(
刑
法
第
一
二
八
条
・
二
一
九
条
)
、
第
三
は
業
務
上
過
失
致
死

傷
罪
(
刑
法
第
一
二
の
成
否
と
い
っ
た
点
が
検
討
対
象
と
な
る
。

条

不
真
正
不
作
為
犯
の
成
否
に
つ
い
て

医
師
の
診
療
義
務
違
反
な
ど
に
関
し
て
学
説
は
、
ご
く
例
外
的
な
場
合

に
不
真
正
不
作
為
犯
の
成
立
を
認
め
る
立
場
の
も
の
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

「
結
果
防
止
(
作
為
)
義
務
が
存
在
し
、
か
っ
、
作
為
と
同
程
度
の
確
率

で
予
期
し
た
結
果
を
実
現
す
る
こ
と
に
あ
る
か
ら
、
不
真
正
不
作
為
犯
が

成
立
す
る
に
は
、
原
則
と
し
て
、
①
診
療
を
引
き
受
け
た
患
者
に
対
す
る

診
療
放
棄
で
あ
る
こ
と
、
②
そ
の
診
療
引
受
に
よ
り
患
者
の
生
命
や
健
康

が
現
実
に
そ
の
医
師
の
手
に
か
か
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
こ
と
、
③
そ
の

3 
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医
師
に
患
者
の
生
命
や
健
康
を
維
持
す
る
具
体
的
な
可
能
性
(
診
療
能
力

や
設
備
な
ど
)
が
あ
る
こ
と
、
④
診
療
放
棄
自
体
が
構
成
要
件
的
結
果
に

対
す
る
具
体
的
危
険
性
を
も
つ
こ
と
、
⑤
そ
れ
ら
に
つ
い
て
故
意
ま
た
は

(
お
)

過
失
が
あ
る
こ
と
等
を
要
す
る
」
と
い
う
説
で
あ
る
。

し
か
し
、
不
真
正
不
作
為
犯
の
成
立
に
は
以
下
よ
う
な
の
反
論
が
あ
る
o

不
真
正
不
作
為
犯
を
認
め
る
た
め
に
は
当
該
不
作
為
が
作
為
と
同
価
値
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
医
師
の
診
療
拒
否
が
た
と
え
結
果
に
対
し
て
故
意

的
な
も
の
が
あ
っ
て
も
、
作
為
に
よ
る
殺
人
・
傷
害
と
同
価
値
性
を
認
め

る
と
ま
で
は
い
え
な
い
の
は
当
然
で
あ
る
。
応
招
義
務
違
反
は
、
作
為
に

よ
る
殺
傷
と
同
視
で
き
る
類
型
的
違
法
性
を
有
し
な
い
と
い
、
う
つ
音

作
為
義
務
、
あ
る
い
は
医
師
の
保
証
人
的
地
位
も
同
時
に
否
定
さ
れ
る
。

こ
れ
は
お
そ
ら
く
引
き
受
け
た
患
者
に
つ
い
て
も
同
様
な
こ
と
が
い
え
よ

う
。
さ
ら
に
、
ヨ
リ
一
般
的
問
題
と
し
て
殺
人
傷
害
な
ど
の
故
意
犯
の
構

成
要
件
は
、
作
為
犯
と
し
て
の
類
型
的
違
法
性
が
明
確
で
あ
り
、
こ
れ
を

不
作
為
犯
に
適
用
す
る
と
な
る
と
罪
刑
法
定
主
義
の
見
地
か
ら
問
題
が
生

(
幻
)

ず
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
不
真
正
不
作
為
犯
の
成
立
を
肯
定
す
る

こ
と
は
困
難
で
あ
る
と
す
る
説
の
方
が
妥
当
と
い
え
よ
う
。

3
1
2
.
保
護
責
任
者
遺
棄
罪

通
説
は
、
原
則
と
し
て
「
引
き
受
け
た
患
者
」
に
対
す
る
場
合
に
限
つ

て
本
罪
の
成
立
を
認
め
て
い
る
が
、
た
だ
、
例
外
的
な
場
合
と
し
て
、
引

受
け
が
な
く
て
も
、
①
そ
の
医
師
が
唯
一
の
救
助
可
能
者
(
独
占
的
地
位
)

で
あ
る
、
②
自
分
の
病
院
と
い
う
支
配
領
域
内
い
る
、
③
容
易
に
救
助
で

き
る
、
④
患
者
が
扶
助
を
要
す
べ
き
状
態
に
あ
る
こ
と
を
認
識
し
な
が
ら
、

故
意
に
遺
棄
し
た
と
き
、
⑤
私
怨
な
ど
に
よ
り
殺
意
が
あ
り
死
亡
の
結
果

を
認
識
し
診
療
拒
否
し
た
場
合
な
ど
に
お
い
て
は
、
本
罪
が
成
立
す
る
可

能
性
認
め
う
る
余
地
が
あ
る
。

し
か
し
、
患
者
を
引
き
受
け
て
お
り
な
が
ら
そ
の
診
療
の
求
め
に
応
じ

な
い
場
合
を
具
体
的
に
臨
床
実
務
の
上
で
考
え
て
み
る
と
、

2
1
2
.
で

挙
げ
た
稀
有
な
例
の
よ
う
に
医
師
が
診
療
を
放
棄
し
病
院
を
離
れ
て
不
在

と
な
っ
た
場
合
を
除
く
と
、
そ
の
多
く
は
当
該
医
師
の
医
学
的
判
断
に
基

づ
き
「
求
め
」
に
応
じ
て
い
な
い
場
合
で
あ
ろ
う
。
と
す
る
と
こ
れ
は
誤

診
の
問
題
と
し
て
捉
え
、
次
に
述
べ
る
業
務
上
過
失
致
死
傷
罪
の
成
否
を

検
討
す
べ
き
問
題
と
な
ろ
う
。
な
お
現
在
ま
で
応
招
義
務
と
関
連
し
た
保

護
責
任
者
遺
棄
罪
が
適
用
さ
れ
た
事
例
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。

北法52(4・174)1192 

3
1
3
.
業
務
上
過
失
致
死
傷
罪

診
療
義
務
の
内
容
は
患
者
の
死
や
病
状
悪
化
を
防
止
す
る
義
務
も
含
ん

で
い
る
の
で
、
本
罪
の
成
立
に
必
要
な
結
果
予
見
義
務
お
よ
び
結
果
回
避

義
務
の
根
拠
と
な
り
う
る
。
診
療
義
務
違
反
と
業
務
上
過
失
と
の
関
係
は
、
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警
察
官
の
保
護
義
務
違
反
と
業
務
上
過
失
と
の
関
係
あ
る
い
は
道
路
交
通

法
違
反
と
業
務
上
過
失
と
の
関
係
に
似
て
い
る
。
診
療
拒
否
に
よ
り
患
者

に
死
亡
な
ど
の
重
大
な
結
果
が
発
生
し
た
場
合
で
、
か
っ
、
こ
れ
が
予
見

可
能
、
回
避
可
能
と
判
断
さ
れ
る
と
き
に
は
診
療
義
務
違
反
は
医
師
の
業

務
上
過
失
を
構
成
し
う
る
こ
と
に
な
る
。
本
罪
の
成
立
に
は
、
注
意
義
務

違
反
の
ほ
か
に
結
果
の
発
生
が
要
件
と
な
り
さ
ら
に
発
生
し
た
結
果
と
診

療
拒
否
と
の
間
に
因
果
関
係
の
存
在
が
必
要
で
あ
る
。
判
例
は
、
「
シ
ョ
ッ

ク
や
副
作
用
を
生
ず
る
こ
と
の
容
易
に
予
想
さ
れ
る
麻
酔
剤
を
施
用
し
た

開
業
医
と
し
て
、
帰
宅
後
に
患
者
の
異
状
を
訴
え
ら
れ
な
が
ら
、
自
己
の

判
断
を
確
定
不
動
の
も
の
の
よ
う
に
固
執
し
て
何
ら
の
措
置
も
採
ら
な

か
っ
た
態
度
は
そ
れ
だ
け
で
医
師
と
し
て
重
大
な
業
務
上
の
過
失
で
あ

る
」
(
東
京
高
判
昭
和
四
七
年
一
一
月
三

O
日
)
と
こ
の
件
に
関
し
て
は

(
お
)

判
示
し
て
い
る
。

本
罪
の
成
立
は
「
引
き
受
け
た
患
者
」
の
場
合
に
の
み
発
生
し
う
る
。

つ
ま
り
患
者
の
状
態
を
未
だ
医
師
が
診
察
し
て
い
な
け
れ
ば
「
業
務
上
必

要
な
注
意
を
怠
る
」
こ
と
は
あ
り
え
な
い
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
「
引
き
受

け
た
患
者
」
か
ら
の
求
め
が
あ
っ
た
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
必
要
が

あ
る
と
認
知
し
な
が
ら
医
師
が
故
意
に
こ
れ
に
応
じ
な
い
場
合
は
、
前
述

し
た
不
真
正
不
作
為
犯
の
成
否
の
可
能
性
を
問
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に

対
し
て
患
者
の
病
状
か
ら
判
断
し
て
「
求
め
」
が
あ
っ
た
そ
の
時
点
で
は

未
だ
診
察
の
必
要
、
が
な
い
と
医
師
が
診
断
し
て
い
た
場
合
は
、
誤
診
論
の

見
地
か
ら
本
罪
を
問
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

4
.
比
較
法
的
考
察

4 

1 

(
却
)

ド
イ
ツ
の
場
合

か
つ
て
は
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
刑
罰
を
も
っ
て
医
師
の
診
療
義
務
を
強

制
し
て
い
た
。
た
と
え
ば
、
一
八
五
一
年
の
プ
ロ
イ
セ
ン
刑
法
典
二

O
O

条
は
「
危
険
の
切
迫
し
て
い
る
場
合
に
十
分
な
理
由
な
く
救
助
を
拒
ん
だ

医
療
従
事
者
(
玄

a
E
E
f
m
g
g
)
は
、
二

O
な
い
し
五
O
O
タ
l
レ
ル

の
罰
金
に
処
さ
れ
る
」
と
定
め
て
い
た
。
し
か
し
、
そ
の
後
営
業
法

(。9
5号
g『
己

Z
E
m
g『
n
H
g
z
c
E
ι
2門田
n
z
g∞
巴
ロ
色
〈

-
M
-
a・
5
a申
)
に

よ
り
こ
れ
ら
の
規
定
を
廃
止
し
た
。
そ
の
一
四
四
条
二
項
は
「
刑
罰
の
威

嚇
の
下
に
医
療
的
救
助
を
強
制
す
る
医
療
従
事
者
に
関
す
る
特
別
規
定
は

廃
止
さ
れ
る
」
と
定
め
て
い
る
。

そ
の
後
、
医
師
の
診
療
拒
否
に
関
す
る
法
規
は
存
在
し
な
か
っ
た
が
、

現
在
で
は
刑
法
三
二
三
条
C
(旧
三
一
二
O
条

C
)
を
介
し
て
認
め
ら
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
。
本
条
は
い
わ
ゆ
る
救
助
義
務
と
い
わ
れ
る
も
の
で
「
災

害
ま
た
は
公
共
の
危
険
若
し
く
は
窮
迫
に
際
し
、
救
助
を
行
う
こ
と
が
必

要
で
あ
り
、
か
つ
諸
般
の
事
情
か
ら
み
て
行
為
者
に
そ
れ
を
期
待
す
る
こ

~tì去52(4 ・ 175)1193 
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と
が
で
き
、
特
に
自
分
自
身
に
著
し
い
危
険
も
な
く
、
か
つ
他
の
重
要
な

義
務
に
違
反
し
な
く
て
も
、
そ
れ
が
可
能
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
救

助
を
行
わ
な
か
っ
た
も
の
は
、
一
年
以
下
の
自
由
刑
ま
た
は
罰
金
に
処
す

(
却
)

る
よ
と
規
定
し
て
い
る
。
こ
の
規
定
は
、
「
災
害
ま
た
は
公
共
の
危
険
若

し
く
は
窮
迫
」
の
現
場
の
目
撃
者
若
し
く
は
居
合
わ
せ
た
全
て
の
者
に
救

助
を
義
務
付
け
て
い
る
。
そ
し
て
こ
れ
を
今
日
で
は
判
例
法
理
上
拡
張
し

医
師
の
診
療
義
務
の
根
拠
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
い
き
さ
つ
は
、

ま
ず
、
「
災
害
ま
た
は
公
共
の
危
険
若
し
く
は
窮
迫
」
の
中
に
傷
病
を
含

め
る
こ
と
に
し
も
次
に
救
助
の
際
の
手
段
を
一
般
人
よ
り
も
医
師
に
対
し

て
厳
格
に
要
求
す
る
こ
と
に
よ
り
結
果
的
に
医
師
の
診
療
義
務
を
判
例
法

理
と
し
て
承
認
し
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
司
法
か
ら
の
要
請
に
よ
り
、
現
在
ド
イ
ツ
で
は
次
の
よ
う

に
医
師
の
自
律
規
制
が
な
さ
れ
て
い
る
。
①
「
ド
イ
ツ
医
師
の
た
め
の
職

業
規
則
(
原
型
)

l
一
九
九
七
」
に
お
い
て
「
E
‘
患
者
に
対
す
る
義

務
」
に
は
「

5
7
診
療
の
原
則
と
行
動
規
範
」
に
「

(
2
)
医
師
は
、
医

師
を
自
由
に
選
択
し
、
ま
た
は
変
更
す
る
患
者
の
権
利
を
尊
重
す
る
。
他

方
に
お
い
て
、
救
急
ま
た
は
特
別
な
法
的
義
務
が
な
け
れ
ば
、
医
師
も
診

療
を
断
る
こ
と
が
自
由
で
あ
る
。
診
療
に
当
っ
て
い
る
医
師
は
、
他
の
医

師
を
呼
ん
で
ほ
し
い
、
ま
た
は
他
の
医
師
に
回
し
て
ほ
し
い
と
い
う
患
者

(
幻
)

の
根
拠
あ
る
希
望
を
原
則
と
し
て
拒
否
し
て
は
な
ら
な
い
」
と
あ
る
。
ま

た
「
共
同
救
急
業
務
規
則
」
(
ウ
エ
ス
ト
フ
ァ

l
レ
ン

l
リ
ッ
ペ
医
師
会

及
び
保
険
医
協
会
H

一
九
九
六
年
五
月
二
二
日
・
六
月
一
一
一
一
日
)
に
は
、

患
者
は
一
年
中
二
四
時
間
、
い
つ
で
も
医
師
に
ア
ク
セ
ス
で
き
る
状
態
に

な
っ
て
い
る
。
ま
た
医
師
職
業
規
則
に
よ
り
、
医
師
は
自
分
の
患
者
に
対

し
て
は
必
要
が
あ
れ
ば
診
療
時
間
外
で
も
診
療
に
当
た
り
、
そ
れ
が
で
き
(
匁
)

な
い
と
き
は
同
僚
医
師
ま
た
は
救
急
当
番
医
が
診
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

北法52(4・176)1l94

フ
ラ
ン
ス
の
場
合

ド
イ
ツ
と
同
様
に
、
不
救
助
罪
(
刑
法
六
三
条
二
項
)
に
お
い
て
、
危

難
に
あ
る
人
間
に
は
直
ち
に
救
助
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
が
必
要
で
、
し
か

も
自
分
に
危
険
が
な
い
の
に
救
助
し
な
い
と
い
う
場
合
に
最
高
五
年
以
下

の
拘
禁
と
い
う
罰
則
が
医
師
に
対
し
て
拡
張
的
に
適
用
さ
れ
て
い
る
。
判

(
お
)

例
と
し
て
は
一
九
六
五
年
の
「
コ
ラ
ン
博
士
事
件
」
が
挙
げ
ら
れ
る
。

4A

つ釘

4 

3 

ア
メ
リ
カ
の
場
合

ア
メ
リ
カ
判
例
法
理
上
も
医
師
患
者
間
の
治
療
に
お
い
て
は
、
医
師
は

あ
る
患
者
の
か
か
り
つ
け
医
だ
か
ら
と
い
っ
て
そ
の
患
者
の
生
来
の
病
気

に
つ
い
て
ま
で
治
療
を
強
制
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
と
い
う
の
が
伝
統
的
な

(
泊
)

立
場
で
あ
る
。
ま
さ
に
契
約
自
由
の
原
理
の
下
に
、
個
人
間
の
契
約
と
し

て
そ
の
相
互
の
意
思
を
尊
重
し
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
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(
お
)

と
こ
ろ
が
一
九
六
一
年
の
マ
ン
ロ

l
ブ
事
件
は
こ
の
判
例
法
理
を
一
変

さ
せ
た
。
裁
判
所
の
判
断
は
、
診
療
義
務
を
否
定
す
る
立
場
を
従
来
支
持

し
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
事
件
で
は
診
療
義
務
を
否
定
す
る
場
合
を

絞
り
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
診
療
義
務
を
認
め
る
ケ

l
ス
を
肯
定
し
た
の
で

あ
る
。
つ
ま
り
、
明
ら
か
に
危
急
の
状
況
に
あ
る
患
者
に
対
し
て
は
救
急

救
命
処
置
室
を
有
す
る
病
院
に
お
い
て
は
、
こ
れ
を
処
置
し
な
か
っ
た
が

ゆ
え
に
患
者
の
状
態
が
悪
化
し
た
場
合
、
そ
の
悪
化
し
た
こ
と
で
患
者
が

損
害
を
被
れ
ば
、
こ
れ
に
対
し
て
病
院
が
損
害
賠
償
義
務
を
負
う
と
判
断

し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
、
こ
の
よ
う
な
病
院
は
伝
統
的
に
慈
善
事

業
と
し
て
の
患
者
の
治
療
を
行
い
、
そ
の
こ
と
に
よ
り
公
的
資
金
等
の
援

助
を
受
け
て
い
る
こ
と
か
ら
私
立
病
院
の
性
質
が
半
官
半
民
で
あ
る
こ
と

に
依
拠
す
る
。

そ
の
後
、
ヒ
ル
・
パ

i
ト
ン
法
の
下
に
連
邦
か
ら
の
援
助
を
受
け
た
病

院
に
対
し
て
患
者
の
支
払
能
力
に
か
か
わ
ら
ず
救
急
の
場
合
は
こ
れ
を
診

(
お
)

療
す
る
法
律
を
半
数
の
州
が
制
定
し
て
い
る
。

A
せ

1
1
8
q

コ
メ
ン
ト

以
上
を
考
案
す
る
と
大
陸
法
は
救
助
義
務
と
い
う
刑
法
で
診
療
を
強
制

し
、
英
米
法
で
は
、
私
法
で
こ
れ
を
強
制
し
て
い
る
が
、
い
ず
れ
も
救
急

患
者
に
限
定
し
て
い
る
点
で
は
共
通
し
て
い
る
。
翻
っ
て
わ
が
国
で
は
す

く
な
く
と
も
学
説
上
は
、
救
急
に
限
定
し
て
い
な
い
点
が
そ
の
特
徴
で
あ

ろ
う
。
第
E
章
で
検
討
し
た
よ
う
に
診
療
義
務
は
、
元
来
刑
法
上
の
規
定

で
あ
っ
た
も
の
が
医
師
法
に
移
さ
れ
た
後
も
罰
則
を
定
め
ら
れ
る
と
い
う

特
別
刑
法
の
範
障
に
属
し
て
い
た
。
つ
ま
り
、
診
療
義
務
は
大
陸
法
か
ら

継
受
さ
れ
立
法
・
運
用
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
り
、
か
っ
そ
の
解
釈
も
大
陸

法
的
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
医
師
法
第
一
九
条
第
一
項
に
は
罰
則
規
定
が

除
外
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
第
三
章
で
み
た
よ
う
に
判
例
法
理
か
ら
私
法

へ
援
用
さ
れ
、
さ
ら
に
は
病
院
の
応
招
義
務
へ
と
拡
大
解
釈
さ
れ
た
の
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
に
私
法
に
よ
っ
て
義
務
づ
け
る
と
こ
ろ
は
英
米
法
的
法

規
制
で
あ
る
と
い
う
見
方
も
で
き
よ
う
。
現
行
日
本
法
の
診
療
義
務
を
め

ぐ
る
規
制
ス
キ
l
ム
と
し
て
は
、
私
法
上
の
責
任
に
関
し
て
は
ア
メ
リ
カ

法
も
参
考
に
値
し
、
も
っ
と
い
え
ば
ア
メ
リ
カ
法
式
ス
タ
イ
ル
が
認
め
ら

れ
る
と
い
っ
て
よ
い
の
か
も
し
れ
な
い
。

な
お
、
応
招
義
務
は
台
湾
(
中
華
民
国
)
の
医
師
法
に
は
、
「
一
二
条

(
強
制
診
療
原
則
)
欝
師
針
於
危
急
之
病
症
不
得
無
故
不
慮
招
請
或
無
故

遅
延
。
」
と
あ
り
同
二
九
条
に
は
罰
則
も
定
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
明

治
四
一
(
一
九
O
八
)
年
の
警
察
犯
処
罰
令
に
と
も
な
い
、
同
年
一

O
月

一
日
よ
り
台
湾
に
お
い
て
は
総
督
府
令
を
も
っ
て
発
布
さ
れ
た
台
湾
違
警

(
幻
)

例
第
二
条
六
三
号
を
継
受
し
た
も
の
と
考
え
る
。

jヒi去52(4・17711195
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5
.
診
療
義
務
の
私
法
上
の
問
題
点

5
1
.
診
療
契
約
関
係
に
あ
る
場
合

医
師
法
第
一
九
条
第
一
項
違
反
の
射
程
を
考
え
る
に
際
し
て
、
医
師
と

患
者
と
が
既
に
契
約
関
係
に
あ
る
か
ど
う
か
を
ま
ず
問
題
と
し
た
い
。
契

約
関
係
が
あ
れ
ば
、
契
約
法
上
の
義
務
か
ら
当
然
、
診
療
義
務
が
生
ず
る
。

診
療
契
約
関
係
が
あ
り
な
が
ら
、
患
者
の
求
め
に
応
じ
る
こ
と
が
で
き
な

い
場
合
は
、
医
師
法
上
の
正
当
事
由
の
範
囲
と
民
法
上
の
帰
責
事
由
と
の

関
係
が
問
題
と
な
っ
て
こ
よ
う
が
、
私
見
で
は
私
法
上
の
帰
責
事
由
の
方

が
医
師
に
個
々
の
患
者
に
対
す
る
高
度
の
注
意
義
務
を
要
求
し
て
お
り
、

医
師
法
上
の
正
当
事
由
の
方
は
、
そ
の
公
法
的
性
質
上
、
個
々
の
患
者
と

い
う
よ
り
も
患
者
間
に
お
け
る
相
対
的
な
医
療
の
必
要
度
の
判
断
を
も
要

求
し
て
い
る
と
考
え
る
。

た
と
え
ば
、
医
師

Y
が、

V
山
V

ね
の
二
人
の
患
者
と
入
院
契
約
を
締
結
し

て
い
た
場
合
を
考
え
て
み
よ
う
。
か
っ
、
そ
の
際
に
医
師
は

Y
ひ
と
り
き

り
で
転
医
転
送
が
不
可
能
な
場
合
(
地
理
的
・
時
間
的
い
ろ
い
ろ
な
要
因

が
考
え
ら
れ
る
)
を
考
え
て
み
る
。

V
向
が
生
命
に
か
か
わ
る
よ
う
な
緊
急

事
態
に
陥
る
と
と
も
に
、

Y
は
最
悪
の
場
合
を
回
避
で
き
る
よ
う
な
行
為

を
行
う
。
そ
の
最
中
に

X
の
眼
球
に
急
性
の
疾
病
が
発
生
し
、
こ
れ
も
直

ち
に
処
置
を
行
わ
な
け
れ
ば
九
の
眼
球
は
摘
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
が
、
医
学
的
に
明
確
で
あ
る
と
判
断
で
き
た
と
し
よ
う
。
こ
の
場
合
、

Y
が
V

却
の
求
め
に
応
ぜ
ず
、

V

ん
の
治
療
に
か
か
り
き
り
に
な
る
こ
と
は
正

当
事
由
と
し
て
認
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、

v
ね
が
被
っ
た
損
害
に

対
し
て
、

V
A
の
帰
賞
事
由
の
存
在
を
民
法
は
認
め
る
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の

判
断
を
下
す
に
は
さ
ら
に
詳
細
な
個
別
具
体
的
な
条
件
設
定
が
必
要
で
あ

ろ
う
が
、

Y
に
帰
責
事
由
が
な
い
と
す
れ
ば
、

V

叫
が
被
っ
た
損
害
は
賠
償

さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
こ
の
場
合
は
正
当
事
由
と
同
じ
効
果
が
発
生
す
る
。

一
方

Y
に
責
め
に
帰
す
べ
き
事
由
が
あ
る
と
す
れ
ば
九
の
損
害
を

Y
が
賠

償
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
場
合
は
医
師
に
対
し
て
正
当
事
由
よ
り
も
さ

ら
に
高
度
の
民
事
的
責
任
を
負
わ
せ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

正
当
事
由
と
帰
責
事
由
は
法
の
制
度
が
昇
、
な
り
そ
の
日
的
と
す
る
機
能

も
異
な
る
が
、
医
師
法
第
一
九
条
第
一
項
違
反
を
私
法
に
援
用
し
こ
れ
に

よ
り
生
じ
た
損
害
を
賠
償
す
る
実
務
上
の
処
理
に
お
い
て
は
結
果
と
し
て

同
様
な
効
果
を
生
み
だ
す
こ
と
に
な
る
。
と
す
れ
ば
、
こ
の
よ
う
に
契
約

上
の
義
務
が
既
に
存
在
す
る
場
合
に
も
医
師
法
第
一
九
条
第
一
項
の
効
果

(
あ
る
い
は
こ
れ
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
民
事
的
責
任
の
法
的
効
果
)
を
重

畳
的
に
認
め
る
こ
と
は
、
事
実
上
医
師
の
責
任
に
対
し
て
屋
上
屋
を
架
す

よ
う
な
こ
と
に
な
り
法
的
実
益
に
乏
し
い
と
い
え
よ
う
。
も
っ
と
も
診
療

義
務
違
反
に
罰
則
が
規
定
さ
れ
て
い
れ
ば
、
医
師
法
に
お
け
る
個
別
的
意

義
が
生
じ
よ
う
。
現
状
で
あ
っ
て
も
医
師
が
契
約
関
係
に
あ
る
患
者
の
求

~t法52(4 ・ 178)1196 



め
に
応
じ
な
か
っ
た
行
為
そ
の
も
の
の
悪
性
度
が
高
い
場
合
に
は
、
「
医

師
と
し
て
の
品
位
を
損
す
る
行
為
に
対
す
る
行
政
罰
で
あ
る
免
許
取
消
を

定
め
る
同
法
第
七
条
を
適
用
す
れ
ば
、
実
体
法
上
の
意
味
を
も
つ
こ
と
に

・なる。

診療契約強制(応招義務)の系譜的・機能的再検討

以
上
の
経
緯
は
、
契
約
関
係
の
あ
る
医
師
患
者
間
に
お
い
て
、
医
師
法

第
一
九
条
第
一
項
が
私
法
へ
の
及
ぼ
す
影
響
を
部
分
的
で
は
あ
る
が
示
唆

し
て
い
る
も
の
と
思
え
る
。
つ
ま
り
、
医
師
患
者
が
契
約
関
係
に
あ
る
場

合
は
医
師
法
第
一
九
条
第
一
項
違
反
を
問
う
て
も
私
法
上
は
実
益
が
な
い

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

5
1
2
.
診
療
契
約
関
係
に
な
い
場
合

と
こ
ろ
が
、
契
約
関
係
に
な
い
場
合
で
あ
れ
ば
、
私
法
は
医
師
に
対
し

て
直
接
に
契
約
責
任
を
追
求
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
は
ず
で
あ
る
。
そ
こ

で
私
法
上
の
責
任
を
問
う
た
め
の
コ
ネ
ク
タ
ー
と
し
て
医
師
法
第
一
九
条

第
一
項
を
援
用
し
よ
う
と
す
る
方
法
が
考
え
だ
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
し

か
し
、
こ
の
場
合
で
あ
っ
て
も
そ
れ
を
私
法
上
の
解
決
に
利
用
す
る
の
で

あ
れ
ば
、
私
法
上
の
原
則
つ
ま
り
契
約
の
自
由
・
私
的
自
治
の
範
囲
を
無

視
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
の
で
、
当
然
限
定
的
に
運
用
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
の
意
味
で
、
公
・
私
法
を
一
応
区
別
し
て
、

私
法
的
な
取
引
自
由
の
要
請
を
考
慮
す
る
と
い
う
方
向
性
を
本
稿
は
も
っ

(
お
)

て
い
て
、
そ
の
限
定
の
範
囲
設
定
は
理
論
的
に
困
難
で
あ
る
こ
と
は
前
述

し
た
。
つ
ま
り
、
正
当
事
由
の
判
断
が
あ
ま
り
に
も
広
範
聞
か
つ
多
様
で

あ
る
か
ら
で
あ
る
。
す
く
な
く
と
も
医
師
法
を
根
拠
に
す
る
の
で
あ
れ
ば
、

個
別
具
体
的
な
検
討
を
要
し
、
か
つ
医
師
法
第
七
条
の
適
用
可
能
性
も
な

け
れ
ば
、
事
実
上
医
師
法
第
一
九
条
第
一
項
違
反
の
有
無
を
判
断
し
え
な

い
の
で
診
療
義
務
違
反
を
問
う
こ
と
は
不
当
と
な
ろ
う
。

も
っ
と
も
近
年
は
行
政
規
定
(
公
法
)
と
民
法
と
を
融
合
的
に
解
釈
す

(
ぬ
)

べ
き
と
す
る
主
張
が
有
力
で
あ
る
が
、
そ
れ
と
の
関
連
で
い
え
ば
本
稿
は

機
械
的
に
両
者
の
分
断
的
規
制
を
説
い
て
い
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、

従
来
損
害
賠
償
法
[
責
任
法
]
上
参
酌
さ
れ
た
医
師
法
[
公
法
]
規
定
そ

れ
自
体
の
再
考
を
促
し
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
公
法
上
の
絶
対
的
診
療

義
務
が
、
ど
う
い
っ
た
場
合
に
存
在
す
る
か
ど
う
か
を
検
討
す
べ
き
な
の

で
あ
る
。
こ
の
点
で
医
師
法
第
一
九
条
第
一
項
を
「
基
本
権
保
護
型
公
序
」

(ω) 

と
し
て
一
般
的
に
捉
え
る
と
医
師
の
「
基
本
権
」
に
対
し
て
過
剰
介
入
に

な
る
。
そ
こ
で
正
当
事
由
に
よ
り
、
こ
れ
を
防
止
す
る
の
で
あ
る
が
、
現

在
の
段
階
で
は
、
正
当
事
由
に
「
患
者
の
不
払
い
」
を
認
め
て
い
な
い
の

で
私
人
聞
の
契
約
法
理
か
ら
す
る
と
却
っ
て
こ
の
考
え
は
医
師
に
対
す
る

(“) 

財
産
上
の
侵
害
行
為
と
な
る
可
能
性
が
あ
る
。
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こ
の
よ
う
に
「
基
本
権
保
護
型
公
序
」
は
、
個
人
間
の
基
本
権
侵
害
に

(
必
)

対
し
て
、
各
個
人
の
「
善
き
生
」
に
依
拠
し
て
判
断
さ
れ
る
と
い
う
。
そ
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し
て
「
善
き
生
」
の
追
求
を
可
能
に
す
る
た
め
に
「
生
命
・
身
体
・
健
康

の
保
障
や
人
間
の
尊
厳
、
自
己
決
定
権
」
が
基
盤
と
な
っ
て
お
り
、
こ
の

(
必
)

基
盤
を
破
壊
す
る
行
為
に
は
介
入
を
許
す
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

私
見
は
必
ず
し
も
こ
れ
に
賛
成
す
る
も
の
で
は
な
い
。
ま
ず
医
療
は
「
生

命
・
身
体
・
健
康
の
保
障
や
人
間
の
尊
厳
、
自
己
決
定
権
」
の
全
て
に
直

接
か
か
わ
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
具
現
化
す
る
医
師
の
負
担
は
相
当

過
大
な
も
の
に
な
る
可
能
性
が
高
い
。
た
と
え
ば
現
代
社
会
に
お
い
て
は

経
済
的
裏
づ
け
が
な
け
れ
ば
、
現
実
に
医
療
を
行
う
こ
と
は
で
き
な
い
。

(
M
)
 

そ
の
意
味
で
は
「
医
は
仁
術
な
ら
ず
」
で
あ
る
。
次
に
「
生
命
・
身
体
・

健
康
の
保
障
や
人
聞
の
尊
厳
」
が
「
自
己
決
定
権
」
と
衝
突
す
る
場
合
に

つ
い
て
ま
で
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
が
、
医
療
現
場
で
は
現
実
に
こ
れ
に

対
応
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ケ

1
ス
は
多
い
の
で
あ
る
。
そ
の
場
合
ど
ち

ら
を
優
先
さ
せ
れ
ば
医
師
は
サ
ン
ク
シ
ヨ
ン
を
受
け
ず
に
済
む
の
か
が
不

明
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
よ
う
な
不
合
理
を
発
生
さ
せ
な
い
程
度
に
さ

ら
に
医
師
に
負
担
さ
せ
て
も
よ
い
程
度
の
条
件
設
定
を
考
え
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
つ
ま
り
、
こ
れ
ら
の
要
素
の
中
で
医
療
を
行
う
側
が
絶
対
的
に

要
求
さ
れ
る
も
の
だ
け
を
挙
げ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
ま
さ
に
生
命
(
人

間
)
の
尊
厳
で
あ
り
、
具
体
的
に
は
救
急
救
命
義
務
と
し
て
収
殺
し
て
い

く
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
医
師
法
第
一
九
条
第
一
項
は
私
法
上
の
契
約
の
強
制
や

不
作
為
義
務
を
そ
の
趣
旨
に
含
ま
ず
、
そ
れ
ら
の
上
位
概
念
と
い
う
べ
き

生
命
の
保
護
つ
ま
り
救
急
救
命
義
務
を
求
め
て
い
る
も
の
と
解
釈
す
る
し

か
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
一
方
で
私
法
上
の
診
療
義
務
を
否
定
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
。
つ
ま
り
私
法
は
医
師
法
(
公
法
)
の
援
用
と
い
う
迂
回
し

た
方
法
を
と
ら
な
く
て
も
、
独
立
し
た
法
的
効
果
を
持
ち
う
る
こ
と
に
な

る
の
で
あ
り
、
そ
う
し
た
か
ら
と
い
っ
て
損
害
賠
償
請
求
の
要
件
・
効
果

に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
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5
ー

3
.
事
務
管
理

医
療
に
お
け
る
特
に
救
急
の
場
合
、
搬
送
さ
れ
た
患
者
と
こ
れ
を
受
け

入
れ
た
病
院
と
の
問
に
契
約
関
係
が
な
い
場
合
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
場

合
の
医
師
が
患
者
を
治
療
す
る
行
為
は
一
般
に
事
務
管
理
(
民
法
第
六
九

七
条
)
・
緊
急
事
務
管
理
(
民
法
第
六
九
八
条
)
と
し
て
処
理
さ
れ
る
。

こ
の
場
合
、
医
師
は
搬
送
し
た
人
あ
る
い
は
救
急
体
制
か
ら
の
「
求
め
」

に
応
ず
る
べ
き
こ
と
に
な
る
。
こ
の
場
合
の
診
療
義
務
は
①
医
師
法
上
の

も
の
と
、
②
民
法
上
の
も
の
の
二
つ
が
考
え
ら
れ
る
。
①
は
、
医
師
法
に

外
形
的
に
従
う
こ
と
に
な
る
が
、
②
は
診
療
義
務
を
認
め
る
場
合
(
前
述

し
た
こ
と
と
結
果
的
に
は
同
じ
に
な
る
)
と
認
め
ら
れ
な
い
場
合
が
考
え

ら
れ
る
。
義
務
が
認
め
ら
れ
な
い
場
合
で
も
医
師
の
職
務
上
の
性
質
か
ら
、

患
者
の
診
察
治
療
を
行
う
時
は
善
管
注
意
義
務
を
負
い
、
緊
急
事
務
管
理



と
し
て
そ
の
責
任
が
軽
減
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
と
判
断
す
る
の
を
相
当
と

(
必
)

す
る
。
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と
こ
ろ
で
、
民
法
の
事
務
管
理
の
「
義
務
無
く
し
て
の
」
解
釈
に
学
説

上
の
対
立
が
あ
る
。
こ
こ
で
い
う
法
律
上
の
義
務
と
は
、
私
法
上
の
義
務

で
あ
り
医
師
法
第
一
九
条
第
一
項
の
公
法
上
の
義
務
と
は
関
係
な
い
と
す

(
必
)

る
説
(
前
述
し
た
こ
と
は
こ
れ
に
よ
る
)
と
公
法
上
の
義
務
も
含
め
る
立

(
幻
)

場
が
あ
る
。
し
か
し
、
後
者
の
説
に
依
拠
し
事
務
管
理
の
要
件
を
狭
め
る

と
、
診
療
義
務
の
な
い
医
師
が
事
務
管
理
上
、
患
者
を
診
る
こ
と
は
限
ら

れ
て
し
ま
う
が
具
体
例
を
挙
げ
て
み
よ
う
。
た
と
え
ば
、
目
前
の
救
急
傷

病
人
を
医
師
が
自
発
的
に
見
る
場
合
は
事
務
管
理
と
な
り
得
る
。
こ
れ
は

一
九
条
の
解
釈
か
ら
す
れ
ば
、
要
件
と
し
て
の
「
診
察
治
療
の
求
」
が
な

い
の
で
、
事
故
者
を
前
に
し
て
診
察
す
る
義
務
自
体
は
な
い
と
い
う
こ
と

(
必
)

な
る
。
と
す
る
と
不
合
理
な
こ
と
に
な
り
は
し
な
い
か
。
ま
さ
に
こ
の
占
…

に
公
法
上
の
診
療
義
務
と
私
法
上
の
そ
れ
と
の
相
違
が
見
出
さ
れ
る
で
あ

ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
点
は
公
・
私
法
を
融
合
的
に
解
釈
し
て
医
師
法
一

九
条
の
法
意
か
ら
発
展
さ
せ
て
前
述
の
ご
と
く
、
救
急
救
命
義
務
を
導
く

こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
一
方
、
医
師
法
上
は
一
九
条
違
反
を
問
え
ず

と
も
、
七
条
に
該
当
す
る
可
能
性
が
高
い
で
あ
ろ
う
。

6
.
契
約
強
制
に
つ
い
て

医
師
法
第
一
九
条
第
一
項
は
か
つ
て
国
家
か
ら
の
医
師
に
対
す
る
契
約

強
制
と
解
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
後
こ
れ
を
契
約
自
由
へ
介
入
す
る
た
め
に

公
益
的
な
観
点
を
根
拠
と
し
、
契
約
の
成
立
や
内
容
に
対
す
る
規
制
を
行

、
つ
立
法
と
み
な
す
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
れ
は
医
療
契
約
の
性
質
か
ら
、
介

入
が
不
可
避
と
考
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
医
者
が
診
療
契
約
の
申

込
を
受
け
た
と
き
、
患
者
の
生
命
・
健
康
を
保
護
す
る
た
め
に
契
約
締
結

が
強
制
さ
れ
て
お
り
、
断
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
本
来
、
契
約
す
る
か
ど

う
か
は
当
事
者
の
自
由
で
あ
る
が
、
医
者
に
つ
い
て
は
、
申
込
を
拒
絶
す

(
印
)

る
自
由
が
な
い
わ
け
で
あ
る
。
同
様
な
規
制
は
、
電
気
、
ガ
ス
、
鉄
道
な

ど
の
独
占
的
な
公
益
事
業
に
も
見
ら
れ
る
。
以
下
で
は
、
契
約
強
制
の
程

度
に
つ
い
て
と
こ
れ
ら
と
診
療
契
約
と
の
相
違
に
つ
い
て
ま
ず
検
討
す
る
。

次
に
、
医
療
契
約
の
双
務
性
か
ら
考
え
て
、
患
者
の
不
払
い
を
契
約
拒
否

の
正
当
な
理
由
と
し
な
い
点
に
つ
い
て
、
法
制
度
上
ど
の
よ
う
な
手
当
て

が
医
師
ま
た
は
医
療
機
関
に
な
さ
れ
て
い
る
か
を
述
べ
た
い
。

6
1
1
・
契
約
強
制
の
程
度
と
他
の
事
業
と
の
比
較

(
日
)

契
約
強
制
の
程
度
を
分
類
す
る
と
、
①
そ
の
規
定
が
医
師
に
契
約
を
強

く
強
制
し
て
い
る
の
か
、
②
そ
れ
と
も
契
約
関
係
を
成
立
さ
せ
る
程
度
に

強
制
し
て
い
る
の
か
、
③
あ
る
い
は
契
約
の
申
し
込
み
を
拒
否
す
る
こ
と

を
禁
じ
て
い
る
の
か
、
の
い
ず
れ
に
あ
た
る
の
か
に
つ
い
て
ま
ず
検
討
す

北法52(4・181)1199 
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る
ま
ず
①
に
つ
い
て
は
診
療
拒
絶
が
社
会
的
非
難
の
程
度
と
し
て
強
け
れ

ば
、
契
約
強
制
は
絶
対
的
な
も
の
に
ま
で
強
化
さ
れ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
医
療
サ
ー
ビ
ス
は
多
種
多
様
な
た
め
こ
れ
を
一
般
化
で
き
な
い
。

つ
ま
り
個
別
具
体
的
に
考
え
る
こ
と
に
な
ろ
う
が
、
す
く
な
く
と
も
生
命

に
か
か
わ
る
よ
う
な
診
察
治
療
の
申
し
込
み
に
対
し
て
は
も
っ
と
も
厳
格

な
要
求
が
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
当
然
、
違
反
に
対
し
て
は
罰
則
等

の
規
程
を
定
め
て
お
く
べ
き
で
あ
る
。

②
、
③
に
つ
い
て
は
さ
ら
に
、
次
の
よ
う
な
視
点
で
考
え
て
い
き
た
い
。

こ
の
検
討
を
行
う
に
は
、
第
一
に
法
律
関
係
が
成
立
し
た
結
果
行
わ
れ
る

べ
き
給
付
の
内
容
が
非
代
替
的
な
も
の
で
あ
る
か
、
第
二
に
契
約
内
容
が

強
制
執
行
に
な
じ
ま
な
い
場
合
か
、
第
三
に
当
該
法
律
関
係
に
基
づ
く
給

付
が
継
続
的
な
も
の
で
あ
る
か
、
そ
う
で
あ
れ
ば
契
約
強
制
の
要
請
は
高

ま
る
は
ず
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
①
と
同
様
に
全
て
の
場
合
に
適
す
る
医
療

契
約
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
て
い
く
と
医
療
契
約
に
は
生
命

の
維
持
と
い
う
絶
対
的
要
求
を
満
た
す
た
め
に
、
こ
れ
に
付
随
・
連
続
す

る
多
様
な
医
療
契
約
の
内
容
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
判
断
基
準
に
比
較
的
対
応
す
る
電
気
、
ガ
ス
、
水
道
、
鉄
道

な
ど
の
独
占
的
な
公
益
事
業
の
関
連
条
文
を
挙
げ
て
み
る
と
、

①
電
気
事
業
法
第
一
八
条
第
一
項
一
般
電
気
事
業
者
は
、
正
当
な
理

由
が
な
け
れ
ば
、
そ
の
供
給
区
域
に
お
け
る
一
般
の
需
要
(
特
定
電
気
事

業
者
が
第
三
条
第
一
項
又
は
第
八
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
と
こ
ろ
に

よ
り
、
特
定
電
気
事
業
を
開
始
し
た
供
給
地
点
(
以
下
「
事
業
開
始
地
点
」

と
い
う
。
)
に
お
け
る
需
要
及
び
特
定
規
模
需
要
を
除
く
。
)
に
応
ず
る
電

気
の
供
給
を
拒
ん
で
は
な
ら
な
い
。

②
ガ
ス
事
業
法
第
一
六
条
一
項
一
般
ガ
ス
事
業
者
は
、
正
当
な
事
由

が
な
け
れ
ば
、
何
人
に
対
し
て
も
、
そ
の
供
給
区
域
又
は
供
給
地
点
に
お

け
る
ガ
ス
の
供
給
を
拒
ん
で
は
な
ら
な
い
。

③
水
道
法
第
一
五
条
一
項
水
道
事
業
者
は
、
事
業
計
画
に
定
め
る
給

水
区
域
内
の
需
用
者
か
ら
給
水
契
約
の
申
込
を
受
け
た
と
き
は
、
正
当
の

理
由
が
な
け
れ
ば
、
こ
れ
を
拒
ん
で
は
な
ら
な
い
。

④
鉄
道
営
業
法
第
六
条
鉄
道
ハ
左
ノ
事
項
ノ
具
備
シ
タ
ル
場
合
ニ
於

テ
ハ
貨
物
ノ
運
送
ヲ
拒
絶
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ス

と
契
約
を
強
制
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
他
方
、
診
療
契
約
義
務
の
場

合
は
直
ち
に
契
約
強
制
と
な
り
う
る
か
ど
う
か
は
疑
問
で
あ
る
。
と
い
う

の
は
電
気
・
ガ
ス
・
水
道
事
業
な
ど
と
異
な
り
、
医
療
は
す
べ
て
の
国
民

に
①
普
遍
的
に
必
需
の
も
の
で
あ
る
と
は
言
い
き
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

一
生
、
医
師
の
世
話
に
な
ら
ず
、
死
ん
で
い
く
人
も
い
る
だ
ろ
う
し
(
も
っ

と
も
死
ね
ば
死
亡
診
断
・
死
体
検
案
と
い
っ
た
医
師
の
世
話
に
な
ら
ざ
る

を
得
な
い
が
)
、
日
常
の
生
活
に
お
い
て
必
需
と
は
い
え
な
い
性
質
の
も
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の
で
も
あ
る
。
ま
た
②
契
約
の
内
容
は
電
気
な
ど
の
事
業
の
よ
う
に
サ
ー

ビ
ス
内
容
が
モ
ノ
を
供
給
し
た
り
、
運
送
す
る
と
い
っ
た
一
元
的
な
内
容

で
は
な
く
、
③
そ
れ
ど
こ
ろ
か
契
約
当
事
者
聞
に
特
約
を
結
ぶ
こ
と
も
可

(
辺
)

能
で
あ
る
。
④
ま
た
、
契
約
主
体
の
業
は
独
占
し
て
い
る
と
は
い
え
、
多

数
の
事
業
体
に
分
か
れ
、
私
企
業
・
公
企
業
も
混
合
し
て
お
り
、
患
者
(
利

用
者
)
が
こ
れ
ら
を
選
択
す
る
こ
と
は
比
較
的
容
易
で
あ
り
、
代
替
可
能

な
場
合
も
あ
る
の
で
契
約
強
制
の
合
理
的
理
由
に
乏
し
く
な
る
も
の
と
思

え
る
。
も
っ
と
も
こ
の
場
合
で
も
救
急
救
命
の
ケ
l
ス
は
例
外
的
で
あ
る
。

⑤
さ
ら
に
企
業
規
模
が
中
企
業
ク
ラ
ス
の
も
の
さ
え
も
少
な
く
、
多
く
は

個
人
開
業
と
い
っ
た
零
細
企
業
の
規
模
形
態
で
あ
り
、
患
者
個
人
レ
ベ
ル

(
日
)

で
の
契
約
交
渉
が
難
し
い
と
ま
で
は
い
え
ず
、
⑥
資
本
投
下
が
個
人
に
依

存
す
る
場
合
が
多
く
、
医
療
法
人
と
し
て
株
式
会
社
形
態
が
認
め
ら
れ
て

い
な
い
た
め
、
⑦
そ
の
施
設
な
ど
の
規
模
は
比
較
に
な
ら
な
い
ぐ
ら
い
小

で
あ
る
。
さ
ら
に
③
社
会
保
険
を
利
用
す
る
医
業
形
態
が
ほ
と
ん
ど
全
て

で
は
あ
る
が
、
保
険
事
業
の
主
体
で
は
な
く
、
①
医
業
は
営
利
を
目
的
と

し
な
い
こ
と
と
い
う
趣
旨
が
医
療
法
第
七
条
第
五
項
に
定
め
ら
れ
て
い
る
。

(
日
)

も
っ
と
も
現
実
に
は
必
ず
し
も
そ
う
い
え
な
い
点
は
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、

医
業
に
よ
り
獲
得
す
る
各
医
療
機
関
の
収
益
額
は
、
他
の
企
業
と
は
比
較

に
な
ら
な
い
ぐ
ら
い
少
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
、
⑮
契
約
拒
否
の
理
由
と

し
て
患
者
の
不
払
い
が
、
行
政
解
釈
に
よ
れ
ば
正
当
事
由
と
し
て
認
め
ら

れ
て
い
な
い
の
で
、
患
者
側
の
債
務
の
履
行
に
対
す
る
同
時
履
行
の
抗
弁

を
認
め
な
い
こ
と
と
な
り
、
一
般
的
契
約
関
係
を
想
定
し
て
い
る
と
は
考

え
に
く
い
と
も
い
え
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
⑪
契
約
関
係
が
契
約
主
体

者
の
個
別
的
信
頼
関
係
に
強
く
依
存
し
て
い
る
点
も
見
逃
せ
な
い
し
、
⑫

医
師
に
求
め
ら
れ
る
「
倫
理
」
が
具
体
的
契
約
内
容
に
も
影
響
し
、
本
来

契
約
当
事
者
(
医
師
患
者
)
聞
の
「
合
意
」
に
よ
る
べ
き
契
約
に
一
定
の

制
限
が
倫
理
上
の
理
由
か
ら
容
認
さ
れ
て
い
る
と
い
う
特
徴
も
あ
る
。

こ
の
他
に
締
結
義
務
を
定
め
た
契
約
に
は
、
自
動
車
損
害
賠
償
保
障
法

(
自
賠
法
)
に
定
め
ら
れ
た
責
任
保
険
あ
る
い
は
責
任
共
済
を
挙
げ
る
こ

と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
同
法
は
①
自
動
車
に
保
険
加
入
を
強
制
し
(
自

賠
法
第
五
条
)
、
②
民
間
の
保
険
会
社
な
ど
に
保
険
業
を
引
き
受
け
さ
せ

(
同
法
第
六
条
)
、
③
保
険
契
約
者
か
ら
の
契
約
締
結
申
し
込
み
が
あ
っ

た
場
合
、
正
当
な
理
由
が
な
け
ば
こ
れ
を
拒
否
で
き
な
い
と
し
(
同
法
第

二
四
条
)
、
④
保
険
料
牽
は
ノ

l
ロ
ス
・
ノ

l
プ
ロ
フ
ィ
ッ
ト
を
原
則
と

し
て
い
る
(
同
法
第
二
五
条
)
。
こ
れ
は
一
般
的
医
療
契
約
(
自
由
診
療
)

と
同
じ
で
は
な
い
が
、
わ
が
国
に
お
け
る
普
遍
的
医
療
契
約
で
あ
る
医
療

保
険
シ
ス
テ
ム
と
類
似
点
を
有
す
る
。
す
な
わ
ち
①
は
国
民
皆
保
険
制
度
、

②
は
民
間
の
保
険
医
療
機
関
、
③
は
診
療
契
約
締
結
義
務
、
④
は
医
療
機

関
の
非
営
利
の
原
則
と
一
見
パ
ラ
レ
ル
な
商
を
も
っ
。
し
か
し
、
こ
れ
が

保
険
と
い
う
ス
キ

l
ム
の
上
で
共
通
と
考
え
る
の
か
、
あ
る
い
は
医
療
の
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場
合
こ
れ
と
は
別
の
条
件
も
加
味
し
て
考
え
る
の
か
は
さ
ら
な
る
精
綴
な

議
論
を
要
す
と
こ
ろ
で
あ
る
。
本
稿
で
は
指
摘
の
み
に
と
ど
め
今
後
の
検

討
課
題
と
し
た
い
。

6
1
2
.
契
約
強
制
と
患
者
の
支
払
義
務

患
者
の
契
約
上
の
債
務
で
あ
る
診
療
報
酬
支
払
の
点
に
つ
い
て
は
、
医

に
関
す
る
倫
理
・
道
徳
的
価
値
観
が
優
先
し
て
か
、
必
ず
し
も
こ
れ
ま
で

具
体
的
に
検
討
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
医
療
契
約
が
双
務
有
償
契

約
だ
と
す
れ
ば
「
当
然
」
、
医
療
費
の
支
払
が
な
け
れ
ば
、
契
約
の
申
込

自
体
を
拒
否
し
た
り
、
契
約
締
結
を
行
わ
な
い
こ
と
が
あ
っ
て
も
よ
い
は

ず
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
医
師
法
第
一
九
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
申

込
を
拒
否
す
る
こ
と
は
禁
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
、
こ
の
点
に
だ
け
着
目
す

る
と
契
約
が
強
制
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
契

約
強
制
は
、
医
療
契
約
そ
の
も
の
が
片
務
的
で
あ
る
、
医
療
契
約
の
双
務

性
に
一
定
の
例
外
が
あ
る
、
そ
し
て
そ
も
そ
も
契
約
と
は
無
関
係
な
公
法

上
の
規
定
(
公
法
私
法
二
元
論
)
と
い
っ
た
条
件
を
理
由
と
し
て
成
立
す

る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

こ
こ
で
は
、
臨
床
実
務
上
の
観
点
か
ら
現
実
に
ど
の
よ
う
に
こ
の
問
題

が
解
決
さ
れ
て
い
る
の
か
を
中
心
に
検
討
す
る
こ
と
と
す
る
。
患
者
あ
る

い
は
そ
の
家
族
の
医
療
費
の
支
払
い
債
務
が
不
履
行
に
な
る
と
考
え
ら
れ

る
の
は
、
事
実
上
支
払
が
困
難
な
場
合
と
患
者
の
意
思
で
支
払
わ
な
い
場

合
が
あ
ろ
う
。
前
者
は
さ
ら
に
貧
困
ゆ
え
に
支
払
困
難
な
場
合
と
身
元
が

不
明
で
意
思
の
疎
通
が
困
難
な
場
合
が
あ
る
。
後
者
は
、
社
会
保
険
診
療

上
の
一
部
負
担
金
の
不
払
い
と
自
由
診
療
の
治
療
費
不
払
い
の
場
合
を
考

え
れ
ば
よ
い
。

jヒ法52(4・184)1202 

6
1
2
1
1
.
事
実
上
支
払
が
困
難
な
場
合

(
1
)
貧
困
ゆ
え
に
支
払
困
難
な
場
合

貧
困
ゆ
え
に
医
療
費
の
支
払
が
困
難
な
場
合
の
解
決
と
し
て
、
生
活
保

護
法
(
三
四
条
)
に
よ
り
医
療
扶
助
を
現
物
支
給
す
る
方
法
が
あ
る
。
医

療
扶
助
の
た
め
の
医
療
を
担
当
す
る
の
は
指
定
医
療
機
関
で
あ
り
(
四
九

条
)
、
保
護
の
実
施
機
関
で
あ
る
都
道
府
県
知
事
、
市
長
及
び
福
祉
事
務

所
を
管
理
す
る
町
村
長
は
(
一
九
条
一
項
)
、
指
定
医
療
機
関
に
対
す
る

診
療
報
酬
支
払
い
義
務
を
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
等
に
委
託
す
る

こ
と
が
で
き
る
(
五
三
条
四
項
)
。
医
療
扶
助
に
よ
る
診
療
給
付
に
あ
た
っ

(
日
)

て
は
、
福
祉
事
務
所
に
よ
る
医
療
券
の
発
行
を
必
要
と
さ
れ
、
従
来
は
レ

セ
プ
ト
用
紙
と
同
様
な
様
式
で
患
者
ご
と
に
指
定
医
療
機
関
に
送
付
さ
れ

て
く
る
シ
ス
テ
ム
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
最
近
は
通
常
の
レ
セ
プ
ト
用
紙

に
医
療
券
に
記
さ
れ
た
被
保
護
者
の
受
給
者
番
号
を
転
載
す
る
よ
う
に

な
っ
て
い
る
。
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と
こ
ろ
で
、
た
と
え
ば
患
者
が
移
送
さ
れ
た
先
が
指
定
医
療
機
関
で
な

か
っ
た
場
合
は
、
ど
う
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
「
急
迫
し
た
事
情
が
あ
る

場
合
に
お
い
て
は
、
被
保
護
者
は
、
」
指
定
医
療
機
関
で
な
く
と
も
「
医

療
の
給
付
を
受
け
る
」
こ
と
が
で
き
る
(
三
四
条
四
項
)
o

こ
の
場
合
の

支
払
は
金
銭
給
付
と
な
る
(
三
四
条
一
項
)
。

生
活
保
護
を
め
ぐ
っ
て
は
外
国
人
の
受
給
の
問
題
が
あ
る
。
生
活
に
困

窮
す
る
外
国
人
に
対
し
て
は
永
住
者
等
に
つ
い
て
は
予
算
措
置
と
し
て
生

活
保
護
法
の
準
用
が
な
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
在
留
資
格
が
な
い
外
国

人
に
は
生
活
保
護
の
申
請
権
が
な
く
、
医
療
費
の
支
払
に
関
し
て
は
担
保

さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
今
後
何
ら
か
の
立
法

(
白
川
)

的
検
討
が
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

(
2
)
身
元
が
不
明
で
音
ω

思
の
疎
通
が
困
難
な
場
合

行
き
倒
れ
で
患
者
の
意
思
す
ら
不
明
の
場
合
は
、
身
元
さ
え
も
不
明
な

こ
と
も
あ
ろ
う
。
希
少
な
ケ

i
ス
で
は
あ
ろ
う
が
、
こ
の
よ
う
な
場
合
で

(
幻
)

あ
っ
て
も
、
行
旅
病
人
及
行
旅
死
亡
人
取
扱
法
(
明
治
三
二
年
三
月
二
八

日
・
法
律
九
三
号
改
正
昭
和
六
一
年
法
律
一

O
九
号
)
に
よ
り
、
医
療
費

の
支
払
は
市
町
村
が
こ
れ
を
行
い
つ
五
条
て
項
)
、
市
町
村
は
都
道
府

県
に
こ
れ
に
要
し
た
額
を
請
求
で
き
る
。

6
1
2
1
2
.
患
者
が
故
意
に
支
払
わ
な
い
場
合

(
l
)
医
療
保
険
診
療
の
場
合

患
者
が
故
意
に
支
払
を
拒
ん
で
い
る
と
き
、
そ
の
支
払
は
保
険
診
療
の

場
合
は
一
部
負
担
金
(
健
康
保
険
法
第
四
三
条
ノ
八
)
と
し
て
取
扱
わ
れ

(
時
)

て
い
る
。
つ
ま
り
医
療
機
関
に
は
、
患
者
が
全
く
支
払
を
せ
ず
と
も
、
療

養
に
要
す
る
費
用
の
額
よ
り
一
部
負
担
金
を
控
除
し
た
額
は
、
社
会
保
険

診
療
報
酬
支
払
基
金
に
請
求
し
、
こ
の
審
査
を
受
け
た
後
に
支
払
わ
れ
る

(
印
)

(
同
法
四
三
条
ノ
九
)
。
す
な
わ
ち
、
被
保
険
者
本
人
で
あ
れ
ば
八
割
、

そ
の
家
族
で
あ
れ
ば
七
割
の
診
療
費
の
回
収
は
可
能
で
あ
る
(
二

O
O
一

年
一
一
月
現
在
に
お
い
て
)
。
そ
れ
の
み
な
ら
ず
、
医
療
機
関
は
一
部
負

担
金
を
受
け
取
る
の
に
善
管
注
意
義
務
を
満
た
す
行
為
を
し
て
お
れ
ば
、

(ω) 

一
部
負
担
金
は
保
険
者
が
担
保
す
る
シ
ス
テ
ム
と
な
っ
て
い
る
。
結
局
、

患
者
が
故
意
に
支
払
を
拒
ん
で
も
、
こ
れ
を
受
け
取
る
別
の
手
当
て
が
な

さ
れ
て
い
る
の
で
、
実
務
的
意
味
は
な
く
な
る
。

ち
な
み
に
保
険
者
は
同
法
第
一
一
条
ノ
一
一
一
に
よ
り
「
税
に
次
ぐ
徴
収
金

(
臼
)

の
先
取
特
権
」
を
有
し
て
い
る
の
で
、
回
収
に
関
し
て
は
通
常
の
金
銭
貸

借
関
係
よ
り
も
法
的
に
は
保
護
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

ま
た
、
国
民
健
康
保
険
の
場
合
も
全
く
同
様
で
あ
る
。
療
養
を
受
け
る

場
合
の
一
部
負
担
金
と
し
て
国
民
健
康
保
険
法
第
四
二
条
、
保
険
医
療
機

関
の
診
療
報
酬
と
し
て
同
法
第
四
五
条
、
一
部
負
担
金
の
保
険
者
に
よ
る

担
保
に
関
し
て
は
同
法
第
四
二
条
第
五
項
、
「
徴
収
金
の
先
取
特
権
」
に

関
し
て
は
同
法
第
八
O
条
第
四
項
)
と
し
て
定
め
ら
れ
て
い
る
。
本
保
険

北法52(4・185)1203
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に
お
い
て
は
、
さ
ら
に
非
保
険
者
が
一
部
負
担
金
を
支
払
う
こ
と
が
困
難

な
場
合
の
減
免
処
置
ま
で
規
定
さ
れ
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
国
民
健
康
保
険
の
加
入
者
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
医
療
費
の

支
払
に
関
し
て
は
医
療
機
関
が
診
療
報
酬
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う

法
的
手
当
て
が
な
さ
れ
て
い
る
。

②
自
由
診
療
の
場
合

診
療
義
務
の
程
度
が
法
的
に
ど
の
程
度
強
化
さ
れ
る
べ
き
か
を
判
断
す

る
に
は
、
自
由
診
療
に
お
け
る
不
応
招
の
正
当
事
由
と
し
て
「
患
者
の
不

払
い
」
を
認
め
る
か
、
認
め
な
い
か
に
よ
ろ
う
。
結
論
を
先
に
言
え
ば
、

自
由
診
療
に
関
し
て
は
現
行
医
療
制
度
に
お
い
て
は
、
診
療
義
務
そ
の
も

の
は
こ
れ
を
射
程
と
す
る
も
の
の
、
患
者
が
不
払
い
で
あ
れ
ば
そ
れ
を
理

由
に
診
療
を
拒
否
で
き
る
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
場
合
不
払

い
と
い
う
事
実
行
為
と
不
払
い
の
意
思
の
確
認
を
峻
別
す
る
こ
と
が
法
的

に
は
要
求
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
判
断
は
現
実
に
は
難
し
い
。
ま
た

に
患
者
が
故
意
に
こ
れ
を
拒
ん
で
い
る
よ
う
な
場
合
は
(
立
証
は
困
難
で

あ
ろ
う
が
、
)
診
療
拒
否
も
認
め
て
よ
い
と
考
え
る
。

そ
の
理
由
と
し
て
は
、
①
医
療
保
険
は
国
民
皆
保
険
の
制
度
を
原
則
と

(
臼
)

し
て
い
る
こ
と
、
②
現
行
保
険
制
度
上
で
は
、
ほ
と
ん
ど
全
て
の
種
類
の

医
療
サ
ー
ビ
ス
が
供
給
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
③
な
か
ん
ず
く
救
急
医
療
に

関
し
て
は
医
療
サ
ー
ビ
ス
が
拡
充
し
て
い
る
こ
と
、
④
保
険
診
療
の
一
部

負
担
金
が
不
払
い
で
あ
っ
て
も
、
医
療
費
を
徴
収
す
る
制
度
が
手
当
て
さ

れ
て
い
る
こ
と
、
⑤
医
療
サ
ー
ビ
ス
の
供
与
が
契
約
で
あ
れ
ば
、
で
き
る

だ
け
契
約
の
自
由
を
制
限
し
な
い
方
が
よ
い
こ
と
、
⑥
そ
も
そ
も
医
療
契

約
に
お
い
て
そ
の
双
務
有
償
性
が
確
保
で
き
な
い
ま
ま
で
契
約
を
強
制
し

て
も
、
医
療
契
約
は
患
者
医
師
聞
の
信
頼
関
係
を
基
礎
と
し
て
い
る
の
で

あ
り
、
こ
れ
が
破
綻
し
た
状
態
で
は
契
約
そ
の
も
の
が
不
安
定
と
な
る
虞

が
あ
る
、
な
ど
が
考
え
ら
れ
る
。
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一
方
、
以
下
の
よ
う
な
反
対
意
見
も
あ
る
。
「
診
療
拒
否
に
ほ
と
ん
ど

罰
則
も
科
さ
れ
な
い
、
規
制
も
加
え
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
他
の
市

民
社
会
に
お
い
て
許
さ
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
(
中
略
)
こ
の
種
の
慣

行
は
、
医
療
給
付
が
医
療
需
給
の
バ
ラ
ン
ス
を
前
提
に
し
て
い
た
時
代
は

と
も
か
く
と
し
て
、
今
日
好
む
と
好
ま
ざ
る
と
に
か
か
わ
ら
ず
、
医
療
が

商
品
化
の
方
向
を
歩
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
変
化
せ
ざ
る
を
え

な
い
し
、
司
法
統
制
あ
る
い
は
行
政
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
さ
け
た
い
と
す

る
な
ら
ば
、
積
極
的
に
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
自
身
の
内
部
問
題
と
し
て
、

自
己
規
律
の
問
題
と
し
て
積
極
的
に
処
理
す
る
道
を
選
ぶ
べ
き
で
あ
ろ
う
。

(
中
略
)
現
行
医
師
法
で
は
、
全
く
タ
ブ

l
の
世
界
に
置
か
れ
て
い
た
問

題
も
現
行
医
師
法
が
制
定
を
さ
れ
、
そ
の
と
き
に
依
拠
し
て
い
た
医
師
の

モ
ラ
ル
が
崩
壊
し
、
喪
失
し
、
変
質
す
れ
ば
、
必
然
的
に
パ
ブ
リ
ッ
ク
・

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
に
さ
ら
さ
れ
さ
る
を
得
な
い
こ
と
の
み
を
強
調
し
て
お
き



(ω) 
た
い
」
と
。
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し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
指
摘
に
対
し
て
は
以
下
の
よ
う
な
疑
問
を
も
っ
。

①
「
診
療
拒
否
」
の
意
味
す
る
範
囲
の
有
無
。
診
療
拒
否
は
自
由
診
療

を
含
め
た
す
べ
て
の
診
療
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
か
。
だ
と
す
れ
ば
医
師
に

多
大
な
負
担
を
課
す
こ
と
に
な
り
は
し
な
い
か
。
こ
こ
で
い
う
診
療
が
生

命
に
か
か
わ
る
診
療
に
限
局
さ
れ
る
も
の
で
あ
れ
ば
賛
成
で
あ
る
。
た
だ

し
、
「
身
体
に
重
要
な
影
響
を
及
ぼ
す
」
範
囲
に
ま
で
診
療
義
務
を
拡
大

す
る
場
合
に
つ
い
て
は
そ
の
趣
旨
に
は
賛
成
し
た
い
が
、
現
実
の
問
題
と

し
て
こ
れ
を
実
際
に
行
う
こ
と
は
不
可
能
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

②
「
医
療
給
付
が
医
療
需
給
の
バ
ラ
ン
ス
を
前
提
に
し
て
い
た
時
代
」

に
は
診
療
義
務
に
罰
則
を
課
さ
な
く
と
も
よ
く
、
こ
れ
が
充
足
さ
れ
る
と

何
故
、
罰
則
ま
で
課
さ
ね
ば
な
ら
な
い
の
か
。
む
し
ろ
逆
に
医
療
機
関
が

少
な
く
そ
の
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
こ
と
が
困
難
な
時
代
に
あ
っ
て
、
は
罰

則
の
必
要
性
も
検
討
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
今
日
の
よ
う
に
患
者
が
多
数

の
医
療
機
関
を
選
択
で
き
る
よ
う
な
状
況
で
は
「
診
療
拒
否
」
に
よ
る
問

題
は
事
実
上
存
在
し
な
く
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
百
歩
譲
っ
て
も

そ
の
法
的
根
拠
に
乏
し
い
。
医
療
需
給
の
バ
ラ
ン
ス
に
関
係
な
く
、
す
く

な
く
と
も
診
療
拒
否
が
繰
り
返
さ
れ
る
よ
う
で
あ
れ
ば
医
師
法
第
七
条
の

適
用
の
方
法
も
あ
る
。
こ
れ
が
適
用
さ
れ
れ
ば
、
医
道
審
議
会
の
意
見
を

聞
い
た
上
で
医
師
に
と
っ
て
は
死
刑
と
も
い
え
る
「
免
許
取
消
」
の
行
政

罰
の
可
能
性
も
残
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
で
は
罰
則
が
不
十
分
な
の
か
。

①
「
医
療
の
商
品
化
」
が
医
療
の
供
給
の
普
遍
化
と
い
う
意
味
だ
と
す

れ
ば
、
診
療
拒
否
そ
の
も
の
が
非
合
理
的
な
行
為
と
な
り
は
し
な
い
か
。

つ
ま
り
、
前
項
と
も
関
連
す
る
が
、
供
給
過
剰
に
な
れ
ば
診
療
を
拒
否
す

る
こ
と
よ
り
も
過
剰
な
診
療
や
患
者
の
要
求
に
過
大
に
こ
た
え
る
診
療
の

方
が
現
実
に
起
こ
り
う
る
。
そ
の
中
で
診
療
拒
否
に
つ
い
て
の
み
罰
則
を

加
え
る
と
な
れ
ば
、
法
的
バ
ラ
ン
ス
を
失
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

③
「
医
療
の
商
品
化
」
と
医
業
を
行
う
人
に
対
す
る
義
務
の
関
係
が
明

確
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
診
療
義
務
と
は
、
電
気
・
ガ
ス
の
よ
う
な
「
モ

ノ
L

の
供
給
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
医
師
に
「
行
為
H
医
療
サ
ー

ビ
ス
」
の
供
給
つ
ま
り
な
す
債
務
を
要
求
す
る
も
の
で
あ
る
。
医
師
に
も

人
権
が
あ
る
の
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
行
為
を
単
純
に
「
パ
ブ
リ
ッ
ク
・

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
」
に
よ
り
強
制
し
て
よ
い
も
の
だ
ろ
う
か
。

⑤
診
療
の
中
に
は
歯
科
に
お
け
る
補
綴
(
義
歯
)
の
よ
う
に
、
ま
ず
「
モ

ノ
」
を
渡
す
こ
と
に
よ
り
こ
れ
を
行
う
も
の
も
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
そ
の

も
の
(
義
歯
)
の
所
有
権
・
占
有
権
の
問
題
は
民
法
上
ど
の
よ
う
に
解
決

す
る
つ
も
り
な
の
か
。

以
上
の
疑
問
点
は
あ
る
も
の
の
、
医
師
法
第
一
九
条
第
一
項
の
罰
則
制

定
の
意
見
は
、
昨
今
、
現
行
保
険
の
財
政
的
赤
字
が
続
き
、
そ
の
存
続
さ

(
似
)

え
危
ぶ
ま
れ
、
保
険
制
度
が
破
綻
し
自
由
診
療
が
主
体
と
な
っ
た
状
況
で
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は
医
療
費
の
支
払
と
診
療
拒
否
の
正
当
事
由
を
め
ぐ
っ
て
示
唆
的
で
は
あ

る
。
こ
の
場
合
に
前
述
の
よ
う
に
診
療
義
務
は
制
限
的
適
用
を
、
つ
け
て
よ

い
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
事
態
に
陥
っ
た
場
合
に
、
は
じ
め
て

診
療
義
務
の
存
在
意
義
が
強
調
さ
れ
て
く
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
か
し
、

そ
の
と
き
に
お
い
で
さ
え
も
医
師
あ
る
い
は
医
師
界
の
自
己
規
律
を
期
待

し
た
り
、
あ
る
い
は
モ
ラ
ル
の
問
題
を
取
り
上
げ
た
り
す
る
法
学
上
の
利

点
の
具
体
性
は
乏
し
い
よ
う
に
思
え
る
。

(
I
)
Z
6・
ミ
者
宅
垣

-ιon'口
問
問
・
。
之
匂
¥
I
Z宮
内
四
四
国
民
穴
〉
関
口
回

C
同
〉
吋

duo¥

∞
間
四
回
〉
関
口

¥
r
R
E
m
-
S
C
F
Z
B目

(
2
)
北
海
道
保
険
医
新
聞
(
二
O
O
一
年
一
月
五
日
・
二
O
日
六
面
)

0

(
3
)
玄
旦
お
弘
叶
コ
吉
国
内
二
0
0
0
年
一
一
月
二
日
三
頁
。

(
4
)
こ
の
点
は
、
以
下
の
医
学
論
文
と
解
釈
が
異
な
る
。
小
野
恵
「
医

師
法
一
九
条
一
項
の
問
題
点
」
『
東
女
医
大
誌
』
三
八
巻
一
O
号
(
一

九
六
八
年
)
七
O
八
七
O
九
頁
。

(
5
)
高
田
利
慶
『
事
例
別
医
事
法
Q
&
A
』
(
日
本
医
事
新
報
社
、

一
九
九
五
年
)
一
O
頁
。

(
6
)
た
だ
し
、
医
師
法
二
三
条
に
は
医
師
が
診
療
を
行
っ
た
場
合
、

保
健
向
上
に
必
要
な
事
項
を
指
導
す
る
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る

の
で
、
結
果
と
し
て
診
療
義
務
に
と
も
な
い
保
健
指
導
も
求
め
ら

れ
て
い
る
こ
と
に
な
り
助
産
婦
と
同
様
な
義
務
を
負
っ
て
い
る
と

も
解
釈
で
き
る
。

(
7
)
保
健
婦
助
産
婦
看
護
婦
法
第
三
七
条
。

(
8
)
厚
生
省
健
康
政
策
局
総
務
課
編
「
医
療
法
・
医
師
法
(
歯
科
医

師
法
)
解
』
(
医
学
通
信
社
、
一
九
九
四
年
)
四
O
八
頁
。

(
9
)
た
と
え
ば
、
野
田
寛
『
医
事
法
(
上
)
』
(
青
林
書
院
、
一
九
七

四
年
)
一
一
O
頁
な
ど
。

(
叩
)
厚
生
省
・
前
掲
書
四
二
八
頁
。

(
日
)
高
田
・
前
掲
書
六
頁
。

(
ロ
)
厚
生
省
・
前
掲
書
九
四
九
頁
。

(
日
)
田
上
富
信
「
救
急
患
者
の
受
入
れ
拒
否
と
医
療
機
関
の
民
事
責

任
」
『
判
時
』
一
二
三
九
号
(
判
例
評
論
三
四
三
)
(
一
九
八
七
年
)

一
八
七
頁
、
菅
野
耕
毅
「
救
急
患
者
の
入
院
治
療
の
拒
否
と
病
院

の
民
事
責
任
」
『
年
報
医
事
法
学
』
三
号
、
一
九
八
八
年
)
一
一
一

八
!
一
一
一
一
一
一
頁
。

(
U
)
高
橋
勝
好
『
医
師
に
必
要
な
法
律
』
(
南
山
堂
、
一
九
七
一
年
)

一
四
八
一
五
O
頁
。

(
日
)
吉
田
邦
彦
『
民
法
解
釈
と
揺
れ
動
く
所
有
論
』
(
有
斐
関
、
二
O

O
O
年
)
一
一
一
|
一
二
三
員
。

(
日
)
北
海
道
新
聞
朝
刊
(
ニ
O
O
一
年
六
月
五
日
三
三
面
)
。

(
げ
)
保
健
婦
助
産
婦
看
護
婦
法
第
三
八
条
。

(
凶
)
小
室
歳
信
H

高
橋
登
世
子
H
中
村
美
穂
H

細
越
明
子
H

網
干
博

文
「
医
道
審
議
会
答
申
の
内
容
分
析
|
第
3
報
1

」
『
日
本
歯
科

医
療
管
理
学
会
雑
誌
』
三
三
巻
二
号
(
一
九
九
八
年
)
八
一
|
九
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一
頁
を
参
考
に
作
成
。
た
だ
し
、
こ
の
論
文
の
デ
ー
タ
は
新
聞
の

掲
載
記
事
を
基
に
し
て
い
る
た
め
や
や
不
正
確
な
と
こ
ろ
が
あ
る

が
、
総
数
で
ほ
ぼ
九
割
以
上
を
カ
バ
ー
し
て
い
る
の
で
、
傾
向
を

見
る
う
え
で
大
き
な
誤
り
は
な
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

(
印
)
前
田
達
明
「
医
療
契
約
に
つ
い
て
し
京
都
大
学
法
学
部
百
周
年

記
念
論
文
集
刊
行
委
員
会
編
『
京
都
大
学
法
学
部
百
周
年
記
念
論

文
集
第
三
巻
』
(
有
斐
問
、
一
九
九
九
年
)
一
一
一
O
l
二
二

頁。

(
却
)
朝
日
新
聞
・
朝
刊
(
一
九
八
二
年
九
月
二
八
日
一
面
)
。

(
幻
)
(
日
)
と
同
様
に
処
理
し
た
(
小
室
・
前
掲
論
文
)

0

(n)
佐
藤
進
「
医
事
法
と
社
会
保
障
法
と
の
交
錯
』
(
勤
草
書
一
房
、
一

九
八
一
年
)
五
八
五
九
頁
。

(
お
)
前
掲
朝
日
新
聞
同
面
。

(μ)
矢
吹
紀
人
『
開
業
医
は
な
ぜ
自
殺
し
た
の
か
』
(
あ
け
び
書
房
、

一
九
九
五
年
)
一
三
一
ー
一
三
六
頁
。
い
ず
れ
も
保
険
請
求
に
関

す
る
行
政
指
導
・
監
査
を
苦
に
し
て
、
す
く
な
く
と
も
医
師
四
人

が
自
殺
を
し
て
い
る
。

(
お
)
野
田
・
前
掲
書
一
一
七
l

一
一
八
百
円
、
大
谷
賓
『
医
療
行
為
と

法
(
新
版
補
正
第
2
版
)
』
(
弘
丈
堂
、
一
九
九
九
年
)
四
四
五

一
頁
、
金
沢
文
雄
「
医
師
の
応
招
義
務
と
刑
事
責
任
」
「
法
律
時

報
』
四
七
巻
一
O
号
(
一
九
七
五
年
)
一
二
六
|
四
二
頁
を
主
に
参

照
と
し
た
。

(
出
)
野
田
・
前
掲
書
一
一
七
一
一
八
頁
。

(
幻
)
金
沢
・
前
掲
論
文
三
九
l
四
O
頁。

(
犯
)
飯
田
英
男
「
医
療
過
誤
と
刑
事
責
任
l
最
近
の
動
向
」
「
法
律
の

ひ
ろ
ば
』
二
九
巻
一
号
一
七
頁
。

(
却
)
中
森
喜
彦
、
「
医
師
の
診
療
引
受
義
務
違
反
と
刑
事
責
任
」
『
法

学
論
叢
』
九
一
巻
一
号
(
一
九
七
二
年
)
六
l

一
六
頁
。

(
初
)
高
島
学
司
ア
ブ
ウ
フ
ス
『
医
事
法
』
(
一
一
一
)
」
『
民
商
』
九
四
巻

四
号
(
一
九
九
六
年
)
五
九
三
頁
。

(幻

)
Z
G・
ミ
宅
宅
声

E
'
E
C・
口
町
」
ミ
o
r
a』
ヨ
白
吉
田
町
注
ご
由
主
吉
造
二
・

(泣

)
Z
G一
ミ
を
宅
老

-zaFohm-』四
回

¥
D
r
a
F
g
g三
円
注
ご

N
F
g
r

(
お
)
金
沢
・
前
掲
書
三
八
頁
。

(お
)
Z
E
n〕
ミ
即
位
E
加
古
刊

E
3
z
-開・

5
u∞(同
E
・
3
2
)
y
-
R
W
E白
=
町
四

E
f
h叫
m
b
~
H
E
ト
ロ
宅

gh出
向

E
G
(民
邑

3
3
4
4『

2
2
σ
-
n
0・
)
志
ω
・

(
お
)
者
ニ
ヨ
言
明
同
c
z

。22
E
-
E
C的
自
己
同
白
-
〈
・
三
宮
-C〈
p
-
手
〉
-
E
-
u
u

(on--3E)・

(
お
)
玄
白
『
T
Z白
=
n
z
f
g唱
『
白
ロ
C

円
ク
宅
∞
∞
七
0
・

(
幻
)
泉
二
新
熊
監
閲
『
警
察
犯
処
罰
令
要
論
』
(
法
曹
関
室
田
院
、
一
九

O
八
年
)
一
ー
l

二
頁
、
二
O
九
|
一
二
O
頁
。
(
韓
国
も
同
様
。
)

(
閉
め
)
こ
の
点
で
、
末
弘
厳
太
郎
「
民
法
雑
考
」
「
法
協
』
四
七
巻
一
号

(
一
九
二
九
年
)
の
「
第
一
法
令
違
反
行
為
の
法
律
的
効
力
」
六

八
八
八
頁
と
方
向
性
は
類
似
す
る
。
な
お
吉
田
・
前
掲
書
五
七

頁
も
参
照
。

(
却
)
大
村
敦
志
「
取
引
と
公
序
法
令
違
反
行
為
論
の
再
検
討
(
上
)

(
下
)
」
「
ジ
ユ
リ
ス
ト
』
一
O
二
三
号
(
一
九
九
三
年
)
八
二
頁
、

北法52(4・189)1207



研究ノート

一
O
二
五
号
(
一
九
九
三
年
)
六
六
頁
、
山
本
敬
三
「
取
引
関
係

に
お
け
る
公
的
規
制
と
私
法
の
役
割

(
l
)
(
2
)
」
『
ジ
ユ
リ
ス
ト
』

一
O
八
七
号
(
一
九
九
六
年
)
一
二
三
l

一
三
五
頁
、
一
O
八
八

号
(
一
九
九
六
年
)
九
八
|
一
一
O
頁
。

(
判
)
前
田
・
前
掲
論
文
一
一
一
一
頁
。

(
引
)
こ
の
点
で
前
回
教
授
(
同
論
文
一
一
一
一
頁
)
は
、
医
師
へ
の
報

酬
を
無
視
し
て
い
る
。

(
必
)
山
本
敬
三
『
公
序
良
俗
論
の
再
構
成
』
(
有
斐
問
、
二
0
0
0
年
)

六
九
頁
。

(
刊
)
山
本
・
同
書
、
六
九
頁
。

(
判
)
奈
良
信
雄
『
地
獄
の
沙
汰
も
医
者
し
だ
い
』
(
集
英
社
、
二
0
0

0
年
)
五
五
五
六
頁
。

(
河
川
)
中
村
哲
「
救
急
医
療
を
巡
る
法
律
問
題
に
つ
い
て
」
『
判
タ
』
九

四
O
号
(
一
九
九
七
年
)
一
二
一
一
l
三
三
頁
。

(
刊
)
津
井
裕
『
事
務
管
理
・
不
当
利
得
・
不
法
行
為
[
第
二
版
]
』
(
有

斐
閑
、
一
九
九
六
年
)
一
一
一
ー
一
一
二
頁
。

(
灯
)
前
田
e

前
掲
論
文
八
四
頁
。

(
刊
)
東
海
林
邦
彦
『
医
療
過
誤
民
事
判
例
を
め
ぐ
る
問
題
点
の
多
角

的
検
討
』
(
課
題
番
号
O
八
四
五
二
O
O
五
)
科
学
研
究
費
補
助

金
(
基
盤
研
究

(
B
)
凶
)
研
究
成
果
報
告
書
(
一
九
九
八
年
)

二
四
O
i
二
四
一
頁
に
何
様
な
議
論
が
な
さ
れ
て
い
る
。

(
刊
)
美
濃
部
達
士
口
「
行
政
上
ヨ
リ
見
タ
ル
医
師
不
応
招
問
題
」
『
法
律

新
聞
』
一
O
四
九
号
(
一
九
一
五
年
)
九
頁
。

(
印
)
内
田
貴
『
契
約
の
時
代
』
(
岩
波
書
底
、
二
O
O
O
年
)

頁。

(
日
)
山
田
誠
一
「
最
高
裁
判
所
民
事
判
例
研
究
」
『
法
協
』
一

O
O
巻

二
号
(
一
九
八
三
年
)
四
五
二
頁
。

(
臼
)
こ
の
場
合
、
医
師
側
か
ら
の
特
約
の
申
し
込
み
、
患
者
側
か
ら

の
そ
の
申
し
込
み
の
両
方
が
存
在
し
、
そ
の
態
様
も
個
別
具
体
的

で
あ
る
。
浅
井
登
美
彦
「
特
約
の
あ
る
医
療
行
為
」
浅
井
登
美
彦
H

園
尾
隆
司
(
編
)
『
現
代
裁
判
法
大
系
7
医
療
過
誤
』
(
新
日
本
法

規
、
一
九
九
八
年
)
二
一
六
1

一
一
一
一
一
一
頁
参
照
。

(
日
)
現
状
の
患
者
医
師
関
係
に
お
い
て
は
患
者
が
心
理
的
に
医
師
に

対
し
て
交
渉
し
に
く
い
環
境
に
あ
る
と
の
指
摘
が
ま
ま
な
さ
れ
る
。

し
か
し
、
著
者
の
臨
床
実
務
に
お
け
る
経
験
か
ら
は
こ
の
よ
う
な

患
者
は
経
年
的
に
減
少
し
て
き
て
い
る
感
は
否
め
な
い
。
頼
藤
和

寛
『
わ
た
し
、
ガ
ン
で
す
あ
る
精
神
科
医
の
耐
病
記
』
(
文
春

新
書
、
二
O
O
一
年
)
七
六
頁
参
照
。

(
弘
)
西
原
寛
一
「
商
行
為
法
法
律
学
全
集
却
』
(
有
斐
閣
、
一
九
六

O
年
)
八
一
頁
に
は
病
院
も
営
業
と
し
て
な
さ
れ
る
と
き
は
、
商

法
第
五
O
二
条
第
八
項
(
客
の
来
集
を
目
的
と
す
る
場
屋
の
取
引
)

の
商
行
為
に
あ
た
る
と
し
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
堀
口
百
一
H
石

田
栄
一
日
川
村
正
幸
H

土
橋
正
『
商
法
総
則
・
商
行
為
法
』
(
青
林

書
院
、
一
九
八
七
年
)
四
七
頁
で
は
、
病
院
の
よ
う
な
非
営
利
施

設
も
有
償
利
用
の
場
合
は
、
本
条
に
該
当
す
る
と
し
て
あ
る
の
で
、

営
利
か
非
営
利
か
に
つ
い
て
は
更
な
る
検
討
を
要
し
よ
う
。
こ
こ

五
i
六
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で
は
、
指
摘
す
る
だ
け
に
と
ど
め
て
お
く
。

(
日
)
岩
村
正
彦
H
菊
池
馨
実
『
目
で
見
る
社
会
保
障
法
教
材
』
(
有
斐

閣
一
九
九
九
年
)
八
九
頁
。

(
同
)
岩
村
・
同
書
九

0
1
九
一
頁
。

(
訂
)
本
法
は
六
法
全
書
に
掲
載
さ
れ
て
い
な
い
の
で
本
稿
に
関
係
す

る
と
思
わ
れ
る
と
こ
ろ
を
以
下
に
抜
粋
し
て
お
く
。

第
一
条
此
ノ
法
律
ニ
於
テ
行
旅
病
人
ト
称
ス
ル
ハ
歩
行
ニ
堪
ヘ
サ
ル

行
旅
中
ノ
病
人
二
、
シ
テ
療
養
ノ
途
ヲ
有
セ
ス
且
救
護
者
ナ
キ
者
ヲ

謂
ヒ
行
旅
死
亡
人
ト
称
ス
ル
ハ
行
旅
中
死
亡
シ
引
取
者
ナ
キ
者
ヲ

弔
詞
フ2

住
所
、
居
所
若
ハ
氏
名
知
レ
ス
且
引
取
者
ナ
キ
死
亡
人
ハ

行
旅
死
亡
人
ト
看
倣
ス

3

前

2
項
ノ
外
行
旅
病
人
及
行
旅
死
亡
人
ニ
準
ス
ヘ
キ
者
ハ

政
令
ヲ
以
テ
之
ヲ
定
ム

第
二
条
行
旅
病
人
ハ
其
ノ
所
在
地
市
町
村
之
ヲ
救
護
ス
ヘ
シ

2

必
要
ノ
場
合
ニ
於
テ
ハ
市
町
村
ハ
行
旅
病
人
ノ
同
伴
者
ニ

対
シ
テ
亦
相
当
ノ
救
護
ヲ
為
ス
へ
シ

第
三
条
行
旅
病
人
又
ハ
其
ノ
同
伴
者
ヲ
救
護
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
市
町
村

ハ
速
ニ
扶
養
義
務
者
又
ハ
第
五
条
ニ
掲
ケ
タ
ル
公
共
団
体
二
通
知

シ
之
ヲ
引
取
ラ
シ
ム
ル
ノ
手
続
ヲ
為
ス
ヘ
シ

第
四
条
救
護
一
一
要
シ
タ
ル
費
用
ハ
被
救
護
者
ノ
負
担
ト
シ
被
救
護
者

ヨ
リ
弁
償
ヲ
得
サ
ル
ト
キ
ハ
其
ノ
扶
養
義
務
者
ノ
負
担
ト
ス

第
五
条
行
旅
病
人
若
ハ
其
ノ
同
伴
者
ノ
引
取
ヲ
為
ス
者
ナ
キ
ト
キ
又

ハ
救
護
費
用
ノ
弁
償
ヲ
得
サ
ル
場
合
ニ
於
テ
其
ノ
引
取
並
費
用
ノ

弁
償
ヲ
為
ス
ヘ
キ
公
共
団
体
ニ
関
シ
テ
ハ
勅
令
ノ
定
ム
ル
処
ニ
依

L
V
 

第
六
条
扶
養
義
務
者
ニ
対
ス
ル
被
救
護
者
引
取
ノ
請
求
及
救
護
費
用

弁
償
ノ
請
求
ハ
扶
養
義
務
者
中
ノ
何
人
ニ
対
シ
テ
モ
之
ヲ
請
求
ス

ル
コ
ト
ヲ
得
但
シ
費
用
ノ
弁
償
ヲ
為
シ
タ
ル
者
ハ
民
法
第
八
七
八

条
ニ
依
リ
扶
養
ノ
義
務
ヲ
履
行
ス
ヘ
キ
者
二
対
シ
求
償
ヲ
為
ス
ヲ

妨
ケ
ス

第
八
条
必
要
ノ
場
合
ニ
於
テ
ハ
市
町
村
ハ
行
旅
死
亡
人
ノ
同
伴
者
ニ

対
シ
テ
亦
相
当
ノ
救
護
ヲ
為
ス
ヘ
シ

2

行
旅
病
人
ニ
関
ス
ル
規
定
ハ
前
項
ノ
場
合
ニ
準
用
ス

第
九
条
行
旅
死
亡
人
ノ
住
所
、
居
所
若
ハ
氏
名
知
レ
サ
ル
ト
キ
ハ
市

町
村
ハ
其
ノ
状
況
相
貌
遺
留
物
件
其
ノ
他
本
人
ノ
認
識
ニ
必
要
ナ

ル
事
項
ヲ
公
署
ノ
掲
示
場
ニ
告
示
シ
旦
官
報
若
ハ
新
聞
紙
ニ
公
告

ス
ヘ
シ

第
一

O
条
行
旅
死
亡
人
ノ
住
所
若
ハ
居
所
及
氏
名
知
レ
タ
ル
ト
キ
ハ

市
町
村
長
ハ
速
ニ
相
続
人
ニ
通
知
シ
相
続
人
分
明
ナ
ラ
サ
ル
ト
キ

ハ
扶
養
義
務
者
若
ハ
同
居
ノ
親
族
ニ
通
知
シ
又
ハ
第
日
条
ニ
掲

ケ
タ
ル
公
共
団
体
ニ
通
知
ス
へ
シ

第
一
一
条
行
旅
死
亡
人
取
扱
ノ
費
用
ハ
先
ツ
其
ノ
遺
留
ノ
金
銭
若
ハ

有
価
証
券
ヲ
以
テ
之
ニ
充
テ
仰
足
ラ
サ
ル
ト
キ
ハ
相
続
人
ノ
負
担

ト
シ
相
続
人
ヨ
リ
弁
償
ヲ
得
サ
ル
ト
キ
ハ
死
亡
人
ノ
扶
養
義
務
者

ノ
負
担
ト
ス

北法52(4・19111209
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第
一
三
条
市
町
村
ハ
第
9
条
ノ
公
告
後
日
日
ヲ
経
過
ス
ル
モ
の
行
旅

死
亡
人
取
扱
費
用
ノ
弁
償
ヲ
得
サ
ル
ト
キ
ハ
行
旅
死
亡
人
ノ
遺
留

物
品
ヲ
売
却
シ
テ
其
ノ
費
用
ニ
充
ツ
ル
コ
ト
ヲ
得
其
ノ
の
足
ラ
サ

ル
場
合
ニ
於
テ
費
用
ノ
弁
償
ヲ
為
ス
ヘ
キ
公
共
団
体
ニ
関
シ
テ
ハ

勅
令
ノ
定
ム
ル
所
ニ
依
ル

2

市
町
村
ハ
行
旅
死
亡
人
取
扱
費
用
ニ
付
遺
留
物
件
ノ
上
ニ

他
ノ
債
権
者
ノ
先
取
特
権
ニ
対
シ
優
先
権
ヲ
有
ス

第
一
四
条
市
町
村
長
ハ
行
旅
死
亡
人
取
扱
費
用
ノ
弁
償
ヲ
得
タ
ル
ト

キ
ハ
相
続
人
ニ
其
保
管
ス
ル
遺
留
物
件
ヲ
引
渡
ス
ヘ
シ
相
続
人
ナ

キ
ト
キ
ハ
正
当
ナ
ル
請
求
者
ト
認
ム
ル
者
ニ
之
ヲ
引
渡
ス
コ
ト
ヲ

得

第
一
五
条
行
旅
病
人
行
旅
死
亡
人
及
其
ノ
同
伴
者
ノ
救
護
若
ハ
取
扱

ニ
関
ス
ル
費
用
ハ
所
在
地
市
町
村
費
ヲ
以
テ
一
時
之
ヲ
繰
替
フ
へ

、ン

前
項
費
用
ノ
弁
償
金
徴
収
ニ
付
テ
ハ
市
町
村
税
滞
納
処
分

ノ
例
ニ
依
ル

3

前
項
ノ
徴
収
金
ノ
先
取
特
権
ハ
国
税
及
地
方
税
ニ
次
グ
モ

ノ
ト
ス

第
一
七
条
外
国
人
タ
ル
行
旅
病
人
行
旅
死
亡
人
及
其
ノ
同
伴
者
並
其

ノ
所
持
物
件
若
ハ
遺
留
物
件
ノ
取
扱
ニ
関
シ
別
段
ノ
規
定
ヲ
要
ス

ル
モ
ノ
ハ
政
令
ヲ
以
テ
之
ヲ
定
ム
。

(
国
)
健
康
保
険
法
第
四
三
条
ノ
八
一
第
四
三
条
第
三
項
ノ
規
定
ニ
依

リ
保
険
医
療
機
関
又
ハ
保
険
薬
局
ニ
就
キ
給
付
ヲ
受
ク
ル
者
ハ
其

2 

ノ
給
付
ヲ
受
ク
ル
際
当
該
給
付
ニ
付
第
四
三
条
ノ
九
第
二
項
又
ハ

第
三
項
ノ
規
定
ニ
依
リ
算
定
セ
ラ
ル
ル
額
ノ
一

O

O
分
ノ
二

O
ニ

相
当
ス
ル
額
ヲ
一
部
負
担
金
ト
シ
テ
当
該
保
険
医
療
機
関
又
ハ
保

険
薬
局
ニ
支
払
フ
ベ
シ
。

(
日
)
保
険
医
療
機
関
又
ハ
保
険
薬
局
ガ
療
養
ノ
給
付
ニ
関
シ
保
険
者

ニ
請
求
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
費
用
ノ
額
ハ
療
養
ニ
要
ス
ル
費
用
ノ
額

ヨ
リ
一
部
負
担
金
ニ
相
当
ス
ル
額
ヲ
控
除
シ
タ
ル
額
ト
ス
。

(ω)
第
四
三
条
の
八
ノ
六
項
一
保
険
医
療
機
関
又
ハ
保
険
薬
局
ハ
一

部
負
担
金
ノ
支
払
ヲ
受
ク
ベ
キ
モ
ノ
ト
シ
保
険
医
療
機
関
又
ハ
保

険
薬
局
ガ
善
良
ナ
ル
管
理
者
ト
同
一
ノ
注
意
ヲ
以
テ
其
ノ
支
払
ヲ

受
ク
ベ
ク
努
メ
タ
ル
ニ
拘
ラ
ズ
の
療
養
ノ
給
付
ヲ
受
ケ
タ
ル
者
ガ

当
該
一
部
負
担
金
ノ
全
部
又
ハ
一
部
ヲ
支
払
ハ
ザ
ル
ト
キ
ハ
保
険

者
ハ
当
該
保
険
医
療
機
関
又
ハ
保
険
薬
局
ノ
請
求
ニ
依
リ
本
法
ノ

規
定
ニ
依
ル
徴
収
金
ノ
例
ニ
依
リ
之
ヲ
処
分
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
。

(
臼
)
同
法
第
一
一
条
ノ
一
二
一
保
険
料
其
ノ
他
本
法
ノ
規
定
ニ
依
ル
徴

収
金
ノ
先
取
特
権
ノ
順
位
ハ
国
税
及
地
方
税
二
次
グ
モ
ノ
ト
ス

(
臼
)
保
険
に
加
入
し
て
い
な
い
外
国
人
に
対
す
る
診
療
義
務
を
ど
の

よ
う
に
考
え
る
か
に
つ
い
て
は
本
文
中
に
述
べ
た
。
そ
の
他
に
、

ハ
ン
セ
ン
病
患
者
の
問
題
を
挙
げ
て
お
く
。
ハ
ン
セ
ン
病
療
養
所

の
入
所
者
は
国
民
健
康
保
険
法
第
六
条
八
項
の
適
用
除
外
と
さ
れ

て
い
る
(
国
民
健
康
保
険
法
施
行
規
則
第
一
条
)
。
旅
先
で
の
発

病
や
事
故
の
場
合
、
入
所
者
の
証
明
書
を
所
持
し
て
い
て
も
、
ハ

ン
セ
ン
病
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
れ
た
く
な
い
気
持
ち
が
あ
り
安
心
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し
て
診
療
を
受
け
に
く
い
と
い
う
(
朝
日
新
聞
二

0
0
0
年
一
一

月
五
日
日
曜
版
二
面
)
。
こ
の
問
題
は
診
療
義
務
と
直
接
関
係

す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
今
後
早
急
の
解
決
が
望
ま
れ
る
。

(
臼
)
佐
藤
進
「
医
事
法
と
社
会
保
障
法
と
の
交
錯
』
(
勤
草
書
一
房
、
一

九
八
一
年
)
五
八
頁
。

(
臼
)
厚
生
労
働
省
高
齢
者
医
療
制
度
等
改
革
推
進
本
部
事
務
局
(
編
)

『
医
療
制
度
改
革
の
課
題
と
視
点
』
(
ぎ
ょ
う
せ
い
、
二

O
O
一
年
)

「
は
じ
め
に
」
の
項

v
頁。

診療契約強制J(応招義務)の系詩的-機能的再検討

V 

最
後
に

|
|
医
師
法
第
一
九
条
第
一
項
の
今
後
ー
ー
ー

以
上
よ
り
、
医
師
法
第
一
九
条
第
一
項
|
救
急
救
命
医
療
の
場
合
を
除

い
て
、
そ
の
事
後
的
な
法
規
範
性
が
稀
薄
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
れ
で
は
翻
っ
て
、
こ
の
規
定
は
実
態
上
で
は
ど

の
程
度
機
能
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
こ
の
規
定
の
今
日
的
意
義
は
「
医
療

ア
ク
セ
ス
権
の
保
障
」
で
あ
り
そ
れ
は
憲
法
上
の
要
請
を
受
け
る
と
こ
ろ

に
法
的
根
拠
を
置
い
て
い
る
。
し
か
し
、
患
者
を
主
体
と
し
た
法
律
で
は

な
く
、
医
師
を
し
て
患
者
の
医
療
ア
ク
セ
ス
を
間
接
的
に
ま
た
は
反
射
的

に
保
障
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
こ
れ
を
直
接
患
者
の
権
利
と
し
て
認
め

る
よ
う
に
す
る
な
ら
、
「
患
者
の
権
利
法
」
の
よ
う
な
直
接
患
者
の
権
利

を
謡
、
つ
条
文
を
作
る
し
か
な
い
よ
う
に
思
え
る
。

一
方
、
医
師
側
へ
の
サ
ン
ク
シ
ヨ
ン
を
強
め
る
方
法
も
有
効
で
あ
ろ
う

が
、
そ
の
罰
則
を
ど
こ
に
設
定
す
る
か
難
し
い
問
題
で
あ
る
。
医
師
法
第

一
九
条
第
一
項
の
沿
革
的
趣
旨
は
警
察
取
締
的
に
個
人
の
身
体
に
対
す
る

傷
害
的
行
為
と
し
て
医
師
の
医
療
を
限
定
的
に
提
供
さ
れ
る
と
い
う
私
人

間
の
規
別
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
原
理
的
に
は
患
者
の
医
療
ア
ク
セ
ス
権
を

間
接
的
に
保
障
す
る
と
い
っ
た
趣
旨
は
な
い
。
明
確
な
の
は
医
療
提
供
の

主
体
で
あ
る
医
師
・
歯
科
医
師
・
助
産
婦
と
い
っ
た
医
療
サ
ー
ビ
ス
を
独

(
1
)
 

立
し
て
供
給
す
る
こ
と
が
可
能
な
職
に
あ
る
者
に
対
す
る
お
そ
ら
く
は
条

理
上
の
要
請
で
あ
る
。
し
か
し
、
現
在
は
診
療
義
務
に
違
反
し
て
も
罰
則

は
規
定
さ
れ
て
い
な
い
。
つ
ま
り
法
的
効
果
の
具
体
性
に
乏
し
い
の
で
あ

る
。
そ
れ
ゆ
え
一
九
条
は
倫
理
訓
示
規
定
の
域
を
出
る
こ
と
は
な
い
。
そ

う
だ
と
す
る
と
医
師
の
不
応
招
に
対
し
て
一
九
条
は
事
実
上
無
効
な
条
文

に
化
し
て
し
ま
う
。
こ
れ
を
防
止
す
る
上
で
、
医
師
法
第
七
条
の
「
医
師

と
し
て
品
位
を
損
す
る
よ
う
な
行
為
」
と
行
政
上
解
釈
す
る
方
法
を
用
意

し
た
の
で
あ
ろ
う
。

北法52(4・193)1211 

要
す
る
に
現
在
は
七
条
違
反
に
問
わ
れ
る
場
合
に
限
り
、
診
療
義
務
違

反
の
実
質
的
効
果
が
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
と
す
れ
ば
、
こ
の
判
断
は

医
道
審
議
会
に
委
ね
る
の
が
正
当
な
法
的
手
続
き
と
な
る
。
こ
の
点
に
着

目
す
れ
ば
、
裁
判
所
は
一
九
条
違
反
を
医
師
法
の
定
め
に
則
っ
て
判
断
し
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て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
疑
問
が
発
生
す
る
(
も
っ
と
も
損
害
賠
償

が
肯
定
さ
れ
た
裁
判
例
に
お
け
る
医
師
の
過
失
事
案
と
の
関
係
で
は
、
そ

の
救
急
医
療
性
と
い
う
見
地
か
ら
そ
の
具
体
的
判
断
は
首
肯
し
得
る
こ
と

は
前
述
し
た
)
。
あ
る
い
は
一
九
条
違
反
を
裁
判
所
が
判
断
で
き
る
地
位

に
あ
る
の
か
と
い
う
疑
問
で
あ
る
。
こ
こ
で
い
う
一
九
条
違
反
の
判
断
と

は
行
政
上
の
罰
を
与
え
る
か
ど
う
か
の
判
断
で
あ
る
。
私
法
上
の
判
断
で

は
な
い
こ
と
は
言
、
つ
ま
で
も
な
い
。
そ
の
よ
う
に
限
定
す
る
と
、
裁
判
所

に
は
行
政
罰
を
与
え
う
る
か
ど
う
か
の
一
次
的
判
断
機
能
は
医
師
法
上
に

は
定
め
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
。
も
ち
ろ
ん
医
道
{
審
議
会
や
厚
生
省

が
決
定
し
た
結
果
に
違
法
の
疑
い
が
あ
れ
ば
、
こ
れ
に
関
す
る
判
断
は
裁

判
所
が
行
う
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
は
出
さ
れ
た
判
断
に
対
す
る

司
法
の
判
断
で
あ
り
当
初
か
ら
裁
判
所
が
医
師
法
第
一
九
条
第
一
項
違
反

を
判
断
す
る
も
の
で
は
な
い
。

で
は
裁
判
所
が
下
し
た
一
九
条
一
項
違
反
の
判
断
と
は
何
か
。
こ
れ
ら

の
事
例
は
全
て
民
事
上
の
損
害
賠
償
事
件
に
お
け
る
個
別
具
体
的
な
判
断

で
あ
る
。
つ
ま
り
民
法
第
四
一
五
条
、
第
七

O
九
条
か
ら
の
判
断
が
そ
の

ス
キ

l
ム
に
潜
在
的
に
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
「
患
者

か
ら
の
求
め
」
が
あ
り
、
こ
れ
を
拒
否
し
た
こ
と
に
よ
り
、
患
者
に
損
害

が
生
じ
た
場
合
に
「
診
療
拒
否
が
民
事
的
な
過
失
」
と
判
断
し
て
い
る
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
は
医
師
法
第
一
九
条
第
一
項
と
は
本
質
的

(2) 

に
異
な
る
判
断
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
中
村
哲
判
事
が
指
摘
す
る
よ
う
に

裁
判
所
が
下
し
た
判
断
の
基
準
は
、
裁
判
官
が
そ
の
良
識
と
し
て
持
つ
私

法
上
の
診
療
義
務
で
あ
り
、
こ
れ
は
条
理
を
そ
の
根
拠
と
し
て
い
る
と
考

え
る
し
か
な
い
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
裁
判
所
が
医
道
審
議
会
と
同
じ
よ

う
に
倫
理
的
判
断
を
直
接
下
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
虞
が
あ
る
。

と
こ
ろ
で
医
師
法
第
一
九
条
第
一
項
の
行
政
罰
に
つ
い
て
は
ど
の
よ
う

に
考
え
た
ら
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
現
在
の
と
こ
ろ
こ
れ
を
倫
理
的
訓
示

規
定
と
し
て
い
る
の
は
、
「
医
師
の
良
心
」
に
委
ね
る
こ
と
に
よ
り
従
来

あ
っ
た
罰
則
を
削
除
し
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
「
医
の
倫
理
」

の
低
下
が
目
立
つ
こ
と
へ
の
警
鐘
と
し
て
診
療
義
務
の
間
接
強
制
や
罰
則

(3) 

必
要
説
が
法
学
者
か
ら
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
「
医
の
倫
理
」
が

低
下
し
て
い
る
か
ど
う
か
の
科
学
的
根
拠
は
乏
し
く
、
単
に
マ
ス
メ
デ
ィ

ア
の
情
報
を
鵜
呑
み
に
し
て
こ
れ
を
指
摘
し
て
い
な
い
で
も
な
い
よ
う
で

あ
る
。
著
者
が
こ
こ
で
い
う
「
医
の
倫
理
」
に
関
す
る
反
論
は
社
会
が
要

求
す
る
ほ
ど
医
師
は
実
は
倫
理
的
で
あ
る
と
反
論
し
て
い
る
の
で
は
な
い

(
も
っ
と
も
著
者
の
主
観
的
評
価
に
よ
れ
ば
す
く
な
く
と
も
日
本
の
医
師

の
多
く
は
未
だ
倫
理
性
が
保
た
れ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
の
で
あ
る
が
)

0

そ
の
低
下
が
最
近
著
し
い
と
い
う
点
に
つ
い
て
疑
問
を
呈
し
た
い
の
で
あ

る
。
少
な
く
と
も
医
道
審
議
会
に
お
け
る
処
分
を
見
れ
ば
、
若
い
医
師
に

は
こ
の
よ
う
な
傾
向
が
必
ず
し
も
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
に
つ
い
て
は
既
に
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じ
日
商
し
た
。

士
3
4
1
1
7

診療契約強制J(応招義務)の系譜的・機能的再検討

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
さ
ら
に
診
療
義
務
の
強
化
を
図
る
と
し
た
ら
ど
の

よ
う
な
方
法
が
必
要
で
あ
ろ
う
か
。
一
般
に
倫
理
・
道
徳
は
法
律
と
比
較

し
て
そ
の
求
め
る
と
こ
ろ
は
ヨ
リ
制
限
的
限
定
的
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て

い
る
。
と
こ
ろ
で
医
道
審
議
会
の
結
果
を
見
れ
ば
、
倫
理
的
制
裁
を
加
え

る
の
に
犯
罪
・
医
師
法
違
反
・
脱
税
・
不
正
請
求
等
が
そ
の
基
準
と
な
っ

て
い
る
よ
う
で
あ
り
、
倫
理
の
欠
如
の
判
断
を
こ
の
よ
う
な
刑
罰
な
ど
で

決
定
す
る
と
す
れ
ば
、
{
寸
ら
れ
る
べ
き
最
低
限
度
の
基
準
と
し
て
理
解
さ

れ
る
法
に
よ
っ
て
判
断
し
て
い
る
わ
け
で
あ
り
、
結
果
と
し
て
倫
理
規
定

違
反
を
決
定
す
る
の
に
ヨ
リ
緩
や
か
な
基
準
で
こ
れ
を
行
う
と
い
う
矛
盾

し
た
判
断
方
法
を
と
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
で
は
医
道
審
議
会
や

医
師
法
の
倫
理
的
側
面
は
十
分
に
機
能
し
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
。
で
は
、

医
道
審
議
会
で
倫
理
的
規
定
を
倫
理
的
に
判
断
す
れ
ば
よ
い
か
と
い
う
と
、

こ
れ
も
倫
理
そ
の
も
の
基
準
を
明
確
に
で
き
な
け
れ
ば
現
実
に
は
困
難
で

あ
ろ
う
。
例
え
ば
公
務
員
の
倫
理
規
定
な
ど
も
そ
の
法
制
化
は
一
歩
進
ん

だ
規
制
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
も
の
の
、
違
反
行
為
に
対
し
て
罰

則
が
な
け
れ
ば
十
分
に
機
能
し
得
な
い
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
一
方
で
、

倫
理
に
関
す
る
罰
則
の
基
準
を
明
文
化
す
る
の
は
事
実
上
困
難
と
な
ろ
う
。

こ
れ
で
は
ト
ー
ト
ロ
ジ
ー
に
な
っ
て
し
ま
う
。

こ
の
よ
う
な
問
題
が
生
ず
る
の
は
日
本
の
医
療
関
係
法
規
全
般
に
わ

た
っ
て
、
患
者
固
有
の
権
利
を
直
接
規
定
し
た
も
の
が
な
い
た
め
で
は
な

か
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
医
療
に
お
け
る
も
う
一
方
の
主
体
的
当
事
者
で

あ
る
患
者
を
客
体
と
し
て
現
行
法
規
は
扱
っ
て
い
る
た
め
、
医
師
の
倫

埋
・
道
徳
と
い
っ
た
い
わ
ば
医
療
提
供
者
側
の
社
会
内
部
性
と
し
て
の
問

題
の
み
が
解
決
を
要
請
さ
れ
る
構
図
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
よ

う
な
方
法
論
に
は
、
医
療
を
受
け
る
側
(
患
者
)
が
外
部
化
し
て
お
り
、

患
者
の
主
体
性
が
失
わ
れ
て
い
る
と
い
う
問
題
が
潜
在
化
し
て
い
る
。
診

(
4
)
 

療
義
務
に
関
す
る
法
規
制
上
の
改
善
策
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
こ
の
よ
う
に

外
部
性
か
ら
の
評
価
あ
る
い
は
参
加
を
認
め
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。

そ
れ
は
具
体
的
に
は
、
患
者
固
有
の
権
利
を
法
制
化
す
る
こ
と
を
意
味
し
、

そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
解
決
の
糸
口
が
与
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

(
1
)
薬
剤
師
法
第
二
一
条
に
は
調
剤
の
求
め
に
応
ず
る
義
務
が
定
め

ら
れ
て
お
り
、
医
師
法
第
一
九
条
第
一
項
と
パ
ラ
レ
ル
な
関
係
を

な
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
薬
剤
師
法
第
二
三
条
に
は
「
薬
剤
師
は
、

医
師
、
歯
科
医
師
又
は
獣
医
師
の
処
方
せ
ん
に
よ
ら
な
け
れ
ば
、

販
売
又
は
授
与
の
目
的
で
調
剤
し
て
は
な
ら
な
い
よ
と
あ
る
の

で
、
主
体
的
な
医
療
提
供
者
に
は
あ
た
ら
な
い
と
い
え
よ
う
。

(2)
第
田
章
の
脚
注
(
幻
)
を
参
照
。

(3)
前
田
達
明
「
医
療
契
約
に
つ
い
て
」
京
都
大
学
法
学
部
百
周
年

記
念
論
文
集
刊
行
委
員
会
編
『
京
都
大
学
法
学
部
百
周
年
記
念
論
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文
集
第
三
巻
』
(
有
斐
閥
、
一
九
九
九
年
)
一
二

O
頁
に
は
、
「
医

師
法
一
九
条
一
項
の
強
化
説
は
、
病
院
が
パ
チ
ン
コ
庖
と
共
に
、

毎
年
脱
税
の
ワ
ー
ス
ト
五
に
入
り
、
(
中
略
)
誠
に
憂
う
べ
き
『
医

の
倫
理
』
の
低
下
が
目
立
つ
こ
と
へ
の
警
鐘
」
と
い
う
。

(
4
)
法
規
制
上
の
改
善
策
を
「
救
助
義
務
」
に
限
定
す
れ
ば
、
ヨ
リ

一
般
的
に
医
師
患
者
と
い
う
「
関
係
」
を
超
え
た
不
法
行
為
法

上
の
問
題
と
し
て
捉
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
樋
口
範
雄
「
よ

き
サ
マ
リ
ア
人
と
法
」
石
井
紫
郎
・
樋
口
範
雄
編
『
外
か
ら
見
た

日
本
法
』
(
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
五
年
)
二
四
三
一

i
二
七

四
頁
が
参
考
と
な
ろ
う
。
樋
口
教
授
は
、
「
(
救
助
)
義
務
違
反
に

対
し
て
刑
事
制
裁
を
科
す
か
、
民
事
制
裁
に
す
る
か
」
、
「
一
般
に

誰
に
で
も
義
務
が
あ
る
と
す
る
か
、
あ
る
い
は
医
師
な
ど
の
特
定

の
も
の
に
つ
い
て
だ
け
義
務
と
す
る
か
」
な
ど
、
「
救
助
義
務
の

法
定
の
仕
方
に
は
い
く
つ
か
の
選
択
肢
が
あ
る
」
と
指
摘
す
る
。

そ
の
上
で
、
論
点
を
「
民
事
的
な
側
面
に
の
み
注
目
し
、
か
っ
一

般
の
人
に
救
助
義
務
を
諜
す
こ
と
の
是
非
」
に
限
定
し
、
さ
ら
に

「
救
助
義
務
」
の
内
容
も
「
刑
法
上
の
問
題
は
射
程
外
と
し
、
不

法
行
為
法
上
の
問
題
と
し
て
の
み
」
に
絞
っ
て
述
べ
て
い
る
。
こ

の
よ
う
に
「
民
事
的
側
面
」
の
み
か
ら
一
般
化
さ
れ
た
救
助
義
務

を
「
医
師
」
に
特
化
し
て
考
察
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
か
ら
も
、
本
稿

で
述
べ
た
医
師
の
「
私
法
上
の
診
療
義
務
」
を
導
き
出
す
こ
と
は

可
能
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
同
論
文
で
は
日
本
法
に
お
け
る
民
事
的
「
救
助
義
務
」

は
原
則
的
に
な
い
も
の
と
し
、
そ
の
例
外
と
し
て
「
医
療
契
約
に

基
づ
き
適
切
な
治
療
を
し
な
か
っ
た
」
事
件
な
ど
を
引
い
て
い
る
。

こ
の
事
件
は
、
ビ
タ
ミ
ン
剤
の
注
射
を
受
け
そ
の
部
位
が
化
膿
し

た
患
者
に
対
し
て
、
医
師
が
治
療
上
の
注
意
義
務
を
怠
っ
た
過
失

を
認
め
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
も
救
助
義
務

に
含
め
る
と
す
れ
ば
、
「
救
助
」
の
範
囲
は
「
救
急
救
命
」
よ
り

も
広
い
よ
う
に
思
え
る
。
本
稿
第

W
章
2
1
1
.

で
若
干
扱
っ
た

よ
う
に
救
急
救
命
の
範
囲
の
問
題
と
も
関
連
し
て
こ
よ
う
が
、
こ

れ
を
「
救
助
」
と
「
救
急
救
命
」
の
相
違
と
し
て
捉
え
る
べ
き
な

の
か
ど
う
か
は
別
途
さ
ら
に
検
討
を
要
す
と
、
指
摘
す
る
に
と
ど

め
て
お
く
。

第
三
に
、
「
救
助
義
務
の
法
定
」
例
と
し
て
、
医
師
法
第
一
九

条
第
一
項
を
特
に
意
識
し
て
い
な
い
(
一
九
条
自
体
さ
え
も
取
り

上
げ
て
い
な
い
)
点
は
興
味
深
い
。
「
医
師
な
ど
の
特
定
の
も
の
」

に
対
す
る
公
法
上
の
規
定
が
私
法
に
援
用
さ
れ
る
場
合
を
捨
象
し

て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
一
方
で
「
交
通
事
故
の
運
転
者
等
の

被
害
救
護
義
務
(
道
交
法
七
二
条
一
項
)
」
に
関
し
て
は
言
及
し

て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
救
助
義
務
に
関
す
る
射
程
を
限
定
的
に
絞

る
と
い
う
方
法
論
で
は
、
公
法
上
の
義
務
が
課
さ
れ
て
い
る
医
師

側
の
立
場
は
軽
視
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
本
稿
が
志
向
す

る
よ
う
な
他
の
法
領
域
も
統
合
し
て
検
討
し
よ
う
と
す
る
試
み
も

な
さ
れ
て
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
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Historical and Functional Reflection on the 

Notion of Required Health Care in Japan 

Hachiro恥1IKAMI*

This study reexamines historically and functionally the notion of required health 

care. Required heath care is the system by which medical practition巴rsare required to 

accept requests from patients or even others， that is， a compulsory contract in health 

care. This proposition is included in Article 19( 1) of both the Medical Practitioners 

Law and the Dental Practitioners Law which regulates provisions of medical service 

This paper proposes to limit the scope of required health care. 

In the historical study portion of this paper， the "origin" of required health care is 

considered genealogically and inclusively. First， 1 concJude that the rule was originally 

fixed from an administration of hygiene standpoint for the purpose of contagious 

disease prevention (1874 Medical System Law (isei) th巴firstpromulgation of medical 

regulation in modern Japan; 1882 former Criminal Code). Second， 1 suggest that the 

rule was built into the Medical Practitioners Law system with a criminal regulation 

character to promote a policy of a healthy population for a healthy army Ken-min 

ken-pei (1919 former Medical Practitioners Law， enforcement regulations; 1942 

National Health Car巴Law).In this context it was considered an em巴rgencylifesaving 

proposition， which was the same as the purpose Boissonade， who drafted the former 

criminal law， had intended. Third， 1 note that the penal regulations rule was removed 

after the war (1948 Medical Practitioners Law). 

From the functional considerations standpoint， 1 conclude the following. First， an 

examination of trial examples for compensation of damages that refer to required 

health care leads me to conclude that the district courts affirmed the required health 

care in the limited cases of巴mergencylifesaving. Second， based on an analysis of the 

キDoctoralSn山川 ofLaw and Adjunct Professor of Medical & Dental School， 

Hokkaido University 

E
 

北法52(4・384)1402



Vo1.52 No.2 (2001) The Hokkaido Law Review 

data from administrative depositions conceming violations of the Medical Practition巳rs

Law depositions by the Medical Ethics Council， 1 conclude that cases of required 

heaIth care violations were rare. Third， because a required care case could be requested 

for any "Iegitimate reason" (seito jiyu)， which ipso戸ctocould be individually 

determined after the event， 1 conclude that the requirement is not a c1ear-cut rule but 

more a general guideline. As a resuIt， required care has been a considerable burden in 

the medical community， because medical practitioners find it ambiguous and the 

demands for reexamination are frequent. Fourth， 1 conclud巴froma comparative legal 

perspective that the Japanese versio日ofrequired health care has a broader effect than 

that of the common or continentallaw versions of the same rule 

In conclusion， 1 argue from a standpoint of dignity of life / human rights that the 

effect of the Medical Practitioners Law Article 19(1) (required health care) should be 

restricted to only require a duty in emergency Iifesaving situations. Further， the rul巴

should be limited on the basis of general morals. From a theoretical standpoint， 1 

incorporate recent arguments about public policy and suggest that freedom of contract 

in health care and private autonomy should be taken into account 
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